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（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそれ

がある事故 

(i) ＬＯＣＡ時注水機能喪失 

(i-7)低圧代替注水系（常設）は，常設低圧代替注水

系ポンプ 2 台を使用するものとし，注水流量は，原

子炉注水のみを実施する場合は，0m３／h～378m３／h

（原子炉圧力容器と水源との差圧が0 MPa～2.38MPa

において）とし，原子炉注水と格納容器スプレイを

同時に実施する場合は，230m３／h（一定）を用いる

ものとする。 

（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそれ

がある事故 

(j) 格納容器バイパス（インターフェイスシステム

ＬＯＣＡ） 

(j-9)低圧代替注水系（常設）は，逃がし安全弁（自

動減圧機能）による原子炉減圧後に，0m３／h～378m
３／h（原子炉圧力容器と水源との差圧が 0MPa～

2.38MPa において）で原子炉へ注水するものとする。 

（本文十号） 

ｃ．運転中の原子炉における重大事故 

(a) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過

圧・過温破損） 

(a-1)代替循環冷却系を使用する場合 

(a-1-7)低圧代替注水系（常設）は，原子炉注水流量

として 230m３／h（一定）を用いるものとする。 

（本文十号） 

ｃ．運転中の原子炉における重大事故 

(a) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過

圧・過温破損） 

(a-2)代替循環冷却系を使用できない場合 

(a-2-7)低圧代替注水系（常設）は，原子炉注水流量

として 230m３／h（一定）を用いるものとし，ジェッ

トポンプ上端（以下「原子炉水位Ｌ０」という。）以

上まで回復後は，崩壊熱による蒸発量相当の注水流

量で注水するものとする。 

（本文十号） 

ｅ．運転停止中の原子炉における重大事故に至るお

それがある事故 

(b) 全交流動力電源喪失 

(b-5)低圧代替注水系（常設）による原子炉注水流量

は 27m３／hとする。 
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常設高圧代替注水系ポンプ 

ﾘ(3)f   （「原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備」，「原子炉格納容器下部

の溶融炉心を冷却するための設備」及び「重大事故等の

収束に必要となる水の供給設備」と兼用） 

個   数   1 

容   量   約 136 m3／h 

全 揚 程   約 882 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 常設高圧代替注水系ポンプ  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型    式   ターボ形 

個    数   1 

容    量   約 136 m3／h 

全 揚 程   約 882 m 

最高使用圧力   10.35 MPa［gage］ 

最高使用温度   120 ℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「常設高圧代替注水系

ポンプ」は設置許可申

請書（本文）における

ﾘ(3)f  を工事の計画

における主たる登録と

して「原子炉冷却系統

施設」のうち「非常用

炉心冷却設備その他原

子炉注水設備」に整理

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそ

れがある事故 

(d) 全交流動力電源喪失（ＴＢＤ，ＴＢＵ） 

(d-6)高圧代替注水系は，136.7m３／h（原子炉圧力

1.04MPa［gage］～7.86MPa［gage］において）の流

量で原子炉へ注水するものとする。 

工事の計画で使用している常設高圧代替注水ポンプ

の容量，全揚程は，設置変更許可申請書（本文十号）

で使用している解析条件に包括されている。 
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代替循環冷却系ポンプ 

ﾘ(3)f  （「原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備」，「原子炉格納容器内の

冷却等のための設備」，「原子炉格納容器の過圧破損を防

止するための設備」，「原子炉格納容器下部の溶融炉心を

冷却するための設備」及び「重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備」と兼用） 

個   数   2 

容   量   約 250 m3／h／個 

全 揚 程 約 120 m 

 

 

(7) 代替循環冷却系ポンプ

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

型  式  ターボ形

個  数  2

容  量  約 250 m3／h／個

全 揚 程 約 120 m

最高使用圧力 3.45 MPa［gage］

最高使用温度 80 ℃

【原子炉冷却系統施設】（要目表） 

「代替循環冷却系ポン

プ」は設置許可申請書

（本文）におけるﾘ

(3)f  を工事の計画

における主たる登録と

して「原子炉冷却系統

施設」のうち「非常用

炉心冷却設備その他原

子炉注水設備」に整理

する。 

（本文十号） 

ｃ．運転中の原子炉における重大事故 

(a) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧・過温破損）

(a-1)代替循環冷却系を使用する場合

(a-1-9)代替循環冷却系は，循環流量を全体で

250m３／h とし，ドライウェルへ 150m３／h，原子

炉へ 100m３／h にて流量分配し，それぞれ連続ス

プレイ及び連続注水を実施するものとする。

（本文十号） 

ｃ．運転中の原子炉における重大事故 

(b) 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

(b-10)代替循環冷却系は，循環流量を全体で

250m３／h とし，原子炉圧力容器破損前及び原子

炉圧力容器破損後の格納容器圧力が低下傾向

となるまではドライウェルへ 250m３／h で連続

スプレイを実施するものとする。原子炉圧力容

器破損後の格納容器圧力が低下傾向に転じた

後は，ドライウェルへ 150m３／h，原子炉へ 100m
３／h にて流量分配し，それぞれ連続スプレイ及

び連続注水を実施するものとする。

工事の計画で使用している代替循環冷却系ポンプ

の容量，全揚程は，設置変更許可申請書（本文十号）

で使用している解析条件に包括されている。
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高圧炉心スプレイ系ポンプ 

ﾘ(3)f   （「非常用炉心冷却系」及び「原子炉冷却材圧

力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備」と兼用） 

個   数   1 

容   量   約 1,440 T／h 

全 揚 程   約 257 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(8) 高圧炉心スプレイ系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備 

型    式   多段たて形式 

個    数   1 

容    量   約 1440 t／h 

全 揚 程   約 257 m 

最高使用圧力   10.69 MPa［gage］ 

最高使用温度   100 ℃ 

材    質   鋳鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「高圧炉心スプレイ系

ポンプ」は設置許可申

請書（本文）における

ﾘ(3)f  を工事の計画

における主たる登録と

して「原子炉冷却系統

施設」のうち「非常用

炉心冷却設備その他原

子炉注水設備」に整理

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそれ

がある事故 

(g) 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した

場合） 

(g-7)高圧炉心スプレイ系は，原子炉水位異常低下

（レベル２）信号により自動起動し，0m３／h～1,419m
３／h（原子炉圧力容器と水源との差圧が 0MPa～

7.65MPa において）の流量で原子炉へ注水するもの

とする。 

（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそれ

がある事故 

(h) 原子炉停止機能喪失 

(h-7)高圧炉心スプレイ系は，ドライウェル圧力高

（13.7kPa[gage]）信号により自動起動し，145m３／

h～1,506m３／h（原子炉圧力容器と水源との差圧が

0MPa～8.30MPa において）の流量で原子炉へ注水す

るものとする。 
工事の計画で使用している高圧炉心スプレイ系ポン

プの容量，全揚程は，設置変更許可申請書（本文十号）

で使用している解析条件に包括されている。 
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原子炉隔離時冷却系ポンプ 

ﾘ(3)f   （「原子炉隔離時冷却系」，「原子炉圧力バウン

ダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」及び

「原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備」と兼用） 

個   数   1 

容   量   約 142 m3／h 

全 揚 程   約 869 m～約 186 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(9) 原子炉隔離時冷却系ポンプ  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却系 

・原子炉圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備 

型    式   横置多段うず巻き形 

個    数   1 

容    量   約 142 m3／h 

全 揚 程   約 869 m～約 186 m 

最高使用圧力   10.35 MPa［gage］ 

最高使用温度   77 ℃ 

材    質   炭素鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「原子炉隔離時冷却系

ポンプ」は設置許可申

請書（本文）における

ﾘ(3)f  を工事の計画

における主たる登録と

して「原子炉冷却系統

施設」のうち「原子炉

冷却材補給設備」に整

理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそ

れがある事故 

(c) 全交流動力電源喪失（長期ＴＢ） 

(c-6)原子炉隔離時冷却系は，原子炉水位異常低下

（レベル２）信号により自動起動し，136.7m３／h

（原子炉圧力 1.04MPa［gage］～7.86MPa［gage］

において）の流量で原子炉へ注水するものとする。 

（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそ

れがある事故 

(e) 全交流動力電源喪失（ＴＢＰ） 

(e-6)原子炉隔離時冷却系は，原子炉水位異常低下

（レベル２）信号により自動起動し，136.7m３／h

（原子炉圧力 1.04MPa［gage］～7.86MPa［gage］

において）の流量で原子炉へ注水するものとする。 

（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそ

れがある事故 

(f) 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場

合） 

(f-7)原子炉隔離時冷却系は，原子炉水位異常低下

（レベル２）信号により自動起動し，136.7m３／h

（原子炉圧力 1.04MPa［gage］～7.86MPa［gage］

において）の流量で原子炉へ注水するものとする。 

工事の計画に使用している原子炉隔離時冷却系ポン

プの容量，全揚程は，設置変更許可申請書（本文十号）

で使用している解析条件に包括されている。 
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（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそ

れがある事故 

(g) 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障し

た場合） 

(g-8)原子炉隔離時冷却系は，原子炉水位異常低下

（レベル２）信号により自動起動し，136.7m３／h

（原子炉圧力 1.04MPa［gage］～7.86MPa［gage］

において）の流量で原子炉へ注水するものとする。 
 

（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそ

れがある事故 

(h) 原子炉停止機能喪失 

(h-8)原子炉隔離時冷却系は，原子炉水位低（レベ

ル２）信号により自動起動し，136.7m３／h（原子炉

圧力 1.04MPa［gage］～7.86MPa［gage］において）

の流量で原子炉へ注水するものとする。また，サプ

レッション・プール水温度が 106℃に到達した場合

に停止する。 

（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそ

れがある事故 

(j) 格納容器バイパス（インターフェイスシステ

ムＬＯＣＡ） 

(j-7)原子炉隔離時冷却系は，原子炉水位異常低下

（レベル２）信号により自動起動し，136.7m３／h

（原子炉圧力 1.04MPa［gage］～7.86MPa［gage］

において）の流量で原子炉へ注水するものとする。 
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ほう酸水注入ポンプ 

ﾘ(3)f   （「ほう酸水注入系」，「緊急停止失敗時に発電

用原子炉を未臨界にするための設備」，「原子炉冷却材圧

力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備」及び「原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却する

ための設備」と兼用） 

個   数   2（うち 1 は予備） 

容   量   約 9.78 m3／h 

全 揚 程   約 870 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10) ほう酸水注入ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入系 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするため

の設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備 

種    類   水平 3 連プランジャポンプ 

個    数   2（うち 1 は予備） 

容    量   約 9.78 m3／h 

全 揚 程   約 870 m 

最高使用圧力   9.66 MPa［gage］ 

最高使用温度   66 ℃ 

材    料   ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計測制御系統施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほう酸水注入ポンプ

」は設置許可申請書（

本文）におけるﾘ(3)f 

 を工事の計画におけ

る主たる登録として「

計測制御系統施設」の

うち「ほう酸水注入設

備」に整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそれが

ある事故 

(h) 原子炉停止機能喪失 

(h-9)ほう酸水注入系は，注入流量 163L／min 及びほ

う酸濃度 13.4wt％にて注水するものとする。 

工事の計画で使用しているほう酸水注入ポンプの容

量，全揚程は，設置変更許可申請書（本文十号）で使

用している解析条件に包括されている。 
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残留熱除去系ポンプ 

ﾘ(3)f ○51 （「残留熱除去系」，「原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「最

終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」及び「原子

炉格納容器内の冷却等のための設備」と兼用） 

個   数   3 

容   量   約 1,690 m3／h 

全 揚 程   約 85 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 残留熱除去系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

型    式   たて形電動うず巻式 

個   数   3 

容   量   約 1,690 m3／h／個 

全 揚 程   約 85 m 

最高使用圧力   3.50 MPa［gage］ 

最高使用温度   182 ℃ 

本 体 材 料    鋳鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「残留熱除去系ポンプ

」は設置許可申請書（

本文）におけるﾘ(3)f 

○51 を工事の計画におけ

る主たる登録として「

原子炉冷却系統施設」

のうち「残留熱除去設

備」に整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそれ

がある事故 

(b) 高圧注水・減圧機能喪失 

(b-8)残留熱除去系（低圧注水系）は，原子炉水位異

常低下（レベル１）信号で自動起動し，逃がし安全弁

（自動減圧機能）による原子炉減圧後に，1 台当たり

0m３／h～1,676m３／h（原子炉圧力容器と水源との差

圧が 0MPa～1.55MPa において）で原子炉へ注水する

ものとする。 

（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそれ

がある事故 

(c) 全交流動力電源喪失（長期ＴＢ） 

(c-9) 

残留熱除去系（低圧注水系）は，非常用母線の受電が

完了した後に手動起動し，0m３／h～1,676m３／h（原

子炉圧力容器と水源との差圧が 0MPa～1.55MPa にお

いて）の流量で原子炉へ注水するものとする。 

（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそれ

がある事故 

(d) 全交流動力電源喪失（ＴＢＤ，ＴＢＵ） 

(d-9)残留熱除去系（低圧注水系）は，非常用母線の

受電が完了した後に手動起動し，0m３／h～1,676m３／

h（原子炉圧力容器と水源との差圧が 0MPa～1.55MPa

において）の流量で原子炉へ注水するものとする。 

工事の計画で使用している残留熱除去系ポンプの容

量は，設置変更許可申請書（本文十号）で使用してい

る解析条件に包括されている。 



 

 

 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
1
 R
0 

ﾘ-163 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそれ

がある事故 

(d) 全交流動力電源喪失（ＴＢＤ，ＴＢＵ） 

(d-9)残留熱除去系（低圧注水系）は，非常用母線の

受電が完了した後に手動起動し，0m３／h～1,676m３／

h（原子炉圧力容器と水源との差圧が 0MPa～1.55MPa

において）の流量で原子炉へ注水するものとする。 

（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそれ

がある事故 

(e) 全交流動力電源喪失（ＴＢＰ） 

(e-9)残留熱除去系（低圧注水系）は，非常用母線の

受電が完了した後に手動起動し，0m３／h～1,676m３／

h（原子炉圧力容器と水源との差圧が 0MPa～1.55MPa

において）の流量で原子炉へ注水するものとする。 

（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそれ

がある事故 

(f) 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場

合） 

(f-9)残留熱除去系（低圧注水系）は，0m３／h～1,676m
３／h（原子炉圧力容器と水源との差圧が 0MPa～

1.55MPa において）の流量で原子炉へ注水するものと

する。 

（本文十号） 

ｅ．運転停止中の原子炉における重大事故に至るお

それがある事故 

(a) 崩壊熱除去機能喪失  

(a-5)残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉注水

流量は 1,605m３／h とする。 

（本文十号） 

ｅ．運転停止中の原子炉における重大事故に至るお

それがある事故 

(c) 原子炉冷却材流出 

(c-5)待機中の残留熱除去系（低圧注水系）による原

子炉注水流量は 1,605m３／h とする。 
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低圧炉心スプレイ系ポンプ 

（「非常用炉心冷却系」及び「原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」と兼

用） 

主要仕様については，「ホ(3)(ⅱ)ａ．非常用炉心冷却

系（設計基準対象施設）」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(12) 低圧炉心スプレイ系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備 

主要仕様については，「5.2 非常用炉心冷却系」に示す。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置許可申請書（本文

「ホ(3)(ⅱ)ａ．非常用

炉心冷却系（設計基準

対象施設）」に示す。 
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緊急用海水ポンプ 

ﾘ(3)f ○52 （「原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備」，「最終ヒートシンクへ

熱を輸送するための設備」，「原子炉格納容器内の冷却等

のための設備」，「原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ための設備」，「使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設

備」及び「重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」

と兼用） 

個   数   2 

容   量   約 844 m3／h／個 

全 揚 程   約 130 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(13) 緊急用海水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型    式   ターボ形 

個    数   2 

容    量   約 844 m3／h／個 

全 揚 程   約 130 m 

最高使用圧力   2.45 MPa［gage］ 

最高使用温度   38 ℃ 

材    質   ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「緊急用海水ポンプ」

は設置許可申請書（本

文）におけるﾘ(3)f ○52

を工事の計画における

主たる登録として「原

子炉冷却系統施設」の

うち「原子炉補機冷却

設備」に整理する。 
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残留熱除去系海水系ポンプ 

ﾘ(3)f ○53 （「残留熱除去系」，「原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「最

終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」及び「原子

炉格納容器内の冷却等のための設備」と兼用） 

個   数   4 

容   量   約 886 m3／h 

全 揚 程 約 184 m 

(14) 残留熱除去系海水系ポンプ

兼用する設備は以下のとおり。

・残留熱除去系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

型  式   たて形うず巻式 

個  数   4 

容  量   約 886 m3／h／個 

揚  程   約 184 m 

最高使用圧力 3.45 MPa［gage］ 

最高使用温度 38 ℃ 

【原子炉冷却系統施設】（要目表） 

「残留熱除去系海水系

ポンプ」は設置許可申請

書（本文）におけるﾘ

(3)f ○53 を工事の計画

における主たる登録と

して「原子炉冷却系統施

設」のうち「原子炉補機

冷却設備」に整理する。
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［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型代替注水中型ポンプ 

ﾘ(3)f ○54 （「原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備」，「最終ヒートシンクへ

熱を輸送するための設備」，「原子炉格納容器内の冷却等

のための設備」，「原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ための設備」，「原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却す

るための設備」，「水素爆発による原子炉格納容器の破損

を防止するための設備」，「使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備」及び「重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備」と兼用） 

個   数   4（予備 1） 

容   量   約 210 m3／h／個 

全 揚 程   約 100 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 9.12－2 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備（可搬型）の設備仕様 

(1) 可搬型代替注水中型ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型    式   うず巻形 

個    数   4（予備 1） 

容    量   約 210 m3／h／個 

全 揚 程   約 100 m 

最高使用圧力   1.4 MPa［gage］ 

最高使用温度   60 ℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「可搬型代替注水中型

ポンプ」設置許可申請書

（本文）におけ る ﾘ

(3)f ○54 を工事の計画

における主たる登録と

して「原子炉冷却系統施

設」のうち「非常用炉心

冷却設備その他原子炉

注水設備」に整理する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそ

れがある事故 

(c) 全交流動力電源喪失（長期ＴＢ） 

(c-7)低圧代替注水系（可搬型）は，可搬型代替注

水中型ポンプ 2 台を使用するものとし，注水流量

は，原子炉注水のみを実施する場合は，0m３／h～

110m３／h（原子炉圧力容器と水源との差圧 0MPa～

1.4MPa において）とし，原子炉注水と格納容器ス

プレイを同時に実施する場合は，50m３／h（一定）

を用いるものとする。 

 

（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそ

れがある事故 

(d) 全交流動力電源喪失（ＴＢＤ，ＴＢＵ） 

(d-7)低圧代替注水系（可搬型）は，可搬型代替注

水中型ポンプ 2 台を使用するものとし，注水流量

は，原子炉注水のみを実施する場合は，0m３／h～

110m３／h（原子炉圧力容器と水源との差圧 0MPa～

1.4MPa において）とし，原子炉注水と格納容器ス

プレイを同時に実施する場合は，50m３／h（一定）

を用いるものとする。 

工事の計画に使用している可搬型代替注水中型ポン

プの容量，揚程は，設置変更許可申請書（本文十号）

で使用している解析条件に包括されている。 
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（本文十号） 

ｂ．運転中の原子炉における重大事故に至るおそ

れがある事故 

(e) 全交流動力電源喪失（ＴＢＰ） 

(e-7)低圧代替注水系（可搬型）は，可搬型代替注

水中型ポンプ 2 台を使用するものとし，注水流量

は，原子炉注水のみを実施する場合は，0m３／h～

110m３／h（原子炉圧力容器と水源との差圧 0MPa～

1.4MPa において）とし，原子炉注水と格納容器ス

プレイを同時に実施する場合は，50m３／h（一定）

を用いるものとする。 
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可搬型代替注水大型ポンプ 

ﾘ(3)f ○55 （「原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備」，「最終ヒートシンクへ

熱を輸送するための設備」，「原子炉格納容器内の冷却等

のための設備」，「原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ための設備」，「原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却す

るための設備」，「水素爆発による原子炉格納容器の破損

を防止するための設備」，「使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備」及び「重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備」と兼用） 

個   数   2（予備 2※１） 

容   量   約 1,320 m3／h／個 

全 揚 程 約 140 m 

※1 「可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）」と兼用

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用） 

ﾘ(3)f ○56 （「使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」，

「発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設

備」及び「重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」

と兼用） 

個   数   1（予備 2※１） 

容   量   約 1,380 m3／h 

全 揚 程 約 135 m 

※1 「可搬型代替注水大型ポンプ」と兼用

(2) 可搬型代替注水大型ポンプ

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

型  式   うず巻形 

個  数   2（予備 2※１） 

容 量 約 1,320 m3／h／個 

全 揚 程 約 140 m 

最高使用圧力 1.4 MPa［gage］ 

最高使用温度 60 ℃ 

※１「可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）」と兼用

(3) 可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）

兼用する設備は以下のとおり。

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設

備

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

型  式   うず巻形 

個  数   1（予備 2） 

容 量 約 1,380 m3／h 

全 揚 程 約 135 m 

【原子炉冷却系統施設】（要目表） 

「可搬型代替注水大型

ポンプ」は，設置許可

申請書（本文）におけ

るﾘ(3)f ○55 を工事の計

画における主たる登録

として「原子炉冷却系

統施設」のうち「非常

用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備」に整

理する。 

「可搬型代替注水大型

ポンプ（放水用）」は，

設置許可申請書（本文

）におけるﾘ(3)f ○56 を

工事の計画における主

たる登録として「原子

炉冷却系統施設」のう

ち「非常用炉心冷却設

備その他原子炉注水設

備」に整理する。 
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最高使用圧力   1.4 MPa［gage］ 

最高使用温度   60 ℃ 
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放水砲 

ﾘ(3)f ○56 （「使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」，

「発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設

備」及び「重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」

と兼用） 

個   数   1（予備 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(4) 放水砲 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設

備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型   式   ノンアスピレート 

個   数   1（予備 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「放水砲」は，設置許

可申請書（本文）にお

けるﾘ(3)f ○56 を工事の

計画における主たる登

録として「原子炉格納

施設」のうち「原子炉

格納容器安全設備」に

整理する。 
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(4) その他の主要な事項

(ⅰ) ドライウェル内ガス冷却装置

冷却コイル及び送風機よりなる装置で，ドライウェル

内のガスを循環冷却する。 

装 置 数   5（うち 1 は予備） 

(ⅱ) 原子炉建屋 

原子炉格納容器を収納する建屋であって，内部を負圧

に保つことにより，原子炉格納容器から放射性物質の漏

えいがあってもこれが発電所周辺に直接放出されるこ

とを防止する。 

型   式  鉄筋コンクリート造 

ﾘ(4)-①形 状   床面長方形の直方体 

寸 法 縦約 41 m 横約 44 m 高さ地上約

55 m 

ﾘ(4)-②設計気密度   建屋が水柱約 6 mm の負圧

状態にあるとき，内部への漏えい率が 1 日につき建屋

容積の 100 ％を超えない。 

9.1.1.4.2 二次格納施設 

9.1.1.4.2.1 原子炉建屋 

原子炉建屋は，原子炉格納容器を完全に取り囲む気密の

建屋であり，原子炉格納容器に対して，二次格納施設とな

っている。事故時には，原子炉建屋は，後述の非常用ガス

処理系のファンによって負圧に保たれるため，1次格納施

設から，放射性物質の漏えいがあっても，これが発電所周

辺に，フィルタを通らずに直接放出されることはない。 

第 9.1－2表 原子炉建屋主要仕様 

構 造 鉄筋コンクリート造 

寸 法 

縦×横 約 41 m × 約 44 m 

高さ 地上約 55 m×地下約 17 m（マットの厚さ

（約 5 m）を含む） 

設計気密度 水柱約 6 mm の負圧で漏えい率：100 ％／

日 

原子炉格納施設（基本設計方針） 

第 2 章 個別項目 

2. 原子炉建屋

2.1 原子炉建屋原子炉棟等

＜中略＞ 

原子炉建屋原子炉棟は，原子炉格納容器を収納する建屋

であって，内部を負圧に保つことにより，原子炉格納容器

から放射性物質の漏えいがあってもこれが発電所周辺に

直接放出されることを防止する設計とする。 

【原子炉格納施設】（要目表） 

設置変更許可申請書

（本文）において本工

事計画の対象外であ

る。 

工事の計画のﾘ(4)-①
は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)-①と

同義であり整合してい

る。 

工事の計画のﾘ(4)-② 

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)-②

と同義であり整合して

いる。 
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(ⅲ) 原子炉建屋常用換気系 

ﾘ(4)-③送風機及び排風機により，発電所通常運転中，

原子炉建屋内の換気を行う。 

送風機数 2 

排風機数 2 

(ⅳ) 原子炉建屋ガス処理系 

ﾘ(4)-④この設備は非常用ガス再循環系及び非常用ガ

ス処理系から構成される。非常用ガス処理系は，電気加

熱器，粒子用高効率フィルタ，よう素用チャコールフィ

ルタ等を含むフィルタユニット及び排風機等からなり，

また，非常用ガス再循環系は，湿分除去装置，電気加熱

器，前置フィルタ，粒子用高効率フィルタ，よう素用チ

ャコールフィルタ等を含むフィルタユニット及び排風

機等からなり，放射性物質の放出を伴う事故時には常用

換気系を閉鎖し，非常用ガス処理系で原子炉建屋内を水

柱約 6mm の負圧に保ちながら，原子炉格納容器から漏え

いした放射性物質を非常用ガス再循環系を通して除去

し，一部を非常用ガス処理系を通して更に放射性物質を

除去した後，非常用ガス処理系排気筒より放出する。

9.1.1.4.2.2  原子炉建屋の補助系 

(1) 常用換気系及び空気冷却装置

原子炉建屋の常用換気系は，他の換気系とは独立にな

っており，空気供給系と排気系を備え，それぞれ 100 ％

容量のファン 2台（1 台は予備）を持っている。 

9.1.1.4.2.3 原子炉建屋ガス処理系 

事故などで，原子炉建屋の放射能レベルが高くなる場

合，原子炉建屋から直接外部へ放射能が放散されること

を防止するため，常用換気系を閉鎖し，原子炉建屋ガス

処理系を作動させる。 

原子炉建屋ガス処理系は，第 9.1－1 図に示すように

非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系から構成す

る。 

事故が発生すると，冷却材喪失事故の場合は原子炉水

位低又はドライウェル圧力高信号により，また，燃料取

扱事故等の場合は原子炉建屋放射能高信号により，自動

的に常用換気系を閉鎖するとともに，原子炉建屋を負圧

に保ち，また，負圧に保つため放出する原子炉建屋内ガ

スに含まれる放射性よう素及び固体状核分裂生成物を

吸着除去するため非常用ガス処理系を，さらに，原子炉

建屋内ガス中に含まれる放射性よう素等を原子炉建屋

内で再循環させて積極的に吸着除去するための非常用

ガス再循環系を起動させる。

非常用ガス再循環系は，独立した 100％のもの 2系統

から構成され，各系統は，湿分除去装置，電気加熱器，

前置フィルタ，粒子用高効率フィルタ，よう素用チャコ

ールフィルタ及び排風機などで構成し，1系統で原子炉

建屋内のガスを 1 日当り 5 回循環処理する能力を持っ

ている。 

＜中略＞ 

非常用ガス処理系は，非常用ガス再循環系で処理した

ガスの一部を再度処理した後，排気筒高さから大気中へ

放散させる系である。この系は，独立した 100％容量の

もの 2系統から構成され，各系統は，電気加熱器，よう

素用チャコールフィルタ，粒子用高効率フィルタ及び排

【放射線管理施設】（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置

2.2 換気設備

2.2.3 原子炉建屋常用換気系

原子炉建屋の常用換気系は，ﾘ(4)-③送風機及び排風機

により，発電所通常運転中，原子炉建屋内の換気を行い，

原子炉建屋原子炉棟内をわずかに負圧に保ち，排気空気

は，フィルタを通したのち，主排気筒から放出される。ま

た，原子炉建屋原子炉棟内の放射能レベルが高くなると，

隔離弁を自動閉鎖するとともに常用換気系から原子炉建

屋ガス処理系に切換わって放射性ガスの放散を防ぐ設計

とする。 

【放射線管理施設】（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備

3.3 放射性物質濃度制御設備

3.3.1 原子炉建屋ガス処理系

ﾘ(4)-④原子炉建屋ガス処理系は非常用ガス再循環系及

び非常用ガス処理系から構成され，非常用ガス処理系は，

非常用ガス処理系排風機，非常用ガス処理系フィルタトレ

イン等からなり，非常用ガス再循環系は，非常用ガス再循

環系排風機，非常用ガス再循環系フィルタトレイン等から

なり，放射性物質の放出を伴う事故時には非常用ガス処理

系で原子炉建屋内を負圧に保ちながら，原子炉格納容器か

ら漏えいした放射性物質について非常用ガス再循環系を

通して除去し，非常用ガス処理系を通して，さらに放射性

物質を除去低減できる設計とする。

原子炉建屋ガス処理系は，非常用ガス処理系及び非常用

ガス再循環系から構成し，原子炉冷却材喪失事故時に想定

する原子炉格納容器からの漏えい気体中に含まれるよう

素を除去し，環境に放出される放射性物質の濃度を減少さ

せる設計とする。 

＜中略＞ 

ﾘ(4)-④非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環

系排風機は，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内へ

漏えいする水素等を含む気体を吸引し，非常用ガス処理系

フィルタユニット及び非常用ガス再循環系フィルタユニ

ットにて放射性物質を低減して主排気筒に隣接する非常

用ガス処理系排気筒から排出することで，原子炉建屋原子

炉棟内に水素が滞留せず，水素爆発による原子炉建屋原子

炉棟の損傷を防止できる設計とする

工事の計画のﾘ(4)-③ 

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)-③

と同義であり整合して

いる。 

工事の計画のﾘ(4)-④ 

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)-④

と同義であり整合して

いる。 



 

 

 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
1
 R
0 

ﾘ-174 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時において，炉心の著しい損傷が発生した

場合に，原子炉建屋ガス処理系は，非常用ガス再循環系

排風機及び非常用ガス処理系排風機により原子炉建屋

原子炉棟を負圧に維持するとともに，原子炉格納容器か

ら原子炉建屋原子炉棟内に漏えいした放射性物質を含

む気体を非常用ガス処理系排気筒から排気することで，

中央制御室にとどまる運転員を過度の被ばくから防護

する設計とする。 

重大事故等時において，炉心の著しい損傷が発生し，

原子炉建屋ガス処理系を起動する際に，ブローアウトパ

ネルを閉止する必要がある場合には，ブローアウトパネ

ル閉止装置を電動で閉操作し，ブローアウトパネル開放

部を閉止することで，原子炉建屋原子炉棟の放射性物質

の閉じ込め機能を維持し，中央制御室にとどまる運転員

を過度の被ばくから防護する設計とする。また，ブロー

アウトパネル閉止装置は，人力での閉操作も可能な設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾘ(4)-⑤原子炉建屋ガス処理系は，非常用電源設備の

非常用ディーゼル発電機に加えて，常設代替交流電源設

風機などからなり，1系統で原子炉建屋を水柱約 6 mm の

負圧に保ちながら原子炉建屋内ガスの約 100％を 1日で

処理する能力を有する。 

＜中略＞ 

この系を出たガスは，排気筒と隣接して同じ高さまで

設ける非常用ガス処理系排気筒を通して，大気中に放出

する。 

＜中略＞ 

なお，本系統は「軽水炉安全設計審査指針」のうち「6.1

工学的安全施設全般」及び「6.4 非常用空気浄化系」の

各項目を満たす設計となっている。 

 

 

6. 計測制御系統施設 

6.10 制御室 

6.10.2 重大事故等時 

6.10.2.2 設計方針 

(1) 居住性を確保するための設備 

ａ．中央制御室換気系及び原子炉建屋ガス処理系等による

居住性の確保 

(b) 原子炉建屋ガス処理系等 

重大事故等時において，炉心の著しい損傷が発生した

場合に，原子炉建屋ガス処理系は，非常用ガス再循環系

排風機及び非常用ガス処理系排風機により原子炉建屋

原子炉棟を負圧に維持するとともに，原子炉格納容器か

ら原子炉建屋原子炉棟内に漏えいした放射性物質を含

む気体を非常用ガス処理系排気筒から排気することで，

中央制御室にとどまる運転員を過度の被ばくから防護

する設計とする。 

重大事故等時において，炉心の著しい損傷が発生し，

原子炉建屋ガス処理系を起動する際に，ブローアウトパ

ネルを閉止する必要がある場合には，ブローアウトパネ

ル閉止装置を電動で閉操作し，ブローアウトパネル開放

部を閉止することで，原子炉建屋原子炉棟の放射性物質

の閉じ込め機能を維持し，中央制御室にとどまる運転員

を過度の被ばくから保護する設計とする。また，ブロー

アウトパネル閉止装置は，人力での閉操作も可能な設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋ガス処理系は，非常用電源設備の非常用デ

ィーゼル発電機に加えて，常設代替交流電源設備である

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時において，炉心の著しい損傷が発生した

場合に，原子炉建屋ガス処理系は，非常用ガス再循環系

排風機及び非常用ガス処理系排風機により原子炉建屋

原子炉棟を負圧に維持するとともに，原子炉格納容器か

ら原子炉建屋原子炉棟内に漏えいした放射性物質を含

む気体を非常用ガス処理系排気筒から排気することで，

中央制御室にとどまる運転員を過度の被ばくから防護

する設計とする。 

重大事故等時において，炉心の著しい損傷が発生し，

原子炉建屋ガス処理系を起動する際に，ブローアウトパ

ネルを閉止する必要がある場合には，ブローアウトパネ

ル閉止装置を電動で閉操作し，ブローアウトパネル開放

部を閉止することで，原子炉建屋原子炉棟の放射性物質

の閉じ込め機能を維持し，中央制御室にとどまる運転員

を過度の被ばくから保護する設計とする。また，ブロー

アウトパネル閉止装置は，人力での閉操作も可能な設計

とする。 

 

 

【放射線管理施設】（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.3 放射性物質濃度制御設備 

3.3.1 原子炉建屋ガス処理系 

＜中略＞ 

ﾘ(4)-⑤非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環

系排風機は，非常用電源設備の非常用ディーゼル発電機に

加えて，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾘ(4)-⑤ 

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)-⑤

と同義であり整合して

いる。 
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備である常設代替高圧電源装置から給電できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾘ(4)-⑥非常用ガス処理系排風機，非常用ガス処理系

フィルタユニット，非常用ガス再循環系排風機，非常用

ガス再循環系フィルタユニットは，設計基準事故時及び

重大事故等時ともに使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設代替高圧電源装置から給電できる設計とする。ま

た，ブローアウトパネル閉止装置は，常設代替交流電源

設備である常設代替高圧電源装置から給電できる設計

とする。 

＜中略＞ 

その他，設計基準事故対処設備であるブローアウトパ

ネル，原子炉建屋原子炉棟及び非常用電源設備の非常用

ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として使用す

る。 

 

 

 

ｃ．原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度監視 

＜中略＞ 

原子炉建屋ガス処理系による水素排出に使用する非常

用ガス処理系排風機，非常用ガス再循環系排風機，非常用

ガス処理系フィルタユニット，非常用ガス再循環系フィル

タユニット及び非常用ディーゼル発電機並びに静的触媒

式水素再結合器による水素濃度抑制に使用する原子炉建

屋原子炉棟は，設計基準事故対処設備であるとともに，重

大事故等時においても使用するため，「1.1.7 重大事故等

対処設備に関する基本方針」に示す設計方針を適用する。

ただし，多様性，位置的分散を考慮すべき対象の設計基準

事故対処設備はないことから，「1.1.7 重大事故等対処設

備に関する基本方針」のうち多様性，位置的分散の設計方

針は適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置から給電できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.3 放射性物質濃度制御設備 

3.3.1 原子炉建屋ガス処理系 

ﾘ(4)-⑥原子炉建屋ガス処理系は非常用ガス再循環系及

び非常用ガス処理系から構成され，非常用ガス処理系は，

非常用ガス処理系排風機，非常用ガス処理系フィルタトレ

イン等からなり，非常用ガス再循環系は，非常用ガス再循

環系排風機，非常用ガス再循環系フィルタトレイン等から

なり，放射性物質の放出を伴う事故時には非常用ガス処理

系で原子炉建屋内を負圧に保ちながら，原子炉格納容器か

ら漏えいした放射性物質について非常用ガス再循環系を

通して除去し，非常用ガス処理系を通して，さらに放射性

物質を除去低減できる設計とする。 

＜中略＞ 

ﾘ(4)-⑥水素排出設備（原子炉建屋ガス処理系による水

素排出）として，原子炉建屋ガス処理系の非常用ガス処理

系排風機，非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系

フィルタユニット及び非常用ガス再循環系フィルタユニ

ットを使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾘ(4)-⑥ 

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)-⑥

を具体的に記載してお

り整合している。 
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［常設重大事故等対処設備］ 

非常用ガス処理系排風機 

ﾘ(4)-⑦（「中央制御室」，「原子炉建屋ガス処理系」及び

「水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備」と兼用） 

個   数   2（うち 1 は予備） 

容   量   約 3,570 m3／h／個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6.10－2 表 中央制御室（重大事故等時）（常設）の設

備仕様 

(2) 中央制御室の運転員の被ばくを低減するための設備

ａ．原子炉建屋ガス処理系等 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室（重大事故等時） 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備 

・原子建屋ガス処理系 

(a) 非常用ガス処理系排風機 

個   数   2（うち 1 は予備） 

容   量   約 3,570 m3／h／個（原子炉建屋原子

炉棟内空気を 1日に 1 回換気できる量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「非常用ガス再循環系

排風機」は，設置変更

許可申請書（本文）に

おけるﾘ(4)-⑦を工事

の計画における主たる

登録として「原子炉格

納施設」のうち「圧力

低減設備その他の安全

設備」に整理する。 
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非常用ガス再循環系排風機 

ﾘ(4)-⑧（「中央制御室」，「原子炉建屋ガス処理系」及び

「水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備」と兼用） 

個   数   2（うち 1 は予備） 

容   量   約 17,000 m3／h／個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 非常用ガス再循環系排風機 

 

 

個   数   2（うち 1 は予備） 

容   量   約 17,000 m3／h／個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】（要目表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「非常用ガス再循環系

排風機」は，設置変更

許可申請書（本文）に

おけるﾘ(4)-⑧を工事

の計画における主たる

登録として「原子炉格

納施設」のうち「圧力

低減設備その他の安全

設備」に整理する。 
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ﾘ(4)-⑨非常用ガス処理系フィルタユニット 

ﾘ(4)-⑩（「中央制御室」，「原子炉建屋ガス処理系」及び

「水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備」と兼用）

ﾘ(4)-⑪型   式      電気加熱器，粒子用

高効率フィルタ及びよう素用チャコールフィルタ内

蔵型 

個   数      2（うち 1 は予備） 

容 量 約 3,570 m3／h／個 

チャコール層厚さ 約 150 mm 

よう素除去効率 97 ％以上（系統効率） 

粒子除去効率 99.97 ％以上（直径 0.5 μm

以上の粒子） 

（原子炉建屋原子炉棟内空気

を 1 日に 1回換気できる量）

 

 

 

 

 

 

第 9.10-1 表 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止

するための設備（常設）の設備仕様 

＜中略＞ 

(3) 非常用ガス処理系フィルタユニット

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉建屋ガス処理系

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備

型    式       電気加熱器，粒子用高

効率フィルタ及びよう素用チャコールフィルタ内

蔵型 

個    数       2（うち 1は予備） 

容    量       約 3,570 m3／h 

チャコール層厚さ 約 150 mm

よう素除去効率 97 ％以上（系統効率） 

粒子除去効率  99.97 ％以上（直径 0.5 μm 以

上の粒子） 

 

【原子炉格納施設】（要目表） 

工事の計画のﾘ(4)-⑨ 

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)-⑨

と同義であり整合して

いる。 

「非常用ガス処理系フ

ィルタユニット」は，設

置変更許可申請書（本

文）におけるﾘ(4)-⑩を

工事の計画における主

たる登録として「原子炉

格納施設」のうち「圧力

低減設備その他の安全

設備」に整理する。 

ﾘ(4)-

（本文十号） 

ｃ．燃料集合体の落下 

(h) 非常用ガス再循環系よう素用チャコールフィル

タのよう素除去効率は，設計値 90％を用いるものと

し，また，原子炉建屋から，非常用ガス再循環系及び

非常用ガス処理系の 2系統を通り大気中に放出される

よう素の除去効率は，非常用ガス処理系よう素用チャ

コールフィルタの設計値 97％を用いるものとする。

（本文十号） 

ｄ．原子炉冷却材喪失 

(i) 非常用ガス再循環系よう素用チャコールフィル

タのよう素除去効率は，設計値 90％を用いるものと

し，また，原子炉建屋から，非常用ガス再循環系及び

非常用ガス処理系の 2系統を通り大気中に放出される

よう素の除去効率は，非常用ガス処理系よう素用チャ

コールフィルタの設計値 97％を用いるものとする。

工事の計画で使用している非常用ガス処理系フィル

タユニットのよう素用チャコールフィルタのよう素

除去効率は，設置変更許可申請書（本文十号）で使用

している解析条件に包絡されている。
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ﾘ(4)-⑫非常用ガス再循環系フィルタユニット 

ﾘ(4)-⑬（「中央制御室」，「原子炉建屋ガス処理系」及び

「水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備」と兼用）

ﾘ(4)-⑭型   式      電気加熱器，粒子用

高効率フィルタ及びよう素用チャコールフィルタ内

蔵型 

個   数      2（うち 1 は予備） 

容 量 約 17,000 m3／h／個 

ﾘ(4)-⑮チャコール層厚さ 約 50 mm 

よう素除去効率 90 ％以上（系統効率） 

粒子除去効率 99.97 ％以上（直径 0.5 μm

以上の粒子） 

（原子炉建屋原子炉棟内空気

を 1 日に 1回換気できる量）

(4) 非常用ガス再循環系フィルタユニット

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉建屋ガス処理系

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備

型  式   電気加熱器，粒子用高効率フィ

ルタ及びよう素用チャコールフィルタ内蔵型

個    数   2（うち 1 は予備）

容 量 約 17,000 m3／h 

チャコール層厚さ 約 50 mm

よう素除去効率 90 ％以上（系統効率） 

粒子除去効率 99.97 ％以上（直径 0.5 μm 以

上の粒子） 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】（要目表） 

工事の計画のﾘ(4)-⑪ 

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)-⑪

と同義であり整合して

いる。 

（本文十号） 

ｄ．原子炉冷却材喪失 

(i) 非常用ガス再循環系よう素用チャコールフィル

タのよう素除去効率は，設計値 90％を用いるものと

し，また，原子炉建屋から，非常用ガス再循環系及び

非常用ガス処理系の 2系統を通り大気中に放出される

よう素の除去効率は，非常用ガス処理系よう素用チャ

コールフィルタの設計値 97％を用いるものとする。

ﾘ(4)-

（本文十号） 

ｃ．燃料集合体の落下 

(h) 非常用ガス再循環系よう素用チャコールフィル

タのよう素除去効率は，設計値 90％を用いるものと

し，また，原子炉建屋から，非常用ガス再循環系及び

非常用ガス処理系の 2系統を通り大気中に放出される

よう素の除去効率は，非常用ガス処理系よう素用チャ

コールフィルタの設計値 97％を用いるものとする。

工事の計画で使用している非常用ガス再循環系フィ

ルタユニットのよう素用チャコールフィルタのよう

素除去効率は，設置変更許可申請書（本文十号）で使

用している解析条件に包絡されている。
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ﾘ(4)-⑯ブローアウトパネル閉止装置 

個   数   10 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅴ) 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた

めの設備 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建

屋等の水素爆発による損傷を防止するために必要な重

大事故等対処設備を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) ブローアウトパネル閉止装置 

個   数   10 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた

めの設備 

9.10.1 概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建

屋等の水素爆発による損傷を防止するために必要な重

大事故等対処設備を設置する。 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備の系統概要図を第 9.10－1 図から第 9.10－3 図

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾘ(4)-⑯重大事故等時において，炉心の著しい損傷が発

生し，原子炉建屋ガス処理系を起動する際に，原子炉建屋

外側ブローアウトパネルを閉止する必要がある場合には，

ブローアウトパネル閉止装置（個数 10 個）を電動で閉操

作し，原子炉建屋外側ブローアウトパネル開口部を閉止す

ることで，原子炉建屋原子炉棟の放射性物質の閉じ込め機

能を維持し，中央制御室にとどまる運転員を過度の被ばく

から防護する設計とする。また，ブローアウトパネル閉止

装置は，人力での閉操作も可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾘ(4)-⑫ 

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)-⑫

と同義であり整合して

いる。 

 

「非常用ガス再循環系

フィルタユニット」は，

設置変更許可申請書（本

文）におけるﾘ(4)-⑬を

工事の計画における主

たる登録として「原子炉

格納施設」のうち「圧力

低減設備その他の安全

設備」に整理する。 

 

工事の計画のﾘ(4)-⑭ 

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)-⑭

と同義であり整合して

いる。 

 

設置変更許可申請書

（本文）ﾘ(4)-⑮で設

計上の考慮は不要とし

ている。 

 

 

工事の計画のﾘ(4)-⑯ 

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)-⑯

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 

 

 

工事の計画では，「実用

発電用原子炉の設置，

運転等に関する規則（

別表第 2）」に準じた構

成としているため，設

置変更許可申請書（本

文）の概要に該当する

記載は，後段の個別設

備で詳細を示す。 

 



 

 

 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
1
 R
0 

ﾘ-181 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備 

ﾘ(4)-⑰炉心の著しい損傷が発生した場合において原

子炉建屋等の水素爆発による損傷を防止するために必

要な重大事故等対処設備を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた

めの設備 

9.10.1 概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建

屋等の水素爆発による損傷を防止するために必要な重

大事故等対処設備を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.3 放射性物質濃度制御設備 

3.3.1 原子炉建屋ガス処理系 

＜中略＞ 

ﾘ(4)-⑰水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する

ための設備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容

器から原子炉建屋原子炉棟内に水素が漏えいした場合に

おいて，原子炉建屋原子炉棟内の水素等を含む気体を排出

し，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度を可燃限界未満に低

減することで水素爆発による原子炉建屋原子炉棟の損傷

を防止するとともに，放射性物質を低減するための設備と

して水素排出設備（原子炉建屋ガス処理系による水素排

出）を設ける。 

＜中略＞ 

3.4.2 水素濃度抑制系 

ﾘ(4)-⑰水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する

ための設備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容

器内から原子炉建屋原子炉棟内に水素が漏えいした場合

において，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制

し，水素濃度を可燃限界未満に制御する水素濃度制御設備

（静的触媒式水素再結合器による水素濃度抑制）を設ける 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.4 原子炉格納容器から原子炉建屋に漏えいした水素

濃度の計測 

ﾘ(4)-⑰水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する

ための設備のうち，炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内へ漏えい

した水素の濃度を測定するため，想定される事故時に水素

濃度が変動する可能性のある範囲で測定できる設備とし

て監視設備（原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度監視）を設

ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾘ(4)-⑰ 

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)-⑰

を具体的に記載してお

り整合している。 
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(a) 原子炉建屋ガス処理系による水素排出 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器

から原子炉建屋原子炉棟内に水素が漏えいした場合に

おいて，原子炉建屋原子炉棟内の水素等を含む気体を排

出し，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度を可燃限界未満

に低減することで水素爆発による原子炉建屋原子炉棟

の損傷を防止するとともに，放射性物質を低減するため

の設備として水素排出設備（原子炉建屋ガス処理系によ

る水素排出）を設ける。 

水素排出設備（原子炉建屋ガス処理系による水素排

出）として,原子炉建屋ガス処理系の非常用ガス処理系

排風機，非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系

フィルタユニット及び非常用ガス再循環系フィルタユ

ニットを使用する。 

非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排

風機は，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内へ漏

えいする水素等を含む気体を吸引し，非常用ガス処理系

フィルタユニット及び非常用ガス再循環系フィルタユ

ニットにて放射性物質を低減して主排気筒に隣接する

非常用ガス処理系排気筒から排出することで，原子炉建

屋原子炉棟内に水素が滞留せず，水素爆発による原子炉

建屋原子炉棟の損傷を防止できる設計とする。 

非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排

風機は，非常用電源設備の非常用ディーゼル発電機に加

えて，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装

置から給電できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾘ(4)-⑱非常用ガス処理系排風機，非常用ガス処理系

フィルタユニット，非常用ガス再循環系排風機，非常用

ガス再循環系フィルタユニットは，設計基準事故時及び

重大事故等時ともに使用する。 

 

 

 

 

 

 

9.10.2 設計方針 

(1) 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備 

ａ．原子炉建屋ガス処理系による水素排出 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器

から原子炉建屋原子炉棟内に水素が漏えいした場合に

おいて，原子炉建屋原子炉棟内の水素等を含む気体を排

出し，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度を可燃限界未満

に低減することで水素爆発による原子炉建屋原子炉棟

の損傷を防止するとともに，放射性物質を低減するため

の設備として水素排出設備（原子炉建屋ガス処理系によ

る水素排出）を設ける。 

水素排出設備（原子炉建屋ガス処理系による水素排

出）として，原子炉建屋ガス処理系の非常用ガス処理系

排風機，非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系

フィルタユニット及び非常用ガス再循環系フィルタユ

ニットを使用する。 

非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排

風機は，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内へ漏

えいする水素等を含む気体を吸引し，非常用ガス処理系

フィルタユニット及び非常用ガス再循環系フィルタユ

ニットにて放射性物質を低減して主排気筒に隣接する

非常用ガス処理系排気筒から排出することで，原子炉建

屋原子炉棟内に水素が滞留せず，水素爆発による原子炉

建屋原子炉棟の損傷を防止できる設計とする。 

非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排

風機は，非常用電源設備の非常用ディーゼル発電機に加

えて，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装

置から給電できる設計とする。 

＜中略＞ 

その他，設計基準事故対処設備である非常用電源設備

の非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備とし

て使用する。 

 

 

ｃ．原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度監視 

＜中略＞ 

原子炉建屋ガス処理系による水素排出に使用する非常

用ガス処理系排風機，非常用ガス再循環系排風機，非常用

ガス処理系フィルタユニット，非常用ガス再循環系フィル

タユニット及び非常用ディーゼル発電機並びに静的触媒

式水素再結合器による水素濃度抑制に使用する原子炉建

屋原子炉棟は，設計基準事故対処設備であるとともに，重

大事故等時においても使用するため，「1.1.7 重大事故等

対処設備に関する基本方針」に示す設計方針を適用する。

 

【原子炉格納施設】（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.3 放射性物質濃度制御設備 

3.3.1 原子炉建屋ガス処理系 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器から

原子炉建屋原子炉棟内に水素が漏えいした場合において，

原子炉建屋原子炉棟内の水素等を含む気体を排出し，原子

炉建屋原子炉棟内の水素濃度を可燃限界未満に低減する

ことで水素爆発による原子炉建屋原子炉棟の損傷を防止

するとともに，放射性物質を低減するための設備として水

素排出設備（原子炉建屋ガス処理系による水素排出）を設

ける。 

 水素排出設備（原子炉建屋ガス処理系による水素排出）

として，原子炉建屋ガス処理系の非常用ガス処理系排風

機，非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系フィル

タユニット及び非常用ガス再循環系フィルタユニットを

使用する設計とする。 

非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風

機は，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内へ漏えい

する水素等を含む気体を吸引し，非常用ガス処理系フィル

タユニット及び非常用ガス再循環系フィルタユニットに

て放射性物質を低減して主排気筒に隣接する非常用ガス

処理系排気筒から排出することで，原子炉建屋原子炉棟内

に水素が滞留せず，水素爆発による原子炉建屋原子炉棟の

損傷を防止できる設計とする 

非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風

機は，非常用電源設備の非常用ディーゼル発電機に加え

て，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置か

ら給電できる設計とする。 

 

 

 

【放射線管理施設】（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.3 放射性物質濃度制御設備 

3.3.1 原子炉建屋ガス処理系 

ﾘ(4)-⑱原子炉建屋ガス処理系は非常用ガス再循環系及

び非常用ガス処理系から構成され，非常用ガス処理系は，

非常用ガス処理系排風機，非常用ガス処理系フィルタトレ

イン等からなり，非常用ガス再循環系は，非常用ガス再循

環系排風機，非常用ガス再循環系フィルタトレイン等から

なり，放射性物質の放出を伴う事故時には非常用ガス処理

系で原子炉建屋内を負圧に保ちながら，原子炉格納容器か

ら漏えいした放射性物質について非常用ガス再循環系を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾘ(4)-⑱ 

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)-⑱

を具体的に記載してお

り整合している。 
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(b) 静的触媒式水素再結合器による水素濃度制御 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器

内から原子炉建屋原子炉棟内に水素が漏えいした場合

において，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制

し，水素濃度を可燃限界未満に制御する水素濃度制御設

備（静的触媒式水素再結合器による水素濃度抑制）を設

ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾘ(4)-⑲水素濃度制御設備（静的触媒式水素再結合器

による水素濃度抑制）として静的触媒式水素再結合器を

使用する。静的触媒式水素再結合器の作動状況確認のた

め，静的触媒式水素再結合器動作監視装置を使用する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静的触媒式水素再結合器は，運転員の起動操作を必要

とせずに，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟に漏

えいした水素を触媒反応により酸素と再結合させるこ

ただし，多様性，位置的分散を考慮すべき対象の設計基準

事故対処設備はないことから，「1.1.7 重大事故等対処設

備に関する基本方針」のうち多様性，位置的分散の設計方

針は適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．静的触媒式水素再結合器による水素濃度抑制 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器

から原子炉建屋原子炉棟内に水素が漏えいした場合に

おいて，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制

し，水素濃度を可燃限界未満に制御する設備として水素

濃度制御設備（静的触媒式水素再結合器による水素濃度

抑制）を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素濃度制御設備（静的触媒式水素再結合器による水

素濃度抑制）として静的触媒式水素再結合器を使用す

る。静的触媒式水素再結合器の作動状況確認のため，静

的触媒式水素再結合器動作監視装置を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静的触媒式水素再結合器は，運転員の起動操作を必要

とせずに，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に

漏えいした水素を触媒反応により酸素と再結合させる

通して除去し，非常用ガス処理系を通して，さらに放射性

物質を除去低減できる設計とする。 

＜中略＞ 

ﾘ(4)-⑱水素排出設備（原子炉建屋ガス処理系による水

素排出）として，原子炉建屋ガス処理系の非常用ガス処理

系排風機，非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系

フィルタユニット及び非常用ガス再循環系フィルタユニ

ットを使用する設計とする。 

 

 

【原子炉格納施】（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.4 可燃性ガス濃度制御設備 

3.4.2 水素濃度抑制系 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器内か

ら原子炉建屋原子炉棟内に水素が漏えいした場合におい

て，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制し，水素

濃度を可燃限界未満に制御する水素濃度制御設備（静的触

媒式水素再結合器による水素濃度抑制）を設ける。 

 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び重大事

故等時における計測 

＜中略＞ 

ﾘ(4)-⑲重大事故等に対処するために監視することが必

要なパラメータは，「表 1 計測制御系統施設の主要設備リ

スト」の「計測装置」に示す重大事故等対処設備の他，以

下とする。 

＜中略＞ 

ﾘ(4)-⑲・静的触媒式水素再結合器動作監視装置（個数

4，計測範囲 0 ℃～300 ℃） 

 

 

【原子炉格納施】（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.4 可燃性ガス濃度制御設備 

3.4.2 水素濃度抑制系 

＜中略＞ 

水素濃度制御設備（静的触媒式水素再結合器による水素

濃度抑制）として，静的触媒式水素再結合器は，運転員の

起動操作を必要とせずに，原子炉格納容器から原子炉建屋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾘ(4)-⑲ 

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)-⑲

と同義であり整合して

いる。 
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とで，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度の上昇を抑制

し，水素爆発による原子炉建屋原子炉棟の損傷を防止で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式

水素再結合器の入口側及び出口側の温度により，静的触

媒式水素再結合器の作動状態を中央制御室にて監視で

きる設計とする。静的触媒式水素再結合器動作監視装置

は，常設代替直流電源設備である緊急用 125V 系蓄電池

又は可搬型代替直流電源設備である可搬型代替低圧電

源車及び可搬型整流器から給電できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度監視 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備のうち，炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内へ漏えい

した水素の濃度を測定するため，想定される事故時に水

素濃度が変動する可能性のある範囲で測定できる設備

として監視設備（原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度監

視）を設ける。 

ﾘ(4)-⑳監視設備（原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度

監視）として，原子炉建屋水素濃度を使用する。 

原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋原子炉棟に設置

し，中央制御室にて原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度を

連続監視できる設計とする。原子炉建屋水素濃度のう

ち，原子炉建屋原子炉棟 6 階に設置するものについて

ことで，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度の上昇を抑制

し，水素爆発による原子炉建屋原子炉棟の損傷を防止で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式

水素再結合器の入口側及び出口側の温度により静的触

媒式水素再結合器の作動状態を中央制御室にて監視で

きる設計とする。静的触媒式水素再結合器動作監視装置

は，常設代替直流電源設備である緊急用 125V 系蓄電池

又は可搬型代替直流電源設備である可搬型代替低圧電

源車及び可搬型整流器から給電できる設計とする。 

＜中略＞ 

その他，設計基準事故対処設備である原子炉格納施設

の原子炉建屋原子炉棟を重大事故等対処設備として使

用する。 

 

 

 

 

 

 

ｃ．原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度監視 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備のうち，炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内へ漏えい

した水素の濃度を測定するため，想定される事故時に水

素濃度が変動する可能性のある範囲で測定できる設備

として監視設備（原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度監

視）を設ける。 

監視設備（原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度監視）と

して原子炉建屋水素濃度を使用する。 

原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋原子炉棟に設置

し，中央制御室にて原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度を

連続監視できる設計とする。原子炉建屋水素濃度のう

ち，原子炉建屋原子炉棟 6 階に設置するものについて

原子炉棟に漏えいした水素を触媒反応により酸素と再結

合させることで，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度の上昇

を抑制し，水素爆発による原子炉建屋原子炉棟の損傷を防

止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び重大事

故等時における計測 

＜中略＞ 

静的触媒式水素再結合器の作動状況確認のための静的

触媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式水素再結

合器の入口側及び出口側の温度により，静的触媒式水素再

結合器の作動状態を中央制御室にて監視できる設計とす

る。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，常設代替直流

電源設備である緊急用125V 系蓄電池又は可搬型代替直流

電源設備である可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器

から給電できる設計とする。 

 

 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.4 原子炉格納容器から原子炉建屋に漏えいした水素

濃度の計測 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備のうち，炉心の著しい損傷が発生した場合において，

原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内へ漏えいした

水素の濃度を測定するため，想定される事故時に水素濃度

が変動する可能性のある範囲で測定できる設備として監

視設備（原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度監視）を設ける。 

ﾘ(4)-⑳監視設備（原子炉建屋水素濃度による水素濃度

監視）として，原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋原子炉

棟に設置し，中央制御室にて原子炉建屋原子炉棟内の水素

濃度を連続監視できる設計とする。 

原子炉建屋水素濃度のうち，原子炉建屋原子炉棟 6 階

に設置するものについては，常設代替交流電源設備である

常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備であ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾘ(4)-⑳ 

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)-⑳

と同義であり整合して

いる。 
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は，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置

又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電

源車から給電できる設計とする。原子炉建屋水素濃度の

うち，原子炉建屋原子炉棟 6 階を除く原子炉建屋原子炉

棟に設置するものについては，常設代替直流電源設備で

ある緊急用 125V 系蓄電池又は可搬型代替直流電源設備

である可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器から給

電できる設計とする。 

常設代替高圧電源装置，非常用ディーゼル発電機，可

搬型代替低圧電源車，緊急用 125V 系蓄電池及び可搬型

整流器については，「ヌ(2)(ⅳ) 代替電源設備」に示す。

［常設重大事故等対処設備］ 

非常用ガス処理系排風機 

ﾘ(4)- （「中央制御室」，「原子炉建屋ガス処理系」及び

「水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備」と兼用） 

個   数   2 

容   量   約 3,570 m3／h／個 

は，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置

又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電

源車から給電できる設計とする。原子炉建屋水素濃度の

うち，原子炉建屋原子炉棟 6 階を除く原子炉建屋原子炉

棟に設置するものについては，常設代替直流電源設備で

ある緊急用 125V 系蓄電池又は可搬型代替直流電源設備

である可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器から給

電できる設計とする。 

＜中略＞ 

常設代替高圧電源装置，非常用ディーゼル発電機，可

搬型代替低圧電源車，緊急用 125V 系蓄電池及び可搬型

整流器については，「10.2 代替電源設備」に示す。 

第 9.10-1 表 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止

するための設備（常設）の設備仕様 

(1) 非常用ガス処理系排風機

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉建屋ガス処理系

・中央制御室の運転員の被ばくを低減するための設

備

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた

めの設備

個 数 2（うち 1 は予備） 

容   量   約 3,570 m3／h 

る可搬型代替低圧電源車から給電できる設計とする。原子

炉建屋水素濃度のうち，原子炉建屋原子炉棟 6 階を除く

原子炉建屋原子炉棟に設置するものについては，常設代替

直流電源設備である緊急用125V 系蓄電池又は可搬型代替

直流電源設備である可搬型代替低圧電源車及び可搬型整

流器から給電できる設計とする。 

設置許可申請書（本

文）「ヌ(2)(ⅳ)代替電

源設備」に示す。 

工事の計画のﾘ(4)-  

は，設置変更許可申請書

（本文）のﾘ(4)- と同
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非常用ガス再循環系排風機 

ﾘ(4)- （「中央制御室」，「原子炉建屋ガス処理系」及び

「水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備」と兼用）

個   数   2 

容 量 約 17,000 m3／h／個 

(2) 非常用ガス再循環系排風機

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉建屋ガス処理系

・中央制御室の運転員の被ばくを低減するための設

備

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備

個 数 2（うち 1 は予備） 

容 量 約 17,000 m3／h 

【原子炉格納施設】（要目表） 

義であり整合している。

「非常用ガス再循環系

排風機」は，設置変更

許可申請書（本文）に

おけるﾘ(4)- を工事

の計画における主たる

登録として「原子炉格

納施設」のうち「圧力

低減設備その他の安全

設備」に整理する。 
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ﾘ(4)- 非常用ガス処理系フィルタユニット 

ﾘ(4)- （「中央制御室」，「原子炉建屋ガス処理系」及び

「水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備」と兼用） 

ﾘ(4)- 型   式     電気加熱器，粒子用高

効率フィルタ及びよう素用チャコールフィルタ内蔵

型 

個   数     2 

容   量     約 3,570 m3／h／個 

ﾘ(4)- チャコール層厚さ  約 150 mm 

よう素除去効率   97 ％以上（系統効率） 

粒子除去効率    99.97 ％以上（直径 0.5 μm以

上の粒子） 

（原子炉建屋原子炉棟内空気を

1 日に 1 回換気できる量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 非常用ガス処理系フィルタユニット 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉建屋ガス処理系 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備 

型    式   電気加熱器，粒子用高効率フィ

ルタ及びよう素用チャコールフィルタ内蔵型 

個    数   2（うち 1 は予備） 

容    量   約 3,570 m3／h 

チャコール層厚さ 約 150 mm 

よう素除去効率  97 ％以上（系統効率） 

粒子除去効率   99.97 ％以上（直径 0.5 μm 以

上の粒子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾘ(4)-  

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)- 

と同義であり整合して

いる。 

 

「非常用ガス処理系フ

ィルタユニット」は，設

置変更許可申請書（本

文）におけるﾘ(4)- を

工事の計画における主

たる登録として「原子炉

格納施設」のうち「圧力

低減設備その他の安全

設備」に整理する。 

 

ﾘ(4)-  

（本文十号） 

ｃ．燃料集合体の落下 

(h) 非常用ガス再循環系よう素用チャコールフィル

タのよう素除去効率は，設計値 90％を用いるものと

し，また，原子炉建屋から，非常用ガス再循環系及び

非常用ガス処理系の 2系統を通り大気中に放出される

よう素の除去効率は，非常用ガス処理系よう素用チャ

コールフィルタの設計値 97％を用いるものとする。 

（本文十号） 

ｄ．原子炉冷却材喪失 

(i) 非常用ガス再循環系よう素用チャコールフィル

タのよう素除去効率は，設計値 90％を用いるものと

し，また，原子炉建屋から，非常用ガス再循環系及び

非常用ガス処理系の 2系統を通り大気中に放出される

よう素の除去効率は，非常用ガス処理系よう素用チャ

コールフィルタの設計値 97％を用いるものとする。 

工事の計画で使用している非常用ガス処理系フィ

ルタユニットのよう素用チャコールフィルタのよう

素除去効率は，設置変更許可申請書（本文十号）で使

用している解析条件に包絡されている。 
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ﾘ(4)- 非常用ガス再循環系フィルタユニット 

ﾘ(4)- （「中央制御室」，「原子炉建屋ガス処理系」及び

「水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備」と兼用） 

ﾘ(4)- 型   式     電気加熱器，粒子用高

効率フィルタ及びよう素用チャコールフィルタ内蔵

型 

個   数     2 

容   量     約 17,000 m3／h／個 

ﾘ(4)- チャコール層厚さ  約 50 mm 

よう素除去効率   90 ％以上（系統効率） 

粒子除去効率    99.97 ％以上（直径 0.5 μm以

上の粒子） 

（原子炉建屋原子炉棟内空気を

1 日に 1 回換気できる量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 非常用ガス再循環系フィルタユニット 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉建屋ガス処理系 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備 

型    式   電気加熱器，粒子用高効率フィ

ルタ及びよう素用チャコールフィルタ内蔵型 

個    数   2（うち 1 は予備） 

容    量   約 17,000 m3／h 

チャコール層厚さ 約 50 mm 

よう素除去効率  90 ％以上（系統効率） 

粒子除去効率   99.97 ％以上（直径 0.5 μm 以

上の粒子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾘ(4)-  

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)- 

と同義であり整合して

いる。 

 

設置変更許可申請書

（本文）ﾘ(4)- で設

計上の考慮は不要とし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本文十号） 

ｃ．燃料集合体の落下 

(h) 非常用ガス再循環系よう素用チャコールフィル

タのよう素除去効率は，設計値 90％を用いるものと

し，また，原子炉建屋から，非常用ガス再循環系及び

非常用ガス処理系の 2系統を通り大気中に放出される

よう素の除去効率は，非常用ガス処理系よう素用チャ

コールフィルタの設計値 97％を用いるものとする。 

（本文十号） 

ｄ．原子炉冷却材喪失 

(i) 非常用ガス再循環系よう素用チャコールフィル

タのよう素除去効率は，設計値 90％を用いるものと

し，また，原子炉建屋から，非常用ガス再循環系及び

非常用ガス処理系の 2系統を通り大気中に放出される

よう素の除去効率は，非常用ガス処理系よう素用チャ

コールフィルタの設計値 97％を用いるものとする。 

工事の計画で使用している非常用ガス再循環系フィ

ルタユニットのよう素用チャコールフィルタのよう

素除去効率は，設置変更許可申請書（本文十号）で使

用している解析条件に包絡されている。 

ﾘ(4)-  
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工事の計画のﾘ(4)-  

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)- 

と同義であり整合して

いる。 

 

「非常用ガス再循環系

フィルタユニット」は，

設置変更許可申請書（本

文）におけるﾘ(4)- を

工事の計画における主

たる登録として「原子炉

格納施設」のうち「圧力

低減設備その他の安全

設備」に整理する。 

 

工事の計画のﾘ(4)-  

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)- 

と同義であり整合して

いる。 

 

設置変更許可申請書

（本文）ﾘ(4)- で設

計上の考慮は不要とし

ている。 
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水素濃度制御設備 

a. 静的触媒式水素再結合器 

種   類   触媒反応式 

個   数   24 

ﾘ(4)- 水素処理容量  約 0.5 kg／h／個（水素濃

度 4.0 vol％，100 ℃，大気圧において） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 水素濃度制御設備 

ａ．静的触媒式水素再結合器 

種    類   触媒反応式 

個    数   24 

水素処理容量   約 0.5 kg／h／個（水素濃度 4.0 

vol％，100 ℃，大気圧において） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾘ(4)-  

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)- 

と同義であり整合して

いる。 
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b. 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

ﾘ(4)- （「計測制御系統施設」及び「水素爆発による原

子炉建屋等の損傷を防止するための設備」と兼用） 

検出器の種類   熱電対 

計測範囲     0 ℃～300 ℃ 

個  数     4（2 個の静的触媒式水素再結合

器に対して出入口に 1 個設置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備 

検出器の種類   熱電対 

計 測 範 囲    0 ℃～300 ℃ 

個    数   4（2 個の静的触媒式水素再結

合器に対して出入口に 1個設置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び重大事

故等時における計測 

＜中略＞ 

・静的触媒式水素再結合器動作監視装置（個数 4，計測

範囲 0 ℃～300 ℃） 

＜中略＞ 

ﾘ(4)- 静的触媒式水素再結合器の作動状況確認のため

の静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式水

素再結合器の入口側及び出口側の温度により，静的触媒式

水素再結合器の作動状態を中央制御室にて監視できる設

計とする。 

 

【原子炉格納施設】（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.4 可燃性ガス濃度制御設備 

3.4.2 水素濃度抑制系 

ﾘ(4)- 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する

ための設備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容

器内から原子炉建屋原子炉棟内に水素が漏えいした場合

において，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制

し，水素濃度を可燃限界未満に制御する水素濃度制御設備

（静的触媒式水素再結合器による水素濃度抑制）を設け

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾘ(4)-  

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(4)- 

を具体的に記載してお

り整合している。 
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原子炉建屋水素濃度 

ﾘ(4)- （「計測制御系統施設」及び「水素爆発による原

子炉建屋等の損傷を防止するための設備」と兼用） 

検出器の種類   触媒式，熱伝導式 

計測範囲     ［触媒式］0 vol％～10 vol％ 

         ［熱伝導式］0 vol％～20 vol％

個  数     ［触媒式］2 

         ［熱伝導式］3 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 原子炉建屋水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備 

検出器の種類   触媒式，熱伝導式 

計 測 範 囲    ［触媒式］0 vol％～10 vol％ 

［熱伝導式］0 vol％～20 

vol％ 

個    数   ［触媒式］2 

［熱伝導式］3 

 

 

 

 

 

【計測制御系統施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「原子炉建屋水素濃度 

」は，設置変更許可申請

書（本文）におけるﾘ

(4)- を工事の計画に

おける主たる登録とし

て「計測制御系統施設」

のうち「計測装置」に整

理する。 

 

 

 

 

 



 

 

 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
1
 R
0 

ﾇ-1 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 
 

 

ヌ その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備 

(1) 常用電源設備の構造 

(ⅰ) 発電機 

ﾇ(1)(ⅰ)-①個   数   1 

容   量   約 1,300,000 kVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10.3－3表 発電機，励磁装置の設備仕様 

 

(1) 発電機 

型 式   横軸円筒回転界磁3相交流同期発電機 

容 量   1,300,000 kVA 

力 率   0.90（遅れ） 

電 圧   19,000 V 

相 数   3相 

周波数   50 Hz 

回転数   1,500 rpm 

結線法   星形 

冷却法   固定子  水冷却 

回転子  水素直接冷却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【常用電源設備】（要目表） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（

本文）第五号ヌ項にお

いて，工事の計画の内

容は，以下の通り整合

している。 

 

 

設置変更許可申請書（

本文）のﾇ(1)(ⅰ)-①

は，添付図面第 1-4-1

図「単線結線図（1/5）

」に示す。 
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(ⅱ) 外部電源系 

275 kV   2回線ﾇ(1)(ⅱ)-①（「非常用電源設備」

と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154 kV   1回線ﾇ(1)(ⅱ)-①（「非常用電源設備」

と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(1)(ⅱ)-②発電機，外部電源系，非常用所内電源系，

その他の関連する電気系統の機器の短絡若しくは地絡

又は母線の低電圧若しくは過電流に対し，検知できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.3－1表 送電線の設備仕様 

(1) 275 kV 送電線 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

公 称 電 圧   275 kV 

回 線 数   2 

導体サイズ   ACSR 810 mm２ 2導体 

送 電 容 量   約1,138 MW（1回線当たり） 

亘   長   約17 km（東京電力パワーグリッド

株式会社那珂変電所まで） 

 

(2) 154kV 送電線 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

公 称 電 圧   154 kV 

回 線 数   1 

導体サイズ   ACSR 810 mm2 2導体 

送 電 容 量   約269 MW 

亘   長   約 9 km（東京電力パワーグリッド

株式会社茨城変電所まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

2. 交流電源設備 

2.1 ディーゼル発電機 

ﾇ(1)(ⅱ)-①発電用原子炉施設は，重要安全施設がそ

の機能を維持するために必要となる電力を当該重要安

全施設に供給するため，電力系統に連系する設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

【常用電源設備】（基本設計方針） 

1. 保安電源設備 

1.2 電線路の独立性及び物理的分離 

ﾇ(1)(ⅱ)-①発電用原子炉施設は，重要安全施設がそ

の機能を維持するために必要となる電力を当該重要安

全施設に供給するため，電力系統に連系する設計とす

る。 

設計基準対象施設は，送受電可能な回線として 275kV

送電線（東京電力パワーグリッド株式会社東海原子力

線）1 ルート 2 回線及び受電専用の回路として 154kV 送

電線（東京電力パワーグリッド株式会社村松線・原子力

1 号線）1 ルート 1 回線の合計 2 ルート 3 回線にて，電

力系統に接続する。 

＜中略＞ 

 

【常用電源設備】（基本設計方針） 

1. 保安電源設備 

1.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保 

1.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡大防止 

安全施設へ電力を供給する保安電源設備は，電線路，

発電用原子炉施設において常時使用される発電機，外部

電源系及び非常用電源設備から安全施設への電力の供

給が停止することがないよう，ﾇ(1)(ⅱ)-②発電機，送

電線，変圧器，母線等に保護継電器を設置し，機器の損

壊，故障その他の異常を検知するとともに，異常を検知

した場合は，ガス絶縁開閉装置あるいはメタルクラッド

開閉装置等の遮断器が動作することにより，その拡大を

防止する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（

本文）のﾇ(1)(ⅱ)-①

は，工事の計画におい

て，常用電源設備と非

常用電源設備の基本設

計方針にそれぞれ記載

しており，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(1)(ⅱ

)-②は，設置変更許可

申請書（本文）のﾇ

(1)(ⅱ)-②を具体的に

記載しており，整合し

ている。 
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 (ⅲ) 変圧器 

ａ．主要変圧器 

個   数   1 

容   量   約 1,300,000 kVA 

電   圧   18.525 kV／ﾇ(1)(ⅲ)-①275 kV（一

次／二次） 

ｂ．ﾇ(1)(ⅲ)-②所内変圧器 

個   数   2 

容   量   約 50,000 kVA／個 

電   圧   18.525 kV／6.9 kV（一次／二次）

ｃ．ﾇ(1)(ⅲ)-②起動変圧器 

個   数   2 

容   量   約 50,000 kVA／個 

電   圧   275 kV／6.9 kV（一次／二次） 

 

ｄ．ﾇ(1)(ⅲ)-②予備変圧器 

個   数   1 

容   量   約 38,000 kVA 

電   圧   147 kV／6.9 kV（一次／二次） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10.3－4表 変圧器の設備仕様 

名称 主要変圧器 所内変圧器 起動変圧器 予備変圧器 

型式 
屋外用3相二巻線

外鉄無圧密封式 

屋外用3相三巻

線内鉄無圧密

封式 

屋外用3相三

巻線外鉄無圧

密封式 

負荷時タップ

切換器付 

屋外用3相二

巻線内鉄無圧

密封式 

負荷時タップ

切換器付 

容量 約1,300,000 kVA 約50,000 kVA 約50,000 kVA 約38,000 kVA

電

圧 

一

次 
約18.525 kV 約18.525 kV 約275 kV 約147 kV 

二

次 
約275 kV 約6.9 kV 約6.9 kV 約6.9 kV 

相数 3 3 3 3 

周波数 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

結

線

法 

一

次 
三角 三角 星形 星形 

二

次 
星形 星形，星形 星形，星形 星形 

冷却方法 導油風冷式 油入風冷式 油入風冷式 油入風冷式 

個数 1 2 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(1)(ⅲ

)-①は，設置変更許可

申請書（本文）のﾇ

(1)(ⅲ)-①の電圧調整

範囲を記載しており整

合している。 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（

本文）のﾇ(1)(ⅲ)-②

は，本工事計画の対象

外である。 
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(2) 非常用電源設備の構造 

(ｉ) 受電系統 

275 kV   2 回線ﾇ(2)(ⅰ)-①（「常用電源設備」

と兼用） 

154 kV   1 回線ﾇ(2)(ⅰ)-①（「常用電源設備」

と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.3－1表 送電線の設備仕様 

(1) 275 kV 送電線 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

公 称 電 圧   275 kV 

回 線 数   2 

導体サイズ   ACSR 810 mm２ 2導体 

送 電 容 量   約1,138 MW（1回線当たり） 

亘   長   約17 km（東京電力パワーグリッド

株式会社那珂変電所まで） 

 

(2) 154kV 送電線 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

公 称 電 圧   154 kV 

回 線 数   1 

導体サイズ   ACSR 810 mm2 2導体 

送 電 容 量   約269 MW 

亘   長   約 9 km（東京電力パワーグリッド

株式会社茨城変電所まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

2. 交流電源設備 

2.1 ディーゼル発電機 

ﾇ(2)(ⅰ)-①発電用原子炉施設は，重要安全施設がそ

の機能を維持するために必要となる電力を当該重要安

全施設に供給するため，電力系統に連系する設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

【常用電源設備】（基本設計方針） 

1. 保安電源設備 

1.2 電線路の独立性及び物理的分離 

ﾇ(2)(ⅰ)-①発電用原子炉施設は，重要安全施設がそ

の機能を維持するために必要となる電力を当該重要安

全施設に供給するため，電力系統に連系する設計とす

る。 

設計基準対象施設は，送受電可能な回線として 275kV

送電線（東京電力パワーグリッド株式会社東海原子力

線）1 ルート 2 回線及び受電専用の回路として 154kV 送

電線（東京電力パワーグリッド株式会社村松線・原子力

1 号線）1 ルート 1 回線の合計 2 ルート 3 回線にて，電

力系統に接続する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（

本文）のﾇ(2)(ⅰ)-①

は，工事の計画におい

て，常用電源設備と非

常用電源設備の基本設

計方針にそれぞれ記載

しており，整合してい

る。 
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(ⅱ) 非常用ディーゼル発電機 

ａ．非常用ディーゼル発電機ﾇ(2)(ⅱ)-①（「代替電源設備」

と兼用） 

個   数   2 

出   力   ﾇ(2)(ⅱ)-②約 5,200 kW／個 

起 動 時 間   約 10 秒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.1－3表 非常用ディーゼル発電機の設備仕様 

(1) エンジン 

ａ．非常用ディーゼル発電機 

型  式   Ｖ型 

個  数   2 

出  力   約 5,500 kW／個 

回 転 数   429 rpm 

起動方式   圧縮空気起動 

起動時間   約 10 秒 

使用燃料   軽油 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

型  式   Ｖ型 

個  数   1 

出  力   約 3,050 kW 

回 転 数   429 rpm 

起動方式   圧縮空気起動 

起動時間   約 10 秒 

使用燃料   軽油 

(2) 発電機 

ａ．非常用ディーゼル発電機 

個  数   2 

型  式   横軸回転界磁 3相交流発電機 

容  量   約 6,500 kVA 

力  率   0.80（遅れ） 

電  圧   6,900 V 

周 波 数   50 Hz 

回 転 数   429 rpm 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

個  数   1 

型  式   横軸回転界磁 3相交流発電機 

容  量   約 3,500 kVA 

力  率   0.80（遅れ） 

電  圧   約 6,900 V 

周 波 数   50 Hz 

回 転 数   429 rpm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

2. 交流電源設備 

2.1 ディーゼル発電機 

＜中略＞ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）は，外部電源が喪失し同時に原子

炉冷却材喪失が発生した場合に起動し，設置（変更）許

可を受けた原子炉冷却材喪失事故における工学的安全

施設の設備の作動開始時間を満足する時間である 10 秒

以内に電圧を確立した後は，各非常用高圧母線に接続

し，負荷に給電する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画の「非常用

ディーゼル発電機」は

，設置変更許可申請書

（本文）のﾇ(2)(ⅱ)-

①を「その他発電用原

子炉の附属施設」のう

ち「非常用電源設備」

に整理しており，整合

している。 

 

 

ﾇ(2)(ⅱ)-② 

出力 

6500×0.8（力率）

=5200Kw 
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ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ﾇ(2)(ⅱ)- 

（「代替電源設備」と兼用） 

個   数   1 

出   力   ﾇ(2)(ⅱ)-④約 2,800 kW 

起 動 時 間   約 10 秒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.1－3表 非常用ディーゼル発電機の設備仕様 

(1) エンジン 

ａ．非常用ディーゼル発電機 

型  式   Ｖ型 

個  数   2 

出  力   約 5,500 kW／個 

回 転 数   429 rpm 

起動方式   圧縮空気起動 

起動時間   約 10 秒 

使用燃料   軽油 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

型  式   Ｖ型 

個  数   1 

出  力   約 3,050 kW 

回 転 数   429 rpm 

起動方式   圧縮空気起動 

起動時間   約 10 秒 

使用燃料   軽油 

(2) 発電機 

ａ．非常用ディーゼル発電機 

個  数   2 

型  式   横軸回転界磁 3相交流発電機 

容  量   約 6,500 kVA 

力  率   0.80（遅れ） 

電  圧   6,900 V 

周 波 数   50 Hz 

回 転 数   429 rpm 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

個  数   1 

型  式   横軸回転界磁 3相交流発電機 

容  量   約 3,500 kVA 

力  率   0.80（遅れ） 

電  圧   約 6,900 V 

周 波 数   50 Hz 

回 転 数   429 rpm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

2. 交流電源設備 

2.1 ディーゼル発電機 

＜中略＞ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）は，外部電源が喪失し同時に原子

炉冷却材喪失が発生した場合に起動し，設置（変更）許

可を受けた原子炉冷却材喪失事故における工学的安全

施設の設備の作動開始時間を満足する時間である 10 秒

以内に電圧を確立した後は，各非常用高圧母線に接続

し，負荷に給電する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画の「高圧炉

心スプレイ系ディーゼ

ル発電機」は，設置変

更許可申請書（本文）

のﾇ(2)(ⅱ)- を「そ

の他発電用原子炉の附

属施設」のうち「非常

用電源設備」に整理し

ており，整合している

。 

 

ﾇ(2)(ⅱ)-④ 

出力 

3500×0.8（力率）

=2800Kw 
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ｃ．軽油貯蔵タンクﾇ(2)(ⅱ)-⑤（「代替電源設備」と兼用）

個   数   2 

容   量   約 400 kL／個 

 

 

 

 

 

7 日間の外部電源喪失を仮定しても，非常用ディーゼ

ル発電機 1 台及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機 1 台を 7 日間ﾇ(2)(ⅱ)-⑥並びに常設代替高圧電源装

置 2 台を 1 日間連続運転することにより必要とする電

力を供給できるよう，7日分の容量以上の燃料を敷地内

の軽油貯蔵タンクに貯蔵する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.1－3表 非常用ディーゼル発電機の設備仕様 

 

(3) 軽油貯蔵タンク 

型  式   横置円筒型 

個  数   2 

容  量   約 400 kL／個 

使用燃料   軽油 

 

 

なお，7 日間の外部電源喪失を仮定しても，非常用ディ

ーゼル発電機 1 台及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機1台を7日間並びに常設代替高圧電源装置2台を1日

間連続運転できる燃料貯蔵設備を発電所内に設ける。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（要目表） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画の「軽油貯

蔵タンク」は，設置変

更許可申請書（本文）

のﾇ(2)(ⅱ)-⑤を「そ

の他発電用原子炉の附

属施設」のうち「非常

用電源設備」に整理し

ており，整合している

。 
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【非常用電源設備】（基本設計方針） 

4. 燃料設備 

4.1 軽油貯蔵タンクからディーゼル発電機への給油 

設計基準対象施設である非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）について

は，7日間の外部電源喪失を仮定しても，連続運転する

ことにより必要とする電力を供給できるよう，7日分の

容量以上の燃料を敷地内の軽油貯蔵タンクに貯蔵する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（

本文）のﾇ(2)(ⅱ)-⑥

については，資料Ⅴ-1-

1-4-8-1-7「設定根拠に

関する説明書（軽油貯

蔵タンク）」において具

体的に示しており，整

合している。 
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(ⅲ) 蓄電池 

ａ．ﾇ(2)(ⅲ)-①蓄電池（非常用）ﾇ(2)(ⅲ)-②（「代替電

源設備」と兼用） 

ﾇ(2)(ⅲ)-③型   式   鉛蓄電池 

ﾇ(2)(ⅲ)-④個   数   5 組 

容   量   約 6,000 Ah（2 組） 

約 500 Ah（1 組） 

約 150 Ah（2 組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.1－4表 直流電源設備の設備仕様 

(1) 蓄電池 

非常用 

型 式   鉛蓄電池 

個 数   5 組 

セル数  125V 系 Ａ系      116 

125V 系 Ｂ系      116 

ＨＰＣＳ系      58 

中性子モニタ用 Ａ系  24 

中性子モニタ用 Ｂ系  24 

電 圧  125V 系 Ａ系      125 V 

125V 系 Ｂ系      125 V 

ＨＰＣＳ系      125 V 

中性子モニタ用 Ａ系  ±24 V 

中性子モニタ用 Ｂ系  ±24 V 

容 量  125V 系 Ａ系      6,000 Ah 

125V 系 Ｂ系      6,000 Ah 

ＨＰＣＳ系      500 Ah 

中性子モニタ用 Ａ系  150 Ah 

中性子モニタ用 Ｂ系  150 Ah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(2)(ⅲ

)-①は，設置変更許可

申請書（本文）のﾇ(2)(

ⅲ)-①を具体的に記載

しており，整合している

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(2)(ⅲ)-① 
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工事の計画の「125V 系

蓄電池」及び「中性子

モニタ用蓄電池」は，

設置変更許可申請書（

本文）のﾇ(2)(ⅲ)-②

を「その他発電用原子

炉の附属施設」のうち

「非常用電源設備」に

整理している。

工事の計画のﾇ(2)(ⅲ

)-③は，設置変更許可

申請書（本文）のﾇ(2)(

ⅲ)-③を具体的に記載

しており，整合している

。 

設置変更許可申請書（本

文）のﾇ(2)(ⅲ)-④は，

蓄電池をまとめて記載

しているが，工事の計画

のﾇ(2)(ⅲ)-④では，「

125V 系蓄電池」及び「中

性子モニタ用蓄電池」に

別々に記載しており，合

わせることで整合して

いる。 

ﾇ(2)(ⅲ)-①
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(ⅳ) 代替電源設備 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより

重大事故等が発生した場合において，炉心の著しい損

傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料

体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止するため，必要な電力を確保するために

必要なﾇ(2)(ⅳ)-①重大事故等対処設備を設置ﾇ

(2)(ⅳ)-②及び保管する。 

 

 

 

ﾇ(2)(ⅳ)-③重大事故等の対応に必要な電力を確保す

るための設備として常設代替交流電源設備（常設代替交

流電源設備による非常用所内電気設備への給電及び常

設代替交流電源設備による代替所内電気設備への給

電），可搬型代替交流電源設備（可搬型代替交流電源設

備による非常用所内電気設備への給電及び可搬型代替

交流電源設備による代替所内電気設備への給電），所内

常設直流電源設備（所内常設直流電源設備による非常用

所内電気設備への給電），可搬型代替直流電源設備（可

搬型代替直流電源設備による非常用所内電気設備への

給電及び可搬型代替直流電源設備による代替所内電気

設備への給電），常設代替直流電源設備（常設代替直流

電源設備による代替所内電気設備への給電），燃料給油

設備（可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油，軽

油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油並び

に軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電

機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機への給油）

及び非常用交流電源設備（非常用交流電源設備による非

常用所内電気設備への給電）を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 代替電源設備 

10.2.1 概  要 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより

重大事故等が発生した場合において，炉心の著しい損

傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料

体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止するため，必要な電力を確保するために

必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

電源設備の系統概要図を，第 10.2－1 図から第 10.2

－12 図に示す。 

 

10.2.2 設計方針 

重大事故等の対応に必要な電力を給電するための設

備として常設代替交流電源設備（常設代替交流電源設備

による非常用所内電気設備への給電及び常設代替交流

電源設備による代替所内電気設備への給電），可搬型代

替交流電源設備（可搬型代替交流電源設備による非常用

所内電気設備への給電及び可搬型代替交流電源設備に

よる代替所内電気設備への給電），所内常設直流電源設

備（所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備へ

の給電），可搬型代替直流電源設備（可搬型代替直流電

源設備による非常用所内電気設備への給電及び可搬型

代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電），

常設代替直流電源設備（常設代替直流電源設備による代

替所内電気設備への給電），燃料給油設備（可搬型設備

用軽油タンクから各機器への給油，軽油貯蔵タンクから

常設代替高圧電源装置への給油，軽油貯蔵タンクから２

Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機への給油）及び非常用交流電源設

備（非常用交流電源設備による非常用所内電気設備への

給電）を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

2. 交流電源設備 

2.2 常設代替高圧電源装置 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより

重大事故等が発生した場合において，炉心の著しい損

傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料

体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止するため，必要な交流負荷へ電力を供給

するため，ﾇ(2)(ⅳ)-①常設代替電源設備として常設代

替高圧電源装置を設置する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(2)(ⅳ

)-①は，設置変更許可

申請書（本文）のﾇ

(2)(ⅳ)-①について具

体的な設備を記載して

おり，整合している。 

 

ﾇ(2)(ⅳ)-②設置変更

許可申請書（本文）で

は，設備の保管につい

て，全般として記載し

，工事の計画では，個

別設備について，具体

的に示しており，整合

している。 

 

ﾇ(2)(ⅳ)-③設置変更

許可申請書（本文）は

，概要の書き出しであ

り，詳細は後段に示す

。 
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ａ．代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電

(a) 常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備へ

の給電 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

等の故障により非常用所内電気設備であるメタルクラ

ッド開閉装置２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失した場合に，

ﾇ(2)(ⅳ)-④重大事故等対策の有効性を確認する事故シ

ーケンスのうち必要な負荷が最大となる「全交流動力電

源喪失」時に必要な交流負荷へ電力を給電する常設代替

交流電源設備（常設代替交流電源設備による非常用所内

電気設備への給電）として，常設代替高圧電源装置を使

用する。 

常設代替高圧電源装置は，中央制御室での操作にて速

やかに起動し，代替所内電気設備である緊急用メタルク

ラッド開閉装置を経由して，メタルクラッド開閉装置２

Ｃ又は２Ｄへ接続することで，電力を給電できる設計と

する。 

 

 

 

(b) 可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備

への給電 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

等の故障により非常用所内電気設備であるメタルクラ

ッド開閉装置２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失した場合に，

重大事故等の対応に最低限必要な設備に電力を給電す

る可搬型代替交流電源設備（可搬型代替交流電源設備に

よる非常用所内電気設備への給電）として，可搬型代替

低圧電源車を使用する。 

可搬型代替低圧電源車は，可搬型代替低圧電源車接続

盤へ接続することで，パワーセンタ２Ｃ又は２Ｄへ電力

を給電できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給

電 

ａ．常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備への

給電 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電

機等の故障により非常用所内電気設備であるメタルク

ラッド開閉装置２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失した場合

に，重大事故等対策の有効性を確認する事故シーケンス

のうち必要な負荷が最大となる「全交流動力電源喪失」

時に必要な交流負荷へ電力を給電する常設代替交流電

源設備（常設代替交流電源設備による非常用所内電気設

備への給電）として，常設代替高圧電源装置を使用する。

常設代替高圧電源装置は，中央制御室での操作にて速

やかに起動し，代替所内電気設備である緊急用メタルク

ラッド開閉装置を経由して，メタルクラッド開閉装置２

Ｃ又はメタルクラッド開閉装置２Ｄへ接続することで，

電力を給電できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替高圧電源装置 

 

ｂ．可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備へ

の給電 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電

機等の故障により非常用所内電気設備であるメタルク

ラッド開閉装置２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失した場合

に，重大事故等の対応に最低限必要な設備に電力を給電

する可搬型代替交流電源設備（可搬型代替交流電源設備

による非常用所内電気設備への給電）として，可搬型代

替低圧電源車を使用する。 

可搬型代替低圧電源車は，可搬型代替低圧電源車接続

盤へ接続することで，パワーセンタ２Ｃ又は２Ｄへ電力

を給電できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替低圧電源車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

2. 交流電源設備 

2.2 常設代替高圧電源装置 

＜中略＞ 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

等の故障により非常用所内電気設備であるメタルクラ

ッド開閉装置２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失した場合に，

ﾇ(2)(ⅳ)-④重大事故等時に対処するために常設代替交

流電源設備（常設代替交流電源設備による非常用所内電

気設備への給電）として使用する常設代替高圧電源装置

を，中央制御室での常設代替高圧電源装置遠隔操作盤の

操作にて速やかに起動し，代替所内電気設備である緊急

用メタルクラッド開閉装置を経由して，メタルクラッド

開閉装置２Ｃ又は２Ｄへ接続することで電力を給電で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

2.4 可搬型代替低圧電源車 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

等の故障により非常用所内電気設備であるメタルクラ

ッド開閉装置２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失した場合に，

重大事故等の対応に最低限必要な設備に電力を給電す

る可搬型代替交流電源設備（可搬型代替交流電源設備に

よる非常用所内電気設備への給電）として，可搬型代替

低圧電源車を使用する。 

可搬型代替低圧電源車は，可搬型代替低圧電源車接続

盤へ接続することで，パワーセンタ２Ｃ又は２Ｄへ電力

を給電できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文）のﾇ(2)(ⅳ)-④につ

いては，添付書類Ⅴ-1-

9-1-1「非常用発電装置

の出力の決定に関する

説明書」の「2.1 常設

の非常用電源装置に関

する設計方針」に示す。
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 
 

 

ｂ．代替直流電源設備による非常用所内電気設備への給電

 

(a) 所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備へ

の給電 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

等の故障により非常用所内電気設備であるメタルクラ

ッド開閉装置２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失し，直流 125V

充電器２Ａ・２Ｂの交流入力電源が喪失した場合に，重

大事故等の対応に必要な設備に電力を給電する所内常

設直流電源設備（所内常設直流電源設備による非常用所

内電気設備への給電）として，125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系

を使用する。 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

等の故障により非常用所内電気設備であるメタルクラ

ッド開閉装置２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失し，±24V 充

電器Ａ・Ｂの交流入力電源が喪失した場合に，重大事故

等の対応に必要な設備に電力を給電する所内常設直流

電源設備（所内常設直流電源設備による非常用所内電気

設備への給電）として，中性子モニタ用蓄電池 Ａ系・

Ｂ系を使用する。 

外部電源喪失及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機等の故障により非常用所内電気設備であるメタル

クラッド開閉装置ＨＰＣＳの母線電圧が喪失し，直流

125VＨＰＣＳ充電器の交流入力電源が喪失した場合に，

重大事故等の対応に必要な設備に電力を給電する所内

常設直流電源設備（所内常設直流電源設備による非常用

所内電気設備への給電）として，125V 系蓄電池ＨＰＣＳ

系を使用する。 

125V 系蓄電池 Ａ系・Ｂ系は，非常用所内電気設備へ

の交流入力電源喪失から 1 時間以内に中央制御室にお

いて簡易な操作でプラントの状態監視に必要ではない

直流負荷を切り離すことにより 8 時間，その後，中央制

御室外において不要な直流負荷を切り離すことにより

残り 16 時間の合計 24 時間にわたり，電力を給電できる

設計とする。 

125V 系蓄電池ＨＰＣＳ系及び中性子モニタ用蓄電池

Ａ系・Ｂ系は，負荷切り離しを行わずに必要な負荷に，

直流電力を給電できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 代替直流電源設備による非常用所内電気設備への給

電 

ａ．所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備への

給電 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電

機等の故障により非常用所内電気設備であるメタルク

ラッド開閉装置２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失し，直流

125V 充電器２Ａ・２Ｂの交流入力電源が喪失した場合

に，重大事故等の対応に必要な設備に直流電力を給電す

る所内常設直流電源設備（所内常設直流電源設備による

非常用所内電気設備への給電）として，125V 系蓄電池

Ａ系・Ｂ系を使用する。 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電

機等の故障により非常用所内電気設備であるメタルク

ラッド開閉装置２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失し，直流±

24V 充電器Ａ・Ｂの交流入力電源が喪失した場合に，重

大事故等の対応に必要な設備に直流電力を給電する所

内常設直流電源設備（所内常設直流電源設備による非常

用所内電気設備への給電）として，中性子モニタ用蓄電

池 Ａ系・Ｂ系を使用する。 

外部電源喪失及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機等の故障により非常用所内電気設備であるメタル

クラッド開閉装置ＨＰＣＳの母線電圧が喪失し，直流

125VＨＰＣＳ充電器の交流入力電源が喪失した場合に，

重大事故等の対応に必要な設備に直流電力を給電する

所内常設直流電源設備（所内常設直流電源設備による非

常用所内電気設備への給電）として，125V 系蓄電池 Ｈ

ＰＣＳ系を使用する。 

125V 系蓄電池 Ａ系・Ｂ系は，非常用所内電気設備へ

の交流入力電源喪失から 1 時間以内に中央制御室にお

いて簡易な操作でプラントの状態監視に必要ではない

直流負荷を切り離すことにより 8 時間，その後，中央制

御室外において不要な直流負荷を切り離すことにより

残り 16 時間の合計 24 時間にわたり，直流電力を給電で

きる設計とする。 

125V 系蓄電池 ＨＰＣＳ系及び中性子モニタ用蓄電

池 Ａ系・Ｂ系は，負荷切り離しを行わずに必要な負荷

に，直流電力を給電できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・125V 系蓄電池 Ａ系 

・125V 系蓄電池 Ｂ系 

・125V 系蓄電池 ＨＰＣＳ系 

・中性子モニタ用蓄電池 Ａ系 

・中性子モニタ用蓄電池 Ｂ系 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

3.1 常設直流電源設備 

 

＜中略＞ 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

等の故障により非常用所内電気設備であるメタルクラ

ッド開閉装置２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失し，直流 125V

充電器２Ａ・２Ｂの交流入力電源が喪失した場合に，重

大事故等の対応に必要な設備に直流電力を給電する所

内常設直流電源設備（所内常設直流電源設備による非常

用所内電気設備への給電）として，125V 系蓄電池Ａ系・

Ｂ系を使用する。 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

等の故障により非常用所内電気設備であるメタルクラ

ッド開閉装置２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失し，直流±24V

充電器Ａ・Ｂの交流入力電源が喪失した場合に，重大事

故等の対応に必要な設備に直流電力を給電する所内常

設直流電源設備（所内常設直流電源設備による非常用所

内電気設備への給電）として，中性子モニタ用蓄電池Ａ

系・Ｂ系を使用する。 

外部電源喪失及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機等の故障により非常用所内電気設備であるメタル

クラッド開閉装置ＨＰＣＳの母線電圧が喪失し，直流

125VＨＰＣＳ充電器の交流入力電源が喪失した場合に，

重大事故等の対応に必要な設備に直流電力を給電する

所内常設直流電源設備（所内常設直流電源設備による非

常用所内電気設備への給電）として，125V 系蓄電池ＨＰ

ＣＳ系を使用する。 

125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，非常用所内電気設備への

交流入力電源喪失から 1 時間以内に中央制御室におい

て簡易な操作でプラントの状態監視に必要ではない直

流負荷を切り離すことにより 8時間，その後，中央制御

室外において不要な直流負荷を切り離すことにより残

り 16時間の合計 24時間にわたり，直流電力を給電でき

る設計とする。 

125V 系蓄電池ＨＰＣＳ系及び中性子モニタ用蓄電池

Ａ系・Ｂ系は，負荷切り離しを行わずに必要な負荷に，

直流電力を給電できる設計とする。 

＜中略＞ 
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(b) 可搬型代替直流電源設備による非常用所内電気設備

への給電 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

の故障により非常用所内電気設備であるメタルクラッ

ド開閉装置２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失し，125V 系蓄電

池Ａ系・Ｂ系が枯渇する恐れのある場合に，重大事故等

の対応に必要な設備に直流電力を給電する可搬型代替

直流電源設備（可搬型代替直流電源設備による非常用所

内電気設備への給電）として，可搬型代替低圧電源車及

び可搬型整流器を使用する。 

可搬型代替低圧電源車は，可搬型整流器を介して直流

125V主母線盤 ２Ａ又は直流 125V主母線盤 ２Ｂへ接

続することで，24 時間にわたり直流電力を給電できる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電 

(a) 常設代替交流電源設備による代替所内電気設備への

給電 

所内電気設備は，2系統の非常用母線等により構成す

ることにより，共通要因で機能を失うことなく，少なく

とも 1 系統は電力給電機能の維持及び人の接近性の確

保を図る設計とする。 

これとは別に上記 2 系統の非常用母線等の機能が喪

失したことにより発生する重大事故等の対応に必要な

設備に電力を給電する代替所内電気設備（常設代替交流

電源設備による代替所内電気設備への給電）として，常

設代替高圧電源装置及び緊急用メタルクラッド開閉装

置を使用する。 

常設代替高圧電源装置は，代替所内電気設備である緊

急用メタルクラッド開閉装置へ接続することで，電力を

給電できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．可搬型代替直流電源設備による非常用所内電気設備へ

の給電 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

の故障により非常用所内電気設備であるメタルクラッ

ド開閉装置２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失し，125V 系蓄電

池Ａ系・Ｂ系が枯渇するおそれのある場合に，重大事故

等の対応に必要な設備に直流電力を給電する可搬型代

替直流電源設備（可搬型代替直流電源設備による非常用

所内電気設備への給電）として，可搬型代替低圧電源車

及び可搬型整流器を使用する。 

可搬型代替低圧電源車は，可搬型整流器を介して直流

125V主母線盤２Ａ又は直流 125V主母線盤２Ｂへ接続す

ることで，24 時間にわたり直流電力を給電できる設計

とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替低圧電源車 

・可搬型整流器 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電

a. 常設代替交流電源設備による代替所内電気設備への

給電 

所内電気設備は，2 系統の非常用母線等により構成す

ることにより，共通要因で機能を失うことなく，少なく

とも 1 系統は電力給電機能の維持及び人の接近性の確

保を図る設計とする。 

これとは別に上記 2 系統の非常用母線等の機能が喪

失したことにより発生する重大事故等の対応に必要な

設備に電力を給電する代替所内電気設備（常設代替交流

電源設備による代替所内電気設備への給電）として，常

設代替高圧電源装置及び緊急用メタルクラッド開閉装

置を使用する。 

常設代替高圧電源装置は，代替所内電気設備である緊

急用メタルクラッド開閉装置へ接続することで，電力を

給電できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替高圧電源装置 

・緊急用メタルクラッド開閉装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 可搬型直流電源設備 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

の故障により非常用所内電気設備であるメタルクラッ

ド開閉装置２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失し，125V 系蓄

電池Ａ系・Ｂ系が枯渇する恐れのある場合に，重大事故

等の対応に必要な設備に直流電力を給電する可搬型代

替直流電源設備（可搬型代替直流電源設備による非常用

所内電気設備への給電）として，可搬型代替低圧電源車

及び可搬型整流器を使用する。 

可搬型代替低圧電源車は，可搬型整流器を介して直流

125V主母線盤２Ａ又は直流 125V主母線盤２Ｂへ接続す

ることにより，24 時間にわたり電力を給電できる設計

とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

1.非常用電源設備の電源系統 

1.2 代替所内電気系統 

1.2.1 代替交流電源設備による代替所内電気設備への給

電 

(1) 常設代替交流電源設備による代替所内電気設備への

給電 

所内電気設備は，2系統の非常用母線等（メタルクラ

ッド開閉装置，パワーセンタ，モータコントロールセン

タ，動力変圧器）により構成することにより，共通要因

で機能を失うことなく，少なくとも 1 系統は電力供給機

能の維持及び人の接近性の確保を図る設計とする。 

これとは別に上記 2 系統の非常用母線等の機能が喪

失したことにより発生する重大事故等の対応に必要な

設備に電力を給電する代替所内電気設備（常設代替交流

電源設備による代替所内電気設備への給電）として，常

設代替高圧電源装置，緊急用断路器，緊急用メタルクラ

ッド開閉装置，緊急用動力変圧器，緊急用パワーセンタ，

緊急用モータコントロールセンタ，緊急用計装交流主母

線盤，緊急用 125V 充電器，緊急用直流 125V 主母線盤，

緊急用直流 125V コントロールセンタ，緊急用直流 125V 

計装分電盤，緊急用無停電電源装置，緊急用無停電計装

分電盤及び緊急用電源切替盤を使用する。 

常設代替高圧電源装置は，代替所内電気設備である緊

急用メタルクラッド開閉装置へ接続することで，電力を

給電できる設計とする。 

＜中略＞ 
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(b) 可搬型代替交流電源設備による代替所内電気設備へ

の給電 

所内電気設備は，2系統の非常用母線等により構成す

ることにより，共通要因で機能を失うことなく，少なく

とも1系統は電力給電機能の維持及び人の接近性の確保

を図る設計とする。 

これとは別に上記2系統の非常用母線等の機能が喪失

したことにより発生する重大事故等の対応に必要な設

備に電力を給電する代替所内電気設備（可搬型代替交流

電源設備による代替所内電気設備への給電）として，可

搬型代替低圧電源車及び緊急用パワーセンタを使用す

る。 

可搬型代替低圧電源車は，可搬型代替低圧電源車接続

盤へ接続することで，緊急用パワーセンタへ電力を給電

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電 

(a) 常設代替直流電源設備による代替所内電気設備への

給電 

所内電気設備は，2系統の非常用母線等により構成す

ることにより，共通要因で機能を失うことなく，少なく

とも1系統は電力給電機能の維持及び人の接近性の確保

を図る設計とする。 

これとは別に上記2系統の非常用母線等の機能が喪失

したことにより発生する重大事故等の対応に必要な設

備に電力を給電する代替所内電気設備（常設代替直流電

源設備による代替所内電気設備への給電）として，緊急

用125V系蓄電池及び緊急用直流125V主母線盤を使用す

る。 

緊急用125V系蓄電池は，代替所内電気設備である緊急

用直流125V主母線盤へ接続することで，直流電力を給電

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．可搬型代替交流電源設備による代替所内電気設備への

給電 

所内電気設備は，2 系統の非常用母線等により構成す

ることにより，共通要因で機能を失うことなく，少なく

とも 1 系統は電力給電機能の維持及び人の接近性の確

保を図る設計とする。 

これとは別に上記 2 系統の非常用母線等の機能が喪

失したことにより発生する重大事故等の対応に必要な

設備に電力を給電する代替所内電気設備（可搬型代替交

流電源設備による代替所内電気設備への給電）として，

可搬型代替低圧電源車及び緊急用パワーセンタを使用

する。 

可搬型代替低圧電源車は，可搬型代替低圧電源車接続

盤へ接続することで，緊急用パワーセンタへ電力を給電

できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替低圧電源車 

・緊急用パワーセンタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電

ａ．常設代替直流電源設備による代替所内電気設備への給

電 

所内電気設備は，2 系統の非常用母線等により構成す

ることにより，共通要因で機能を失うことなく，少なく

とも 1 系統は電力給電機能の維持及び人の接近性の確

保を図る設計とする。 

これとは別に上記 2 系統の非常用母線等の機能が喪

失したことにより発生する重大事故等の対応に必要な

設備に電力を給電する代替所内電気設備（常設代替直流

電源設備による代替所内電気設備への給電）として，緊

急用 125V 系蓄電池及び緊急用直流 125V 主母線盤を使

用する。 

緊急用 125V 系蓄電池は，代替所内電気設備である緊

急用直流 125V 主母線盤へ接続することで，直流電力を

給電できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急用 125V 系蓄電池 

・緊急用直流 125V 主母線盤 

 

 

 

 

 

(2) 可搬型交流電源設備 

所内電気設備は，2 系統の非常用母線等により構成す

ることにより，共通要因で機能を失うことなく，少なく

とも 1 系統は電力供給機能の維持及び人の接近性の確

保を図る設計とする。 

これとは別に上記 2 系統の非常用母線等の機能が喪

失したことにより発生する重大事故等の対応に必要な

設備に電力を給電する代替所内電気設備（可搬型代替交

流電源設備による代替所内電気設備への給電）として，

可搬型代替低圧電源車，可搬型代替低圧電源車接続盤，

緊急用パワーセンタ，緊急用モータコントロールセン

タ，緊急用計装交流主母線盤，可搬型代替低圧電源車接

続盤，緊急用 125V 充電器，緊急用直流 125V 主母線盤，

緊急用直流 125V モータコントロールセンタ，緊急用直

流 125V 計装分電盤，緊急用無停電電源装置，緊急用無

停電計装分電盤及び緊急用電源切替盤を使用する。 

可搬型代替低圧電源車は，可搬型代替低圧電源車接続

盤へ接続することで，緊急用パワーセンタへ電力を給電

できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

1.非常用電源設備の電源系統 

1.2 代替所内電気系統 

1.2.2 代替直流電源設備による代替所内電気設備への給

電 

(1) 常設代替直流電源設備による代替所内電気設備への

給電 

所内電気設備は，2 系統の非常用母線等により構成す

ることにより，共通要因で機能を失うことなく，少なく

とも 1 系統は電力給電機能の維持及び人の接近性の確

保を図る設計とする。 

これとは別に上記 2 系統の非常用母線等の機能が喪

失したことにより発生する重大事故等の対応に必要な

設備に電力を給電する代替所内電気設備（常設代替直流

電源設備による代替所内電気設備への給電）として，緊

急用 125V 系蓄電池，緊急用直流 125V 主母線盤，緊急用

直流 125V コントロールセンタ，緊急用直流 125V 計装

分電盤，緊急用無停電電源装置，緊急用無停電計装分電

盤及び緊急用電源切替盤を使用する。 

緊急用 125V 系蓄電池は，代替所内電気設備である緊

急用直流 125V 主母線盤へ接続することで，直流電力を

給電できる設計とする。 

＜中略＞ 
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(b) 可搬型直流電源設備による代替所内電気設備への給

電 

所内電気設備は，2系統の非常用母線等により構成す

ることにより，共通要因で機能を失うことなく，少なく

とも1系統は電力給電機能の維持及び人の接近性の確保

を図る設計とする。 

これとは別に上記2系統の非常用母線等の機能が喪失

し，緊急用125V系蓄電池が枯渇するおそれがある場合

に，重大事故等の対応に必要な設備に電力を給電する代

替所内電気設備（可搬型代替直流電源設備による代替所

内電気設備への給電）として，可搬型代替低圧電源車，

可搬型整流器及び緊急用直流125V主母線盤を使用する。

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は，緊急用直

流125V主母線盤へ電力を給電できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．燃料給油設備による各機器への給油 

(a) 可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油 

重大事故等時に補機駆動用の燃料を給油する燃料給

油設備（可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油）

として，可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリを使

用する。 

可搬型代替低圧電源車，可搬型代替注水大型ポンプ，

可搬型代替注水中型ポンプ，窒素供給装置用電源車及び

ホイールローダの燃料は，可搬型設備用軽油タンクより

タンクローリを用いて給油できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．可搬型代替直流電源設備による代替所内電気設備への

給電 

所内電気設備は，2 系統の非常用母線等により構成す

ることにより，共通要因で機能を失うことなく，少なく

とも 1 系統は電力給電機能の維持及び人の接近性の確

保を図る設計とする。 

これとは別に上記 2 系統の非常用母線等の機能が喪

失し，緊急用 125V 系蓄電池が枯渇するおそれがある場

合に，重大事故等の対応に必要な設備に電力を給電する

代替所内電気設備（可搬型代替直流電源設備による代替

所内電気設備への給電）として，可搬型代替低圧電源車，

可搬型整流器及び緊急用直流 125V 主母線盤を使用す

る。 

可搬型代替低圧電源車と可搬型整流器は，緊急用直流

125V 主母線盤へ直流電力を給電できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替低圧電源車 

・可搬型整流器 

・緊急用直流 125V 主母線盤 

 

 

 

 

(5) 燃料給油設備による各機器への給油 

ａ．可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油 

重大事故等時に補機駆動用の燃料を給油する燃料給

油設備（可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油）

として，可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリを使

用する。 

可搬型代替低圧電源車，可搬型代替注水大型ポンプ，

可搬型代替注水中型ポンプ，窒素供給装置用電源車及び

ホイールローダの燃料は，可搬型設備用軽油タンクから

タンクローリを用いて給油できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型設備用軽油タンク 

・タンクローリ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 可搬型代替直流電源設備による代替所内電気設備へ

の給電 

所内電気設備は，2 系統の非常用母線等により構成す

ることにより，共通要因で機能を失うことなく，少なく

とも 1 系統は電力給電機能の維持及び人の接近性の確

保を図る設計とする。 

これとは別に上記 2 系統の非常用母線等の機能が喪

失し，緊急用 125V 系蓄電池が枯渇するおそれがある場

合に，重大事故等の対応に必要な設備に電力を給電する

代替所内電気設備（可搬型代替直流電源設備による代替

所内電気設備への給電）として，可搬型代替低圧電源車，

可搬型代替低圧電源車接続盤，可搬型整流器用変圧器，

可搬型整流器，可搬型代替直流電源設備用電源切替盤，

緊急用直流 125V 主母線盤，緊急用直流 125V コントロー

ルセンタ，緊急用直流 125V 計装分電盤，緊急用無停電

電源装置，緊急用無停電計装分電盤及び緊急用電源切替

盤を使用する。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は，緊急用直

流 125V 主母線盤へ電力を給電できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

4. 燃料設備 

4.4 可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油 

重大事故等時に補機駆動用の燃料を給油する燃料給

油設備（可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油）

として，可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリを使

用する。 

可搬型代替低圧電源車及び窒素供給装置用電源車の

燃料は，可搬型設備用軽油タンクよりタンクローリを用

いて給油できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

【補機駆動用燃料設備】（基本設計方針） 

1. 補機駆動用燃料設備 

＜中略＞ 

可搬型代替注水大型ポンプ，可搬型代替注水中型ポン

プ及びホイールローダの燃料は，可搬型設備用軽油タン

クからタンクローリを用いて給油できる設計とする。 
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(b) 軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油

重大事故等時にﾇ(2)(ⅳ)-⑤補機駆動用の燃料を給

油する燃料給油設備（軽油貯蔵タンクから常設代替高圧

電源装置への給油）として，軽油貯蔵タンク及び常設代

替高圧電源装置燃料移送ポンプを使用する。 

常設代替高圧電源装置の燃料は，軽油貯蔵タンクから

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプを用いて給油で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

(c) 軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発

電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機への給

油 

重大事故等時にﾇ(2)(ⅳ)-⑥補機駆動用の燃料を給油

する燃料給油設備（軽油貯蔵タンクから非常用ディーゼ

ル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機へ

の給油）として，軽油貯蔵タンク，２Ｃ非常用ディーゼ

ル発電機燃料移送ポンプ，２Ｄ非常用ディーゼル発電機

燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機燃料移送ポンプを使用する。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む）の燃料は，軽油貯蔵タンク，２Ｃ非

常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ，２Ｄ非常用ディ

ーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機燃料移送ポンプを用いて給油できる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油 

重大事故等時に補機駆動用の燃料を給油する燃料給

油設備（軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への

給油）として，軽油貯蔵タンク及び常設代替高圧電源装

置燃料移送ポンプを使用する。 

常設代替高圧電源装置の燃料は，軽油貯蔵タンクから

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプを用いて給油で

きる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・軽油貯蔵タンク 

・常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ 

 

 

ｃ． 軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発

電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機への給

油 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・軽油貯蔵タンク 

・２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポン

プ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油 

重大事故等時にﾇ(2)(ⅳ)-⑤常設代替高圧電源装置へ

燃料を給油する燃料給油設備（軽油貯蔵タンクから常設

代替高圧電源装置への給油）として，軽油貯蔵タンク及

び常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプを使用する。 

常設代替高圧電源装置の燃料は，軽油貯蔵タンクから

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプを用いて給油で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

4. 燃料設備 

4.1 軽油貯蔵タンクからディーゼル発電機への給油 

重大事故等時にﾇ(2)(ⅳ)-⑥ディーゼル発電機へ燃料

を給油する燃料給油設備（軽油貯蔵タンクから非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機への給油）として，軽油貯蔵タンク，２Ｃ非常用デ

ィーゼル発電機燃料移送ポンプ，２Ｄ非常用ディーゼル

発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料移送ポンプを使用する。 

重大事故等時に，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料は，軽

油貯蔵タンク，２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポ

ンプ，２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

を用いて給油できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(2)(ⅳ

)-⑤は，設置変更許可

申請書（本文）のﾇ

(2)(ⅳ)-⑤を具体的に

記載しており，整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(2)(ⅳ

)-⑥は，設置変更許可

申請書（本文）のﾇ

(2)(ⅳ)-⑥を具体的に

記載しており，整合し

ている。 
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ｆ．設計基準事故対処設備を使用した設備 

(a) 非常用交流電源設備による非常用所内電気設備への

給電 

ﾇ(2)(ⅳ)-⑦重大事故等時に必要な電力を確保するた

めの設備として非常用交流電源設備（非常用交流電源設

備による非常用所内電気設備への給電）を設ける。 

重大事故等時に非常用ディーゼル発電機及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機による電源が喪失して

いない場合の重大事故等対処設備（非常用交流電源設備

による非常用所内電気設備への給電）として，非常用電

源設備の非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機，非常用ディーゼル発電機用海水ポン

プ，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ

を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 設計基準事故対処設備を使用した設備 

ａ．非常用交流電源設備による非常用所内電気設備への給

電 

重大事故等時に必要な電力を確保するための設備と

して非常用交流電源設備（非常用交流電源設備による非

常用所内電気設備への給電）を設ける。 

重大事故等時に非常用ディーゼル発電機及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機による電源が喪失して

いない場合の重大事故等対処設備（非常用交流電源設備

による非常用所内電気設備への給電）として，非常用電

源設備の２Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電機，高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機，２Ｃ・２Ｄ 非常用デ

ィーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機用海水ポンプを使用する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

2. 交流電源設備 

2.1 ディーゼル発電機 

＜中略＞ 

ﾇ(2)(ⅳ)-⑦２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，多様性，位置

的分散等以外の重大事故等対処設備として設計する。 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機は，重大事故等時

に，残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱除去系ポンプ，

低圧炉心スプレイ系ポンプ，高圧炉心スプレイ系ポン

プ，過度時自動減圧機能設備，中央制御室換気系空気調

和機ファン，中央制御室換気系フィルタ系ファン，非常

用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系排風機，原子

炉隔離時冷却系ポンプ，ほう酸水注入ポンプ，非常用デ

ィーゼル発電機用海水ポンプ，格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（Ｄ／Ｗ），格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ），

原子炉圧力，原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料

域），残留熱除去系海水系系統流量，残留熱除去系系統

流量，残留熱除去系熱交換器入口温度，残留熱除去系熱

交換器出口温度，低圧炉心スプレイ系系統流量，平均出

力領域計装，非常用ガス処理系排風機，非常用ガス再循

環系排風機，ＳＰＤＳ（データ伝送装置，緊急時対策支

援システム及びＳＰＤＳデータ表示装置），衛星電話設

備（固定型），統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備及びデータ伝送設備へ電力を給電できる

設計とする。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，重大事故等

時に，高圧炉心スプレイ系ポンプ，高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ

系系統流量へ電力を給電できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(2)(ⅳ

)-⑦は，設置変更許可

申請書（本文）のﾇ

(2)(ⅳ)-⑦を具体的に

記載しており，整合し

ている。 
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常設代替高圧電源装置は，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼ

ル発電機海水系に期待しない空冷式のディーゼル駆動

とすることで，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水

系からの冷却水供給を必要とする水冷式の２Ｃ・２Ｄ非

常用ディーゼル発電機に対して，多様性を有する設計と

する。 

常設代替高圧電源装置は，屋外（常設代替高圧電源装

置置場）に設置することで，原子炉建屋付属棟内の２Ｃ・

２Ｄ非常用ディーゼル発電機と位置的分散を図る設計

とする。 

常設代替高圧電源装置を使用した代替電源系統は，常

設代替高圧電源装置からメタルクラッド開閉装置２Ｃ

及びメタルクラッド開閉装置２Ｄまでの系統において，

独立した電路で系統構成することにより，２Ｃ・２Ｄ非

常用ディーゼル発電機からメタルクラッド開閉装置２

Ｃ及びメタルクラッド開閉装置２Ｄまでの電源系統に

対して，独立した設計とする。 

常設代替交流電源設備は，これらの多様性及び電路の

独立並びに位置的分散によって，２Ｃ・２Ｄ非常用ディ

ーゼル発電機を使用する設計基準事故対処設備に対し

て重大事故等対処設備としての独立性を有する設計と

する。 

 

 

 

 

可搬型代替低圧電源車は，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼ

ル発電機海水系に期待しない空冷式のディーゼル駆動

とすることで，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水

系からの冷却水供給を必要とする水冷式の２Ｃ・２Ｄ非

常用ディーゼル発電機に対して，多様性を有する設計と

する。 

可搬型代替低圧電源車は，西側保管場所及び南側保管

場所に分散して保管することで，原子炉建屋付属棟内の

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び屋外（常設代替

高圧電源装置置場）の常設代替高圧電源装置と位置的分

散を図る設計とする。 

可搬型代替低圧電源車を使用した代替電源系統は，可

搬型代替低圧電源車からパワーセンタ２Ｃ及びパワー

センタ２Ｄまでの系統において，独立した電路で系統構

成することにより，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

からパワーセンタ２Ｃ・２Ｄまでの電源系統に対して，

独立した設計とする。 

 

可搬型代替低圧電源車を使用した代替電源系統は，こ

 

 

10.2.2.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等」に示す。 

常設代替高圧電源装置は，２Ｃ・２Ｄ 非常用ディー

ゼル発電機海水系に期待しない空冷式のディーゼル駆

動とすることで，２Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電機

海水系からの冷却水供給を必要とする水冷式の２Ｃ・２

Ｄ 非常用ディーゼル発電機に対して，多様性を有する

設計とする。 

常設代替高圧電源装置は，屋外（常設代替高圧電源装

置置場）に設置することで，原子炉建屋付属棟内の２Ｃ・

２Ｄ 非常用ディーゼル発電機と位置的分散を図る設

計とする。 

常設代替高圧電源装置を使用した代替電源系統は，常

設代替高圧電源装置からメタルクラッド開閉装置２Ｃ

及びメタルクラッド開閉装置２Ｄまでの系統において，

独立した電路で系統構成することにより，２Ｃ・２Ｄ

非常用ディーゼル発電機からメタルクラッド開閉装置

２Ｃ及びメタルクラッド開閉装置２Ｄまでの電源系統

に対して，独立した設計とする。 

常設代替交流電源設備は，これらの多様性及び電路の

独立並びに位置的分散によって，２Ｃ・２Ｄ 非常用デ

ィーゼル発電機を使用する設計基準事故対処設備に対

して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計

とする。 

 

 

 

 

可搬型代替低圧電源車は，２Ｃ・２Ｄ 非常用ディー

ゼル発電機海水系に期待しない空冷式のディーゼル駆

動とすることで，２Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電機

海水系からの冷却水供給を必要とする水冷式の２Ｃ・２

Ｄ 非常用ディーゼル発電機に対して，多様性を有する

設計とする。 

可搬型代替低圧電源車は，西側保管場所及び南側保管

場所に分散して保管することで，原子炉建屋付属棟内の

２Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電機及び屋外（常設代

替高圧電源装置置場）の常設代替高圧電源装置と位置的

分散を図る設計とする。 

可搬型代替低圧電源車を使用した代替電源系統は，可

搬型代替低圧電源車からパワーセンタ２Ｃ及びパワー

センタ２Ｄまでの系統において，独立した電路で系統構

成することにより，２Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電

機及び常設代替高圧電源装置からメタルクラッド開閉

装置２Ｃ及びメタルクラッド開閉装置２Ｄまでの電源

系統に対して，独立した設計とする。 

可搬型代替交流電源設備を使用した代替電源系統は，

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

2. 交流電源設備 

2.2 常設代替高圧電源装置 

＜中略＞ 

常設代替高圧電源装置は，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼ

ル発電機海水系に期待しない空冷式のディーゼル駆動

とすることで，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水

系からの冷却水供給を必要とする水冷式の２Ｃ・２Ｄ非

常用ディーゼル発電機に対して，多様性を有する設計と

する。 

常設代替高圧電源装置は，屋外（常設代替高圧電源装

置置場）に設置することで，原子炉建屋付属棟内の２Ｃ・

２Ｄ非常用ディーゼル発電機と位置的分散を図る設計

とする。 

常設代替高圧電源装置を使用した代替電源系統は，常

設代替高圧電源装置からメタルクラッド開閉装置２Ｃ

及びメタルクラッド開閉装置２Ｄまでの系統において，

独立した電路で系統構成することにより，２Ｃ・２Ｄ非

常用ディーゼル発電機からメタルクラッド開閉装置２

Ｃ及びメタルクラッド開閉装置２Ｄまでの電源系統に

対して，独立した設計とする 

常設代替交流電源設備は，これらの多様性及び電路の

独立並びに位置的分散によって，２Ｃ・２Ｄ非常用ディ

ーゼル発電機を使用する設計基準事故対処設備に対し

て重大事故等対処設備としての独立性を有する設計と

する。 

 

 

2.4 可搬型代替低圧電源車 

＜中略＞ 

可搬型代替低圧電源車は，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼ

ル発電機海水系に期待しない空冷式のディーゼル駆動

とすることで，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水

系からの冷却水供給を必要とする水冷式の２Ｃ・２Ｄ非

常用ディーゼル発電機に対して，多様性を有する設計と

する。 

可搬型代替低圧電源車は，西側保管場所及び南側保管

場所に分散して保管することで，原子炉建屋付属棟内の

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び屋外（常設代替

高圧電源装置置場）の常設代替高圧電源装置と位置的分

散を図る設計とする。 

可搬型代替低圧電源車を使用した代替電源系統は，可

搬型代替低圧電源車からパワーセンタ２Ｃ及びパワー

センタ２Ｄまでの系統において，独立した電路で系統構

成することにより，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

からパワーセンタ２Ｃ・２Ｄまでの電源系統に対して，

独立した設計とする。 

可搬型代替低圧電源車を使用した代替電源系統は，こ

れらの多様性及び電路の独立並びに位置的分散によっ
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れらの多様性及び電路の独立並びに位置的分散によっ

て，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機を使用する設計

基準事故対処設備に対して重大事故等対処設備として

の独立性を有する設計とする。 

可搬型代替低圧電源車の接続口は，原子炉建屋西側接

続口に1箇所と原子炉建屋東側接続口に1箇所設置し，合

計2箇所設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

125V系蓄電池 ２Ａ・２Ｂ・ＨＰＣＳ系及び中性子モ

ニタ用蓄電池Ａ系・Ｂ系は，原子炉建屋付属棟内の２Ｃ・

２Ｄ 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機と異なる区画に設置することで，位

置的分散を図る設計とする。 

125V系蓄電池 ２Ａ・２Ｂ・ＨＰＣＳ系及び中性子モ

ニタ用蓄電池Ａ系・Ｂ系を使用した代替電源系統は，

125V系蓄電池 ２Ａ・２Ｂ・ＨＰＣＳ系から直流125V主

母線盤２Ａ・２Ｂ・ＨＰＣＳ及び中性子モニタ用蓄電池

Ａ系・Ｂ系から直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ａ・

２Ｂまでの系統において，独立した電路で系統構成する

ことにより，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の交流を直流に変

換する電路を用いた直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂ・ＨＰ

ＣＳ及び直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ａ・２Ｂま

での電源系統に対して，独立した設計とする。 

所内常設直流電源設備は，これらの多様性及び電路の

独立並びに位置的分散によって，２Ｃ・２Ｄ 非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を使用する設計基準事故対処設備に対して重大事

故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

可搬型代替低圧電源車は，２Ｃ・２Ｄ 非常用ディー

ゼル発電機海水系に期待しない空冷式のディーゼル駆

動とすることで，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海

水系からの冷却水供給を必要とする水冷式の２Ｃ・２Ｄ

非常用ディーゼル発電機に対して，多様性を有する設計

とする。また，可搬型整流器により交流電力を直流に変

換できることで，125V系蓄電池 Ａ系・Ｂ系に対して，

多様性を持つ設計とする。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は，西側保管

場所及び南側保管場所に分散して保管することで，原子

これらの多様性及び電路の独立並びに位置的分散によ

って，２Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電機を使用する

設計基準事故対処設備に対して重大事故等対処設備と

しての独立性を有する設計とする。 

可搬型代替低圧電源車の接続口は，原子炉建屋西側接

続口に 1 箇所と原子炉建屋東側接続口に 1 箇所設置し，

合計 2箇所設置する設計とする。 

 

125V 系蓄電池 ２Ａ・２Ｂ・ＨＰＣＳ系及び中性子モ

ニタ用蓄電池 Ａ系・Ｂ系は，通常待機時より直流 125V

主母線盤 ２Ａ・２Ｂ・ＨＰＣＳへ接続し，直流電源を

給電することで，２Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の交流を直

流に変換する電路を用いた交流電源からの給電に対し

て，多様性を有する設計とする。 

125V 系蓄電池 ２Ａ・２Ｂ・ＨＰＣＳ系及び中性子モ

ニタ用蓄電池 Ａ系・Ｂ系は，原子炉建屋付属棟内の２

Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機と異なる区画に設置することで，

位置的分散を図る設計とする。 

125V 系蓄電池 ２Ａ・２Ｂ・ＨＰＣＳ系及び中性子モ

ニタ用蓄電池 Ａ系・Ｂ系を使用した代替電源系統は，

125V 系蓄電池 ２Ａ・２Ｂ・ＨＰＣＳ系から直流 125V

主母線盤２Ａ・２Ｂ・ＨＰＣＳ及び中性子モニタ用蓄電

池Ａ系・Ｂ系から直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ａ・

２Ｂまでの系統において，独立した電路で系統構成する

ことにより，２Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電機及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の交流を直流に

変換する電路を用いた直流 125V 主母線盤２Ａ・２Ｂ・

ＨＰＣＳ及び直流±24V 中性子モニタ用分電盤２Ａ・２

Ｂまでの電源系統に対して，独立した設計とする。 

所内常設直流電源設備は，これらの多様性及び電路の

独立並びに位置的分散によって，２Ｃ・２Ｄ 非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を使用する設計基準事故対処設備に対して重大事

故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

可搬型代替低圧電源車は，２Ｃ・２Ｄ 非常用ディー

ゼル発電機海水系に期待しない空冷式のディーゼル駆

動とすることで，２Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電機

海水系からの冷却水供給を必要とする水冷式の２Ｃ・２

Ｄ 非常用ディーゼル発電機に対して，多様性を有する

設計とする。また，可搬型整流器により交流電力を直流

に変換できることで，125V 系蓄電池 Ａ系・Ｂ系に対し

て，多様性を持つ設計とする。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は，西側保管

場所及び南側保管場所に分散して保管することで，原子

て，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機を使用する設計

基準事故対処設備に対して重大事故等対処設備として

の独立性を有する設計とする。 

可搬型代替低圧電源車の接続口は，原子炉建屋西側接

続口に 1 箇所と原子炉建屋東側接続口に 1 箇所設置し，

合計 2箇所設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

3.1 常設直流電源設備 

＜中略＞ 

125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系・ＨＰＣＳ系及び中性子モニ

タ用蓄電池Ａ系・Ｂ系は，原子炉建屋付属棟内の２Ｃ・

２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機と異なる区画に設置することで，位置

的分散を図る設計とする。 

125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系・ＨＰＣＳ系及び中性子モニ

タ用蓄電池Ａ系・Ｂ系を使用した代替電源系統は，125V

系蓄電池Ａ系・Ｂ系・ＨＰＣＳ系から直流 125V 主母線

盤２Ａ・２Ｂ・ＨＰＣＳ及び中性子モニタ用蓄電池Ａ系・

Ｂ系から直流±24V 中性子モニタ用分電盤２Ａ・２Ｂま

での系統において，独立した電路で系統構成することに

より，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機の交流を直流に変更する

電路を用いた直流 125V 主母線盤２Ａ・２Ｂ・ＨＰＣＳ

及び直流±24V 中性子モニタ用分電盤２Ａ・２Ｂまでの

電源系統に対して，独立した設計とする。 

所内常設直流電源設備は，これらの多様性及び電路の

独立並びに位置的分散によって，２Ｃ・２Ｄ非常用ディ

ーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を使用する設計基準事故対処設備に対して重大事故

等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

 

 

3.2 可搬型直流電源設備 

＜中略＞ 

可搬型代替低圧電源車は，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼ

ル発電機海水系に期待しない空冷式のディーゼル駆動

とすることで，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水

系からの冷却水供給を必要とする水冷式の２Ｃ・２Ｄ非

常用ディーゼル発電機に対して，多様性を有する設計と

する。 

また，可搬型整流器により交流電力を直流に変換でき

ることで，125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系に対して，多様性を

有する設計とする。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は，西側保管
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炉建屋付属棟内の２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機と

位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を使用した

代替電源系統は，可搬型代替低圧電源車から直流125V主

母線盤 ２Ａ・２Ｂまでの系統において，独立した電路

で系統構成することにより，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼ

ル発電機の交流を直流に変換する電路を用いた直流

125V主母線盤 ２Ａ・２Ｂまでの電源系統に対して，独

立した設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，これらの多様性及び電路

の独立並びに位置的分散によって，２Ｃ・２Ｄ非常用デ

ィーゼル発電機を使用する設計基準事故対処設備に対

して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計

とする。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器の接続口は，

原子炉建屋西側接続口に1箇所と原子炉建屋東側接続口

に1箇所設置し，合計2箇所設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急用125V系蓄電池は，通常待機時より緊急用直流

125V主母線盤へ接続し，直流電源を給電することで，２

Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機の交流を直流に変換す

る電路を用いた交流電源からの給電に対して，多様性を

有する設計とする。 

緊急用125V系蓄電池は，原子炉建屋廃棄物処理棟内に

設置することで，ﾇ(2)(ⅳ)-⑧原子炉建屋付属棟内の２

Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機と，位置的分散を図る

設計とする。 

緊急用125V系蓄電池を使用した代替電源系統は，緊急

用125V系蓄電池から緊急用直流125V主母線盤までの系

統において，独立した電路で系統構成することにより，

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機の交流を直流に変換

する電路を用いた直流125V主母線盤 ２Ａ・２Ｂまでの

電源系統に対して，独立した設計とする。 

常設代替直流電源設備は，これらの多様性及び電路の

独立並びに位置的分散によって，２Ｃ・２Ｄ非常用ディ

ーゼル発電機を使用する設計基準事故対処設備に対し

て重大事故等対処設備としての独立性を有する設計と

する。 

 

 

炉建屋付属棟内の２Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電機

と位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を使用した

代替電源系統は，可搬型代替低圧電源車から直流 125V

主母線盤 ２Ａ・２Ｂまでの系統において，独立した電

路で系統構成することにより，２Ｃ・２Ｄ 非常用ディ

ーゼル発電機の交流を直流に変換する電路を用いた直

流 125V 主母線盤 ２Ａ・２Ｂまでの電源系統に対して，

独立した設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，これらの多様性及び電路

の独立並びに位置的分散によって，２Ｃ・２Ｄ 非常用

ディーゼル発電機を使用する設計基準事故対処設備に

対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設

計とする。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器の接続口は，

原子炉建屋西側接続口に 1 箇所と原子炉建屋東側接続

口に 1箇所設置し，合計 2 箇所設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急用 125V 系蓄電池は，通常待機時より緊急用直流

125V 主母線盤へ接続し，直流電源を給電することで，２

Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電機の交流を直流に変換

する電路を用いた交流電源からの給電に対して，多様性

を有する設計とする。 

緊急用 125V 系蓄電池は，原子炉建屋廃棄物処理棟内

に設置することで，原子炉建屋付属棟内の２Ｃ・２Ｄ

非常用ディーゼル発電機と，位置的分散を図る設計とす

る。 

緊急用 125V 系蓄電池を使用した代替電源系統は，緊

急用 125V 系蓄電池から緊急用直流 125V 主母線盤まで

の系統において，独立した電路で系統構成することによ

り，２Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電機の交流を直流

に変換する電路を用いた直流 125V 主母線盤 ２Ａ・２

Ｂまでの電源系統に対して，独立した設計とする。 

常設代替直流電源設備は，これらの多様性及び電路の

独立並びに位置的分散によって，２Ｃ・２Ｄ 非常用デ

ィーゼル発電機を使用する設計基準事故対処設備に対

して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計

とする。 

 

 

場所及び南側保管場所に分散して保管することで，原子

炉建屋付属棟内の２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機と

位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を使用した

代替電源系統は，可搬型代替低圧電源車から直流 125V

主母線盤２Ａ・２Ｂまでの系統において，独立した電路

で系統構成することにより，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼ

ル発電機の交流を直流に変換する電路を用いた直流

125V 主母線盤２Ａ・２Ｂまでの電源系統に対して，独立

した設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，これらの多様性及び電路

の独立並びに位置的分散によって，２Ｃ・２Ｄ非常用デ

ィーゼル発電機を使用する設計基準事故対処設備に対

して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計

とする。 

可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器の接続口は，

原子炉建屋西側接続口に 1 箇所と原子炉建屋東側接続

口に 1箇所設置し，合計 2 箇所設置する設計とする。 

 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

1. 非常用電源設備の電源系統 

1.2 代替所内電気設備 

1.2.2 代替直流電源設備による代替所内電気設備への給

電 

(1) 常設代替直流電源設備による代替所内電気設備への

給電 

＜中略＞ 

緊急用 125V 系蓄電池は，通常待機時より緊急用直流

125V 主母線盤へ接続し，直流電源を給電することで，２

Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機の交流を直流に変換す

る電路を用いた交流電源からの給電に対して，多様性を

有する設計とする。 

緊急用 125V 系蓄電池は，原子炉建屋付属棟（廃棄物

処理棟）内に設置することで，ﾇ(2)(ⅳ)-⑧原子炉建屋

付属棟（電気室）内の２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電

機と，位置的分散を図る設計とする。 

緊急用 125V 系蓄電池を使用した代替電源系統は，緊

急用 125V 系蓄電池から緊急用直流 125V 主母線盤まで

の系統において，独立した電路で系統構成することによ

り，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機の交流を直流に

変換する電路を用いた直流 125V 主母線盤までの電源系

統に対して，独立した設計とする。 

常設代替直流電源設備は，これらの多様性及び電路の

独立並びに位置的分散によって，２Ｃ・２Ｄ非常用ディ

ーゼル発電機を使用する設計基準事故対処設備に対し

て重大事故等対処設備としての独立性を有する設計と

する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(2)(ⅳ

)-⑧は，設置変更許可

申請書（本文）のﾇ

(2)(ⅳ)-⑧を具体的に

記載しており，整合し

ている。 
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緊急用メタルクラッド開閉装置，緊急用パワーセンタ

及び緊急用直流125V主母線盤を使用した代替所内電気

設備の系統は，独立した電路で系統構成することにより

所内電気設備である2系統のメタルクラッド開閉装置２

Ｃ・２Ｄ，パワーセンタ２Ｃ・２Ｄ及び直流125V主母線

盤 ２Ａ・２Ｂを使用した非常用所内電気設備の系統に

対して，独立した電路として設計する。なお，独立した

電路には緊急用電源切替盤や可搬型代替直流電源設備

用電源切替盤も含む。また，電源を２Ｃ・２Ｄ非常用デ

ィーゼル発電機に対して多様性を有する常設代替高圧

電源装置，可搬型代替低圧電源車，緊急用125V系蓄電池

及び可搬型整流器から給電できる設計とする。 

緊急用メタルクラッド開閉装置及び緊急用パワーセ

ンタは，屋内（常設代替高圧電源装置置場）に設置する

ことで，原子炉建屋付属棟内の所内電気設備である2系

統のメタルクラッド開閉装置２Ｃ・２Ｄ及びパワーセン

タ２Ｃ・２Ｄと，位置的分散を図る設計とする。 

緊急用直流125V主母線盤は，原子炉建屋廃棄物処理棟

内に設置することで，ﾇ(2)(ⅳ)-⑨原子炉建屋付属棟内

の所内電気設備である2系統の直流125V主母線盤 ２

Ａ・２Ｂと位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，これらの多様性及び電路の独立

並びに位置的分散によって，所内電気設備である2系統

のメタルクラッド開閉装置２Ｃ・２Ｄ及びパワーセンタ

２Ｃ・２Ｄに対して重大事故等対処設備としての独立性

を持つ設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急用メタルクラッド開閉装置，緊急用パワーセンタ

及び緊急用直流 125V 主母線盤を使用した代替所内電気

設備の系統は，独立した電路で系統構成することにより

所内電気設備である 2 系統のメタルクラッド開閉装置

２Ｃ・２Ｄ，パワーセンタ２Ｃ・２Ｄ及び直流 125V 主

母線盤 ２Ａ・２Ｂを使用した非常用所内電気設備の系

統に対して，独立した電路として設計する。なお，独立

した電路には緊急用電源切替盤や可搬型代替直流電源

設備用電源切替盤も含む。また，電源を２Ｃ・２Ｄ非常

用ディーゼル発電機に対して多様性を有する常設代替

高圧電源装置，可搬型代替低圧電源車，緊急用 125V 系

蓄電池及び可搬型整流器から給電できる設計とする。 

緊急用メタルクラッド開閉装置及び緊急用パワーセ

ンタは，屋内（常設代替高圧電源装置置場）に設置する

ことで，原子炉建屋付属棟内の所内電気設備である 2 系

統のメタルクラッド開閉装置２Ｃ・２Ｄ及びパワーセン

タ２Ｃ・２Ｄと，位置的分散を図る設計とする。 

緊急用直流 125V 主母線盤は，原子炉建屋廃棄物処理

棟内に設置することで，原子炉建屋付属棟内の所内電気

設備である 2 系統の直流 125V 主母線盤 ２Ａ・２Ｂと

位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，これらの多様性及び電路の独立

並びに位置的分散によって，所内電気設備である 2 系統

のメタルクラッド開閉装置２Ｃ・２Ｄ及びパワーセンタ

２Ｃ・２Ｄに対して重大事故等対処設備としての独立性

を持つ設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

1. 非常用電源設備の電源系統 

1.2 代替所内電気系統 

1.2.1 代替交流電源設備による代替所内電気設備への給

電 

(1) 常設代替交流電源設備による代替所内電気設備への

給電 

＜中略＞ 

緊急用メタルクラッド開閉装置，緊急用パワーセンタ及

び緊急用直流 125V 主母線盤等を使用した代替所内電気設

備の系統は，独立した電路で系統構成することにより所内

電気設備である 2 系統のメタルクラッド開閉装置２Ｃ・２

Ｄ，パワーセンタ２Ｃ・２Ｄ及び直流 125V 主母線盤２Ａ・

２Ｂ等を使用した非常用所内電気設備の系統に対して，独

立した電路として設計する。なお，独立した電路には緊急

用電源切替盤も含む。また，電源を２Ｃ・２Ｄ非常用ディ

ーゼル発電機に対して多様性を有する常設代替高圧電源

装置から給電できる設計とする。 

緊急用メタルクラッド開閉装置及び緊急用パワーセン

タは，屋内（常設代替高圧電源装置置場）に設置すること

で，原子炉建屋付属棟内の所内電気設備である 2系統のメ

タルクラッド開閉装置２Ｃ・２Ｄ及びパワーセンタ２Ｃ・

２Ｄと，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，これらの多様性及び電路の独立並

びに位置的分散によって，所内電気設備である 2系統のメ

タルクラッド開閉装置２Ｃ・２Ｄ及びパワーセンタ２Ｃ・

２Ｄに対して重大事故等対処設備としての独立性を持つ

設計とする。 

＜中略＞ 

 

(2) 可搬型交流電源設備による代替所内電気設備への給

電 

＜中略＞ 

緊急用パワーセンタ及び緊急用直流 125V 主母線盤等

を使用した代替所内電気設備の系統は，独立した電路で

系統構成することにより所内電気設備である 2 系統の

パワーセンタ２Ｃ・２Ｄ及び直流 125V 主母線盤２Ａ・

２Ｂ等を使用した非常用所内電気設備の系統に対して，

独立した電路として設計する。なお，独立した電路には

緊急用電源切替盤や可搬型代替直流電源設備用電源切

替盤も含む。また，電源を２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル

発電機に対して多様性を有する可搬型代替低圧電源車

から給電できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(2)(ⅳ

)-⑨は，設置変更許可

申請書（本文）のﾇ

(2)(ⅳ)-⑨を具体的に

記載しており，整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
1
 R
0 

ﾇ-23 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリは，可搬型

設備用軽油タンクから各機器までの流路を有しており，

軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機までの流路に

対して，独立した流路を有していることから，２Ｃ・２

Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機と独立した設計とする。 

 

 

 

 

可搬型設備用軽油タンクは，西側保管場所及び南側保

管場所に設置することで原子炉建屋付属棟内の２Ｃ・２

Ｄ非常用ディーゼル発電機と，位置的分散を図る設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備の兼用

としている軽油貯蔵タンク及び常設代替高圧電源装置

燃料移送ポンプは，軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電

源装置までの流路を有しており，軽油貯蔵タンクから２

Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機までの流路に対して，

独立した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリは，可搬型

設備用軽油タンクから各機器までの流路を有しており，

軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機までの流路に

対して，独立した流路を有していることから，２Ｃ・２

Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機と独立した設計とする。 

タンクローリは，西側保管場所及び南側保管場所に分

散して保管することで，原子炉建屋付属棟内の２Ｃ・２

Ｄ 非常用ディーゼル発電機と位置的分散を図る設計

とする。 

可搬型設備用軽油タンクは，西側保管場所及び南側保

管場所に設置することで原子炉建屋付属棟内の２Ｃ・２

Ｄ 非常用ディーゼル発電機と，位置的分散を図る設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備の兼用

としている軽油貯蔵タンクは，軽油貯蔵タンクから常設

代替高圧電源装置までの流路を有しており，軽油貯蔵タ

ンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機までの流路

に対して，独立した設計とする。 

 

 

1.2.2 代替直流電源設備による代替所内電気設備への給

電 

(1) 常設代替直流電源設備による代替所内電気設備への

給電 

＜中略＞ 

緊急用直流 125V 主母線盤は，原子炉建屋付属棟(廃棄

物処理棟)内に設置することで，ﾇ(2)(ⅳ)-⑨原子炉建屋

付属棟（電気室）内の所内電気設備である 2系統の直流

125V 主母線盤２Ａ・２Ｂと位置的分散を図る設計とす

る。 

緊急用 125V 系蓄電池は，通常待機時より緊急用直流

125V 主母線盤へ接続し，直流電源を給電することで，

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機の交流を直流に変

換する電路を用いた交流電源からの給電に対して，多

様性を有する設計とする。 

＜中略＞ 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

4. 燃料設備 

4.4 可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油 

可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリは，可搬型

設備用軽油タンクから各機器までの流路を有しており，

軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機までの流路に

対して，独立した流路を有していることから，２Ｃ・２

Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機と独立した設計とする。 

 

 

 

 

可搬型設備用軽油タンクは，西側保管場所及び南側保

管場所に設置することで原子炉建屋付属棟内の２Ｃ・２

Ｄ非常用ディーゼル発電機と，位置的分散を図る設計と

する。 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

4. 燃料設備 

4.2 軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油 

＜中略＞ 

設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備の兼用

としている軽油貯蔵タンク及び常設代替高圧電源装置

燃料移送ポンプは，軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電

源装置までの流路を有しており，軽油貯蔵タンクから２

Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機までの流路に対して，

独立した設計とする。 
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 
常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，屋内（常設

代替高圧電源装置置場）内に設置することで，原子炉建

屋付属棟内内の２Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電機と

位置的分散を図る設計とする。 

燃料給油設備は，これらの多様性及び燃料流路の独立

並びに位置的分散によって，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼ

ル発電機及び高圧炉心スプレイ 系ディーゼル発電機

を使用する設計基準事故対処設備に対して重大事故等

対処設備としての独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

常設代替高圧電源装置 

種   類   ﾇ(2)(ⅳ)-⑩ディーゼル発電機 

個   数   5（予備 1） 

容   量   約 1,725 kVA／個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，屋内（常設

代替高圧電源装置置場）内に設置することで，原子炉建

屋付属棟内の２Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発電機と位

置的分散を図る設計とする。 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポン

プは，電源を非常用所内電気設備から受電することで，

常設代替交流電源設備から受電する常設代替高圧電源

装置燃料移送ポンプに対して，多様性を有する設計とす

る。 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポン

プは，軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル

発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機まで

の流路を有しており，軽油貯蔵タンクから常設代替高圧

電源装置までの流路に対して，独立した設計としてい

る。 

燃料給油設備は，これらの多様性及び燃料流路の独立

並びに位置的分散によって，２Ｃ・２Ｄ 非常用ディー

ゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を使用する設計基準事故対処設備に対して重大事故等

対処設備としての独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

第 10.2－1表 代替電源設備（常設）の設備仕様 

(1) 常設代替高圧電源装置 

種  類   ディーゼル発電機 

個  数   6 

容  量   約 1,725 kVA／個 

電  圧   6,600 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，屋内（常設

代替高圧電源装置置場）内に設置することで，原子炉建

屋付属棟内の２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機と位置

的分散を図る設計とする。 

燃料給油設備は，これらの多様性及び燃料流路の独立

並びに位置的分散によって，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼ

ル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

使用する設計基準事故対処設備に対して重大事故等対

処設備としての独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(2)(ⅳ

)-⑩は，設置変更許可

申請書（本文）のﾇ

(2)(ⅳ)-⑩を具体的に

記載しており，整合し

ている。 
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 
 

 

 

 

 

 

 

軽油貯蔵タンクﾇ(2)(ⅳ)-⑪（「非常用ディーゼル発電機」

及び「代替電源設備」と兼用） 

個   数   2 

容   量   約 400 kL／個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 軽油貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

・代替電源設備 

型  式   横置円筒型 

個  数   2 

容  量   約 400 kL／個 

使用燃料   軽油 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画の「軽油貯

蔵タンク」は，設置変

更許可申請書（本文）

のﾇ(2) (ⅳ)-⑪を「そ

の他発電用原子炉の附

属施設」のうち「非常

用電源設備」に整理し

ており，整合している

。 
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ 

個   数   1（予備 1） 

容   量   約 3.0 m3／h 

(3) 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ

型  式   スクリュー型 

個  数   2 

容 量 約 3.0 m3／h／個 

吐出圧力 約 0.3 MPa［gage］ 

最高使用圧力 1.0 MPa［gage］ 

最高使用温度 66 ℃ 

【非常用電源設備】（要目表） 
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 
 

 

 

非常用ディーゼル発電機ﾇ(2)(ⅳ)-⑫（「非常用ディーゼル

発電機」及び「代替電源設備」と兼用） 

個   数   2 

出   力   ﾇ(2)(ⅳ)-⑬約 5,200 kW／個 

起 動 時 間   約 10 秒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 非常用ディーゼル発電機 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

・代替電源設備 

個  数   2 

出  力   約 5,200 kW／個 

起動方式   圧縮空気起動 

使用燃料   軽油 

型  式   横軸回転界磁三相交流発電機 

容  量   約 6,500 kVA／個 

力  率   0.8（遅れ） 

電  圧   6,900 V 

周 波 数   50 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

2. 交流電源設備 

2.1 ディーゼル発電機 

＜中略＞ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）は，外部電源が喪失し同時に原子

炉冷却材喪失が発生した場合に起動し，設置（変更）許

可を受けた原子炉冷却材喪失事故における工学的安全

施設の設備の作動開始時間を満足する時間である 10 秒

以内に電圧を確立した後は，各非常用高圧母線に接続

し，負荷に給電する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画の「非常用

ディーゼル発電機」は

，設置変更許可申請書

（本文）のﾇ(2)(Ⅳ)-

⑫を「その他発電用原

子炉の附属施設」のう

ち「非常用電源設備」

に整理しており，整合

している。 

 

 

ﾇ(2)(Ⅳ)-⑬ 

出力 

3500×0.8（力率）

=2800Kw  
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 
 

 

 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ﾇ(2)(ⅳ)-⑭（「非常

用ディーゼル発電機」及び「代替電源設備」と兼用） 

個   数   1 

出   力   ﾇ(2)(ⅳ)-⑮約 2,800 kW 

起 動 時 間   約 10 秒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

・代替電源設備 

個  数   1 

出  力   約 3,050 kW 

起動方式   圧縮空気起動 

使用燃料   軽油 

型  式   横軸回転界磁三相交流発電機 

容  量   約 3,500 kVA 

力  率   0.8（遅れ） 

電  圧   6,900 V 

周 波 数   50 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

2. 交流電源設備 

2.1 ディーゼル発電機 

＜中略＞ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）は，外部電源が喪失し同時に原子

炉冷却材喪失が発生した場合に起動し，設置（変更）許

可を受けた原子炉冷却材喪失事故における工学的安全

施設の設備の作動開始時間を満足する時間である 10 秒

以内に電圧を確立した後は，各非常用高圧母線に接続

し，負荷に給電する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画の「非常用

ディーゼル発電機」は

，設置変更許可申請書

（本文）のﾇ(2)(Ⅳ)-

⑭を「その他発電用原

子炉の附属施設」のう

ち「非常用電源設備」

に整理しており，整合

している。 

 

 

ﾇ(2)(Ⅳ)-⑮ 

出力 

3500×0.8（力率）

=2800Kw  
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可搬型設備用軽油タンク 

個   数   7（予備 1） 

容   量   約 30 kL／個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 可搬型設備用軽油タンク 

型  式   横置円筒型 

個  数   8 

容  量   約 30 kL／個 

使用燃料   軽油 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（要目表） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
1
 R
0 

ﾇ-30 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 
 

 

 

125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系ﾇ(2)(ⅳ)-⑯（「蓄電池」及び「代

替電源設備」と兼用） 

ﾇ(2)(ⅳ)-⑰型   式   鉛蓄電池 

組   数   2 

容   量   約 6,000 Ah／組 

 

 

 

 

125V 系蓄電池ＨＰＣＳ系ﾇ(2)(ⅳ)-⑯（「蓄電池」及び「代

替電源設備」と兼用） 

ﾇ(2)(ⅳ)-⑰型   式   鉛蓄電池 

組   数   1 

容   量   約 500 Ah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

・代替電源設備 

型  式   鉛蓄電池 

組  数   2 組 

容  量   約 6,000 Ah／組 

電  圧   125 V 

 

(8) 125V 系蓄電池ＨＰＣＳ系 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

・代替電源設備 

型  式   鉛蓄電池 

組  数   1 

容  量   約 500 Ah 

電  圧   125 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(2)(Ⅳ

)-⑰は，設置変更許可

申請書（本文）のﾇ(2)(

Ⅳ)-⑰を具体的に記載

しており，整合している

。 
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 
 

 

中性子モニタ用蓄電池Ａ系・Ｂ系ﾇ(2)(ⅳ)-⑯（「蓄電池」

及び「代替電源設備」と兼用） 

ﾇ(2)(ⅳ)-⑰型   式   鉛蓄電池 

組   数   2 

容   量   約 150 Ah／組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 中性子モニタ用蓄電池Ａ系・Ｂ系 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

・代替電源設備 

型  式   鉛蓄電池 

組  数   2 組 

容  量   約 150 Ah／組 

電  圧   ±24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画の「125V 系

蓄電池」及び「中性子

モニタ用蓄電池」は，

設置変更許可申請書（

本文）のﾇ(2)(Ⅳ)-⑯

を「その他発電用原子

炉の附属施設」のうち

「非常用電源設備」に

整理している。 
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緊急用 125V 系蓄電池 

ﾇ(2)(ⅳ)-⑱型 式 鉛蓄電池 

組   数   1 

容 量 約 6,000 Ah 

(10) 緊急用 125V 系蓄電池

型  式   鉛蓄電池 

組  数   1 

容  量   約 6,000 Ah 

電  圧   125 V 

【非常用電源設備】（要目表） 

工 事 の 計 画 の ﾇ

(2)(Ⅳ)-⑱は，設置変

更許可申請書（本文）の

ﾇ(2)(Ⅳ)-⑱を具体的

に記載しており，整合し

ている。 
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緊急用メタルクラッド開閉装置 

個   数   1 

 

 

緊急用パワーセンタ 

個   数   1 

 

 

 

緊急用直流 125V 主母線盤 

個   数   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 緊急用メタルクラッド開閉装置 

個  数   1 

定格電圧   7,200 V 

 

(12) 緊急用パワーセンタ 

個  数       1 

定格電圧       600 V 

 

 

(13) 緊急用直流 125V 主母線盤 

個  数       1 

定格電圧       125 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

1. 非常用電源設備の電源系統 

1.2 代替所内電気系統 

1.2.1 代替交流電源設備による代替所内電気設備への給

電 

(1) 常設代替交流電源設備による代替所内電気設備への

給電 

＜中略＞ 

これとは別に上記 2 系統の非常用母線等の機能が喪

失したことにより発生する重大事故等の対応に必要な

設備に電力を給電する代替所内電気設備（常設代替交流

電源設備による代替所内電気設備への給電）として，常

設代替高圧電源装置，緊急用断路器（6900V，1200A 以上

のものを 1個），緊急用メタルクラッド開閉装置（6900V，

1200A 以上のものを 1 個），緊急用動力変圧器（2000kVA

以上，6900/480V のものを 1 個），緊急用パワーセンタ

（480V，3000A 以上のものを 1 個），緊急用モータコント

ロールセンタ（480V，800A 以上のものを 3 個），緊急用

計装交流主母線盤（50kVA 以上，480/240-120 V，のもの

を 1 個），緊急用直流 125V 充電器（700A 以上のものを 1

個），緊急用直流 125V 主母線盤（125V，1200A 以上のも

のを 1個），緊急用直流 125V モータコントロールセンタ

（125V，400A 以上のものを 1 個），緊急用直流 125V 計

装分電盤（125V，400A 以上のものを 1 個），緊急用無停

電電源装置，緊急用無停電計装分電盤（120V，400A 以上

のものを 1 個）及び緊急用電源切替盤（交流動力：65A

以上を 2 個/直流動力：120A 以上を 1 個/直流計装：50A

以上を 2 個/無停電計装：50A 以上を 1 個）を使用する。 
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［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型代替低圧電源車 

ﾇ(2)(ⅳ)-⑲種 類 ディーゼル発電機 

個   数   4（予備 1） 

容 量 約 500 kVA／個 

第 10.2－2表 代替電源設備（可搬型）の設備仕様 

(1) 可搬型代替低圧電源車

種  類   ディーゼル発電機 

個  数   4（予備 1） 

容 量 約 500 kVA／個 

電 圧 440 V 

【非常用電源備】（要目表） 

工 事 の 計 画 の ﾇ

(2)(Ⅳ)-⑲は，設置変

更許可申請書（本文）の

ﾇ(2)(Ⅳ)-⑲を具体的

に記載しており，整合し

ている。 
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可搬型整流器 

個   数   8（予備 1） 

容   量   100 A／個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 可搬型整流器 

個  数       8（予備 1） 

容  量       100 A／個 

出力電圧       0 V～150 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源備】（要目表） 
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タンクローリﾇ(2)(ⅳ)-⑳（「代替電源設備」及び「補機駆

動用燃料設備」と兼用） 

個   数   2（予備 3） 

容   量   約 4 kL 

(3) タンクローリ

兼用する設備は以下のとおり。

・代替電源設備

・補機駆動用燃料設備

個  数  2（予備 3） 

容  量   約 4 kL 

【補機駆動用燃料設備】（要目表） 

工事の計画の「タンク

ローリ」は，設置変更

許可申請書（本文）の

ﾇ(2)(ⅳ)-⑳を「その

他発電用原子炉の附属

施設」のうち「補機駆

動用燃料設備」に整理

している。 
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(3)その他の主要な事項 

(ⅰ) 火災防護設備 

ａ．設計基準対象施設 

火災防護設備は，火災区域及び火災区画

を考慮し，火災感知及び消火並びに火災の影響軽減 

の機能を有するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 火災防護設備 

10.5.1 設計基準対象施設 

10.5.1.1 概  要 

発電用原子炉施設内の火災区域及び火災区画に設

置される，安全機能を有する構築物，系統及び機器

（10.5 において本文ロ,(3),(i),a.,(c)に同じ。）を

火災から防護することを目的として，火災の発生防

止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれ

ぞれを考慮した火災防護対策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電用原子炉施設の火災の発生防止については，発火

性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を

設置する火災区域又は火災区画に対する火災の発生防

止対策を講じるほか， 
 
可燃性の蒸気 
 
又は可燃性の微粉に対する対策， 
 
発火源への対策， 
 
水素に対する換気及び 
 
 
 
 
 
 
 
漏えい検知対策， 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【火災防護設備】（基本設計方針） 

 

 

1.火災防護設備の基本設計方針 

設計基準対象施設は，火災により発電用

原子炉施設の安全性を損なわないよう，火災防護上重要

な機器等を設置する火災区域及び火災区画に対して，火

災防護対策を講じる。 

＜中略＞ 

設定する火災区域及び火災区画に対し

て，以下に示す火災の発生防止，火災の感知及び消火

並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護

対策を講じる設計とする。 

 

 

＜中略＞ 

 

(1) 火災発生防止 

a. 火災の発生防止対策 

火災の発生防止における発火性又は引火性物質に対

する火災の発生防止対策は，火災区域に設置する潤滑油

及び燃料油を内包する設備及び水素を内包する設備を

対象とする。 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

水素を内包する設備である蓄電池，気体廃棄物処理設

備，発電機水素ガス供給設備及び水素ボンベを設置する

火災区域又は火災区画は，火災の発生を防止するため

に，以下に示すとおり，非常用電源又は常用電源から給

電される送風機及び排風機による機械換気により換気

を行うことにより水素濃度を燃焼限界濃度以下とする

よう設計する。 

＜中略＞ 

火災の発生防止における水素漏えい検知は，蓄電池室

の上部に水素濃度検出器を設置し，設定濃度にて中央制

御室に警報を発する設計とする。 

＜中略＞ 

火災の発生防止のため，火災区域において有機溶剤を

使用する場合は必要量以上持ち込まない運用とすると

ともに，可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は，

使用する作業場所において，換気，通風，拡散の措置を

行うとともに，建屋の送風機及び排風機による機械換気

により滞留を防止する設計とする。 

 
工事の計画の 
  及び設置変更許可

申請書(本文)の 
は，文章表現の

違いによるためである

ため整合している。 
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放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策， 

 

並びに電気系統の過電流による過熱及び焼損の防止対

策等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災の発生防止のため，火災区域には，可燃性の微粉

を発生する設備を設置や，金属粉や布による研磨機のよ

うに静電気が溜まるおそれがある設備を設置しない設

計とする。 

火災の発生防止のため，発火源への対策として，設

備を金属製の筐体内に収納する等の対策を行い，設備

外部に出た火花が発火源となる設備を設置しない設

計とし，高温となる設備は，高温部分を保温材で覆う

ことにより，可燃性物質との接触防止や潤滑油等可燃

物の過熱防止を行う設計とする。 

火災の発生防止のため，発電用原子炉施設内の電気系

統は，過電流による過熱や焼損を防止するために，保護

継電器，遮断器により，故障回路を早期に遮断する設計

とする。 

＜中略＞ 

火災の発生防止のため，放射線分解により水素が発生

する火災区域又は火災区画における，水素の蓄積防止対

策としては，社団法人火力原子力発電技術協会「BWR 配

管における混合ガス（水素・酸素）蓄積防止に関するガ

イドライン（平成 17 年 10 月）」等に基づき，原子炉の

安全性を損なうおそれがある場合には水素の蓄積を防

止する設計とする。 
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火災感知設備は，固有の信号を発するア

ナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器を組み合わ

せて設置することを基本とするが，各火災区域又は火災

区画における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流

等の環境条件や火災の性質を考慮し，上記の設置が適切

でない場合においては，非アナログ式の炎感知器，非ア

ナログ式の防爆型の煙感知器，非アナログ式の防爆型の

熱感知器等の火災感知器も含めた中から 2 つの異なる

種類の感知器を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，中央制御室で常時監視可能な火災受信機盤を設置

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.1.4 主要設備 

(2) 火災感知設備 

火災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は火災区

画における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等

の環境条件や，炎が生じる前に発煙すること等，予想さ

れる火災の性質を考慮して，火災感知器を設置する火災

区域又は火災区画の安全機能を有する構築物，系統及び

機器の種類に応じ，火災を早期に感知できるよう，固有

の信号を発するアナログ式の煙感知器及びアナログ式

の熱感知器の異なる種類の感知器を組み合わせて設置

する設計とする。 

ただし，発火性又は引火性の雰囲気を形成するおそれ

のある場所及び屋外等は，非アナログ式も含めた組み合

わせで設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式で

あるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため，

炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知

が可能である。 

＜中略＞ 

非アナログ式の防爆型で，かつ固有の信号を発する異な

る種類の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。

 

 

 

10.5.1.7 手順等 

＜中略＞ 

(1) 火災が発生していない平常時の対応においては，

以下の手順を整備し，操作を行う。 

ａ．中央制御室内の巡視点検によって，火災が発生して

いないこと及び火災感知設備に異常がないことを火災

火災受信機盤で確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 火災の感知及び消火 

＜中略＞ 

a. 火災感知設備 

火災感知設備は，火災感知器と受信機を含

む火災受信機盤等で構成される。 

火災感知設備の火災感知器は，環境条件等を考慮し，火

災感知器を設置する火災区域又は火災区画の火災防護上

重要な機器等の種類に応じ，火災を早期に感知できるよ

う，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器及びアナロ

グ式の熱感知器の異なる種類の感知器を組み合わせて設

置する設計とするが，発火性又は引火性の雰囲気を形成す

るおそれのある場所及び屋外等は，炎が発する赤外線又は

紫外線を感知するため，炎が生じた時点で感知することが

でき，火災の早期感知が可能な非アナログ式の炎感知器

や，火災区域又は火災区画の環境条件等により，非アナロ

グ式の防爆型熱感知器及び防爆型煙感知器，非アナログ式

の屋外仕様の炎感知器，放射線の影響を考慮した非アナロ

グ式の熱感知器等を組み合わせて設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

火災感知設備の火災受信機盤は中央制御室に設置し，火

災感知設備の作動状況を常時監視できる設計とし，構成さ

れるアナログ式の受信機により，作動した火災感知器を 1

つずつ特定できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
工事の計画の 
  は，設置変更許可申

請書（本文）の 
    を具体的に記載

しており整合している。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
工事の計画の「火災感知

設備の火災受信機盤は

中央制御室に設置し，火

災感知設備の作動状況

を常時監視できる設計

とし，構成されるアナロ

グ式の受信機により，作

動した火災感知器を 1

つずつ特定できる設計

とする。」は，設置変更

許可申請書（本文）「中

央制御室で常時監視可

能な火災受信機盤を設

置する。」を具体的に記

載しており整合してい

る。 
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消火設備は，破損，誤作動又は誤操作により， 

安全機能を有する構築物，系統及び機器（「ロ

(3)(ⅰ)ａ．(c-1-2)」と同じ）の安全機能 

を損なわない設計とし，火災発生時の煙の充満又は放

射線の影響により消火活動が困難である火災区域又は

火災区画であるかを考慮し，       全域ガス消

火設備等を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.1.1 概  要 

＜中略＞ 

火災感知設備及び消火設備は，想定される自然現象

に対して当該機能が維持され，かつ，安全機能を有す

る構築物，系統及び機器は，消火設備の破損，誤動作

又は誤操作によって安全機能を失うことのないよう

に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.1.1 概 要 

＜中略＞ 

火災感知設備及び消火設備は，想定される自然現象に

対して当該機能が維持され，かつ，安全機能を有する構

築物，系統及び機器は，消火設備の破損，誤動作又は誤

操作によって安全機能を失うことのないように設置す

る。 
また，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持

するために必要な構築物，系統及び機器の相互の系統分

離を行うために設ける火災区域及び火災区画に設置さ

れる消火設備は，系統分離に応じた独立性を備えるよう

設置する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 消火設備 

火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火

災区画の消火設備は，破損，誤作動又は誤操作が起きた

場合においても，      原子炉を安全に停止させ

るための機能を損なわないよう，設備の破損，誤作動又

は誤操作により消火剤が放出されても電気及び機械設

備             に影響を与えない設計とし，火災発生

時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難

となるところには，       自動消火設備又は手

動起動による固定式消火設備を設置して消火を行う設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 火災の感知及び消火 

＜中略＞ 

火災の感知及び消火については，火災防護上重要な機

器等に対して，早期の火災感知及び消火を行うための火

災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。 

火災感知設備及び消火設備については，火災区域及び

火災区画に設置された火災防護上重要な機器等の耐震

クラスに応じて，地震に対して機能を維持できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
工事の計画の 
  は，設置変更許可申

請書(本文)の 
と同義であり整合

している。 
 
工事の計画の 
  は，設置変更許可申

請書(本文)の 
と同義であり整合

している。 
 
工事の計画の 
  は，設置変更許可申

請書(本文)の 
を含んでおり，整合

している。 
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火災の影響軽減の機能を有するものとして， 

安全機能を有する構築物，系統及び機器の重要

度に応じ，       それらを設置する火災区域又

は火災区画の火災及び隣接する火災区域又は火災区画

の火災による影響を軽減するため， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災耐久試験で確認された 3 時間以上の耐火能力を

有する耐火壁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

又は 1時間以上の耐火能力を有する隔壁等を設置する。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.1.1 概 要 

＜中略＞ 

火災の影響軽減は，安全機能を有する構築物，系統

及び機器の重要度に応じ，それらを設置する火災区域

又は火災区画の火災及び隣接する火災区域又は火災

区画における火災による影響を軽減するため，系統分

離等の火災の影響軽減のための対策を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.1.4 主要設備 

(4) 火災の影響軽減のための対策設備 

ｂ．火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの火災の

影響軽減のための対策を実施する設備 

火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを設置

する火災区域又は火災区画に対して，火災区域又は火災

区画内の火災の影響軽減のための対策や隣接する火災

区域又は火災区画における火災の影響を軽減するため

の対策を実施するための隔壁等として，火災耐久試験に

より 3 時間以上の耐火能力を確認した隔壁等を設置す

る。 

 

 

 

 

また，これと同等の対策として火災耐久試験により

1時間以上の耐火能力を確認した隔壁等と火災感知設

備及び消火設備を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 火災の影響軽減 

a. 火災の影響軽減対策 

火災の影響軽減対策の設計に当たり，発電用原子炉施

設において火災が発生した場合に，原子炉の高温停止及

び低温停止を達成し，維持するために必要な 

  機能，及び放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を

確保するために必要な火災防護対象機器及び火災防護

対象ケーブルを火災防護対象機器等とする。 

火災が発生しても原子炉の高温停止及び低温停止を

達成し，維持するためには，プロセスを監視しながら原

子炉を停止し，冷却を行うことが必要であり，このため

には，手動操作に期待してでも原子炉の高温停止及び低

温停止を達成し，維持するために必要な機能を少なくと

も一つ確保するよう系統分離対策を講じる必要がある。 

このため，       火災防護対象機器及び火災

防護対象機器の駆動若しくは制御に必要となる火災防

護対象ケーブルについて以下に示すいずれかの系統分

離対策を講じる設計とする。 

(a) 火災防護対象機器等の系統分離による影響軽減対策 

＜中略＞ 

イ. 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等 

互いに相違する系列の火災防護対象機器等を，火災耐

久試験により 3 時間以上の耐火能力を確認した隔壁等

で分離する設計とする。 

ロ. 6 m 以上離隔，火災感知設備及び自動消火設備 

互いに相違する系列の火災防護対象機器等を，仮置き

するものを含めて可燃性物質のない水平距離 6 m 以上

の離隔距離を確保する設計とする。 

火災感知設備は，自動消火設備を作動させるために設置

し，自動消火設備の誤作動防止を考慮した感知器の作動

により自動消火設備を作動させる設計とする。 

ハ. １時間耐火隔壁等，火災感知設備及び自動消火設備 

互いに相違する系列の火災防護対象機器等を，火災耐久

試験により 1 時間以上の耐火能力を確認した隔壁等で

分離する設計とする。 

火災感知設備は，自動消火設備を作動させるために設

置し，自動消火設備の誤動作防止を考慮した感知器の作

動により自動消火設備を作動させる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
工事の計画の 
  は設置変更許可申

請書(本文)の 
を含んでおり整合

している。 
 
 
工事の計画の 
  は設置変更許可申

請書(本文)の 
を詳細設計した結

果であるため整合して

いる。 
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ｂ．重大事故等対処施設 

火災防護設備は，火災区域及び火災区

画を考慮し，火災感知及び消火の機能を有するものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.2 重大事故等対処施設 

10.5.2.1 概要 

発電用原子炉施設内の火災区域及び火災区画に設置

される重大事故等対処施設を火災から防護することを

目的として，火災の発生防止，火災の感知及び消火のそ

れぞれを考慮した火災防護対策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【火災防護設備】（基本設計方針） 

1. 火災防護設備の基本設計方針 

＜中略＞ 

重大事故等対処施設は，火災により重大

事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれが

ないよう，重大事故等対処施設を設置する火災区域及び

火災区画に対して，火災防護対策を講じる。 

＜中略＞ 

設定する火災区域及び火災区画に対して，以下に示す

火災の発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響

軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
工事の計画の 
  及び設置変更許可

申請書(本文)の 
は，文章表現の

違いによるためである

ため整合している。 
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発電用原子炉施設の火災の発生防止については，発火

性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を

設置する火災区域又は火災区画に対する火災の発生防

止対策を講じるほか， 

 

可燃性の蒸気 

 

又は可燃性の微粉に対する対策， 

 

発火源への対策， 

 

水素に対する換気 

 

 

 

 

 

 

 

及び漏えい検知対策， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策， 

並びに電気系統の過電流による過熱及び焼損の防止対

策等を行う。 

 

 

 

【火災防護設備】（基本設計方針） 

(1) 火災発生防止 

a. 火災の発生防止対策 

火災の発生防止における発火性又は引火性物質に対

する火災の発生防止対策は，火災区域に設置する潤滑油

及び燃料油を内包する設備及び水素を内包する設備を

対象とする。 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

水素を内包する設備である蓄電池，気体廃棄物処理設

備，発電機水素ガス供給設備及び水素ボンベを設置する

火災区域又は火災区画は，火災の発生を防止するため

に，以下に示すとおり，非常用電源又は常用電源から給

電される送風機及び排風機による機械換気により換気

を行うことにより水素濃度を燃焼限界濃度以下とする

よう設計する。 

＜中略＞ 

火災の発生防止における水素漏えい検知は，蓄電池室

の上部に水素濃度検出器を設置し，設定濃度にて中央制

御室に警報を発する設計とする。 

＜中略＞ 

火災の発生防止のため，火災区域において有機溶剤を

使用する場合は必要量以上持ち込まない運用とすると

ともに，可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は，

使用する作業場所において，換気，通風，拡散の措置を

行うとともに，建屋の送風機及び排風機による機械換気

により滞留を防止する設計とする。 

火災の発生防止のため，火災区域には，可燃性の微粉

を発生する設備を設置や，金属粉や布による研磨機のよ

うに静電気が溜まるおそれがある設備を設置しない設

計とする。 

火災の発生防止のため，発火源への対策として，設備

を金属製の筐体内に収納する等の対策を行い，設備外部

に出た火花が発火源となる設備を設置しない設計とし，

高温となる設備は，高温部分を保温材で覆うことによ

り，可燃性物質との接触防止や潤滑油等可燃物の過熱防

止を行う設計とする。 

火災の発生防止のため，発電用原子炉施設内の電気系

統は，過電流による過熱や焼損を防止するために，保護

継電器，遮断器により，故障回路を早期に遮断する設計

とする。 

＜中略＞ 
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火災感知設備は，固有の信号を発する

アナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器を組み

合わせて設置することを基本とするが，各火災区域又

は火災区画における放射線，取付面高さ，温度，湿度，

空気流等の環境条件や火災の性質を考慮し，上記の設

置が適切でない場合においては，非アナログ式の炎感

知器，非アナログ式の防爆型の煙感知器，非アナログ

式の防爆型の熱感知器等の火災感知器も含めた中か

ら 2 つの異なる種類の感知器を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.2.4 主要設備 

(2) 火災感知設備 

火災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は火災区

画における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等

の環境条件や，炎が生じる前に発煙すること等，予想さ

れる火災の性質を考慮して，火災感知器を設置する火災

区域又は火災区画の重大事故等対処施設の種類に応じ，

火災を早期に感知できるよう，固有の信号を発するアナ

ログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器の異なる種類

の感知器を組み合わせて設置する設計とする。ただし，

発火性又は引火性の雰囲気を形成するおそれのある場

所及び屋外等は，非アナログ式も含めた組合せで設置す

る設計とする。炎感知器は非アナログ式であるが，炎が

発する赤外線又は紫外線を感知するため，炎が生じた時

点で感知することができ，火災の早期感知に優位性があ

る。 

 

 

ｄ．蓄電池室 

＜中略＞ 

非アナログ式の防爆型で，かつ固有の信号を発する

異なる種類の煙感知器及び熱感知器を設置する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災の発生防止のため，放射線分解により水素が発生

する火災区域又は火災区画における，水素の蓄積防止対

策としては，社団法人火力原子力発電技術協会「BWR 配

管における混合ガス（水素・酸素）蓄積防止に関するガ

イドライン（平成 17 年 10 月）」等に基づき，原子炉の

安全性を損なうおそれがある場合には水素の蓄積を防

止する設計とする。 

 

 

(2) 火災の感知及び消火 

＜中略＞ 

a. 火災感知設備 

火災感知設備は，火災感知器と受信機を

含む火災受信機盤等で構成される。 

火災感知設備の火災感知器は，環境条件等を考慮し，

火災感知器を設置する火災区域又は火災区画の火災防

護上重要な機器等の種類に応じ，火災を早期に感知でき

るよう，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器及び

アナログ式の熱感知器の異なる種類の感知器を組み合

わせて設置する設計とするが，発火性又は引火性の雰囲

気を形成するおそれのある場所及び屋外等は，炎が発す

る赤外線又は紫外線を感知するため，炎が生じた時点で

感知することができ，火災の早期感知が可能な非アナロ

グ式の炎感知器や，火災区域又は火災区画の環境条件等

により，非アナログ式の防爆型熱感知器及び防爆型煙感

知器，非アナログ式の屋外仕様の炎感知器，放射線の影

響を考慮した非アナログ式の熱感知器等を組み合わせ

て設置する設計とする。 

 

火災の感知及び消火については，重大事故等対処施設

に対して，火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消

火を行う設計とする。 

火災感知設備及び消火設備は，地震時及び地震後にお

いても，重大事故等対処施設の区分に応じて，機能を維

持できる設計とする。 

また，消火設備は，破損，誤作動又は誤操作が起きた

場合においても，重大事故等に対処する機能を損なわな

い設計とする。 

火災感知設備の火災感知器は，環境条件等を考慮し，

火災感知器を設置する火災区域又は火災区画の重大事

故等対処施設の種類に応じ，火災を早期に感知できるよ

う，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器及びアナ

ログ式の熱感知器の異なる種類の感知器を組み合わせ

て設置する設計とする。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
工事の計画の 
  は，設置変更許可申

請書（本文）の 
   を具体的に記載

しており整合している。
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また，中央制御室で常時監視可能な火災受信機盤を設置

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火設備は，破損，誤作動又は誤操作により，重大

事故等対処施設の            重大事故等に対処す

るために必要な機能を損なわない設計とし，火災発生

時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難である火災区域又は火災区画であるかを考慮し，全

域ガス消火設備等を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.2.7 手順等 

＜中略＞ 

(1) 火災が発生していない平常時の対応においては， 

以下の手順を整備し，操作を行う。 

ａ．中央制御室内の巡視点検によって，火災が発生して

いないこと及び火災感知設備に異常がないことを火災

受信機盤で確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.2 重大事故等対処施設 

10.5.2.1 概要 

＜中略＞ 

火災感知設備及び消火設備は，想定される自然現象に

対して当該機能が維持され，かつ，重大事故等対処施設

は，消火設備の破損，誤動作又は誤操作によって重大事

故等に対処する機能を失うことのないように設置する。

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

火災感知設備の火災受信機盤は中央制御室に設置し，

火災感知設備の作動状況を常時監視できる設計とし，構

成されるアナログ式の受信機により，作動した火災感知

器を 1つずつ特定できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 消火設備 

＜中略＞ 

重大事項等対処施設を設置する火災区域又は火災区

画の消火設備は，破損，誤作動又は誤操作が起きた場合

においても，       原子炉を安全に停止させる

ための機能を損なわないよう，設備の破損，誤作動又は

誤操作により消火剤が放出されても電気及び機械設備

に影響を与えない設計とする。 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難となるところには，自動消火設備又は中央制

御室からの手動操作による固定式消火設備を設置して

消火を行う設計とするとともに，固定式の全域ガス消火

設備を設置する。 

 

 
 
 
 
 
工事の計画の「火災感知

設備の火災受信機盤は

中央制御室に設置し，火

災感知設備の作動状況

を常時監視できる設計

とし，構成されるアナロ

グ式の受信機により，作

動した火災感知器を 1

つずつ特定できる設計

とする。」は，設置変更

許可申請書（本文）「中

央制御室で常時監視可

能な火災受信機盤を設

置する。」を具体的に記

載しており整合してい

る。 
 
 
 
 
工事の計画の 
  は，設置変更許可申

請書(本文)の 
と同義であり整合

している。 
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(ⅱ) 浸水防護設備 

ａ．津波に対する防護設備 

設計基準対象施設は，ﾇ(3)(ⅱ)-①基準津波に対して，

その安全機能が損なわれるおそれがないものでなけれ

ばならないこと，また，重大事故等対処施設は，基準津

波及び敷地に遡上する津波に対して，重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがないもの

でなければならないことから，防潮堤，防潮扉，放水路

ゲート，逆流防止設備，浸水防止蓋，水密ハッチ，水密

扉，逆止弁ﾇ(3)(ⅱ)-②等により，津波から防護する設

計とする。 

放水路ゲートは，扉体，戸当り，駆動装置等で構成さ

れ，敷地への遡上のおそれのある津波襲来前に遠隔閉止

を確実に実施するため，重要安全施設（ＭＳ－１）とし

て設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 津波及び内部溢水に対する浸水防護設備 

10.6.1 津波に対する防護設備 

10.6.1.1 設計基準対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.1.1.3 主要設備 

(1) 防潮堤及び防潮扉 
津波による遡上波が津波防護対象設備（津波防護施

設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を

除く。）の設置された敷地に到達，流入することを防止

し，津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，

津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失

することのない設計とするため，敷地を取り囲む形で防

潮堤を設置するとともに，防潮堤の道路横断部に防潮扉

を設置する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.  津波による損傷の防止 

1.1  耐津波設計の基本方針 

設計基準対象施設は，ﾇ(3)(ⅱ)-①その供用中に当該

施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波（以下

「基準津波」という。）に対してその安全機能が損な

われるおそれがない設計とする。 

重大事故等対処施設は，基準津波に対して耐津波設

計を行い，重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

放水路ゲートは，扉体，戸当り，駆動装置等で構成さ

れ，敷地への遡上のおそれのある津波襲来前に遠隔閉止

を確実に実施するため，重要安全施設（ＭＳ－１）とし

て設計する。 

 

 

 

 

 

 

1.3  津波防護対策 

1.3.1  設計基準対象施設 

＜中略＞ 

(1)  敷地への浸水防止（外郭防護1） 

a. 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施

設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備

を除く。）を内包する原子炉建屋，タービン建屋及び

使用済燃料乾式貯蔵建屋並びに設計基準対象施設の津

波防護対象設備のうち屋外設備である排気筒が設置さ

れている敷地の高さはT.P.＋8 m，軽油貯蔵タンク（地

下式）が設置されている敷地の高さはT.P.＋11 m，海

水ポンプ室が設置されている敷地の高さはT.P.＋3 m，

非常用海水系配管が設置されている敷地高さはT.P.＋3 

m～T.P.＋8 m であり，津波による遡上波が到達，流入

する可能性がある。このため，敷地前面東側において

は入力津波高さT.P.＋17.9 m に対して天端高さT.P.＋

20 m の防潮堤及び防潮扉，敷地側面北側においては入

力津波高さT.P.＋15.4 m に対して天端高さT.P.＋18 m 

の防潮堤，敷地側面南側においては入力津波高さT.P.

＋16.6 m に対してT.P.＋18 m の防潮堤及び防潮扉を

設置することにより，津波は到達，流入しない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 
工 事 の 計 画 の ﾇ

(3)(ⅱ)-①は，設置変

更許可申請書(本文)のﾇ

(3)(ⅱ)-①と同義であ

り整合している。 
 

工事の計画の「耐津波

設計」は，設置変更許

可申請書（本文）の

「防潮堤，防潮扉，放

水路ゲート，逆流防止

設備，浸水防止蓋，水

密ハッチ，水密扉，逆

止弁等により，津波か

ら防護する」を含んで

おり整合している。ま

た，設備の詳細に関し

ては後段にて整合性を

説明する。 

 

設置変更許可申請書

（本文）のﾇ(3)(ⅱ)-

②は，工事の計画で

は，「津波監視カメ

ラ，取水ピット水位

計，潮位計」であり，

設置変更許可申請書

（本文）「ロ.(2)耐津

波構造」にて示す。 
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防潮堤 

ﾇ(3)(ⅱ)-③個 数 1 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

(1) 防潮堤

種 類 防潮堤 

材 料 鉄筋コンクリート，炭素鋼 

個   数   1 

【浸水防護施設】（要目表） 

ﾇ(3)(ⅱ)-③工事の計

画では，「外郭浸水防

護設備の種類，主要寸

法及び材料」により要

目表が異なるが個数 1

と整合している。 
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防潮扉 

 ﾇ(3)(ⅱ)-④個   数   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 防潮扉 

種   類   スライドゲート 

材   料   炭素鋼 

個   数   2 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.1.1.3 主要設備 

(2) 放水路ゲート 

津波が放水路から津波防護対象設備（津波防護施設，

浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除

く。）の設置された敷地に流入することを防止し，津波

防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視

設備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失すること

のない設計とするため，放水路ゲートを設置する。放水

路ゲートは，扉体，戸当たり，駆動装置等で構成され，

発電所を含む地域に大津波警報が発表された場合に遠

隔閉止することにより津波の遡上を防止する設計とす

る。なお，放水路ゲートを閉止する前に，循環水ポンプ

を停止する運用とする。また，放水路ゲートは，津波防

護施設かつ重要安全施設（ＭＳ－１）である。 

 

 

 

【浸水防護施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3  津波防護対策 

1.3.1  設計基準対象施設 

(1)  敷地への浸水防止（外郭防護 1） 

b. 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

敷地への津波流入については，取水路，放水路，Ｓ

Ａ用海水ピット及び緊急用海水系の取水経路，構内排

水路並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部からの流入の

可能性がある。 

特定した流入経路から津波が流入する可能性につい

て検討を行い，高潮ハザードの再現期間100年に対する

期待値を踏まえた裕度と比較して，十分に余裕のある

設計とする。特定した流入経路から，津波が流入する

ことを防止するため，津波防護施設として放水路に放

水路ゲート，構内排水路に構内排水路逆流防止設備を

設置する。 

＜中略＞ 

 

 

ﾇ(3)(ⅱ)-④工事の計

画では，「防潮扉 1」，

「防潮扉 2」があり，

個数 2と整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
1
 R
0 

ﾇ-49 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 
 

放水路ゲート 

 ﾇ(3)(ⅱ)-⑤個   数   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(3) 放水路ゲート 

種   類   逆流防止設備（ゲート，フラップゲ

ート） 

材   料   炭素鋼 

個   数   3（各放水路に 1 か所） 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.1.1.3 主要設備 

(4) 貯留堰 

基準津波による取水ピット内水位低下時に，非常用海

水ポンプの取水可能水位を下回ることのない設計とす

るため，非常用海水ポンプの継続運転が十分可能となる

よう，取水口前面に貯留堰を設置する。貯留堰の設計に

おいては，十分な支持性能を有する地盤に設置するとと

もに，基準地震動ＳＳによる地震力に対して津波防護機

能が十分に保持できる設計とする。また，波力による侵

食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対

する安定性を評価し，越流時の耐性にも配慮した上で，

入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できる設

計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用取水設備】（基本設計方針） 

1.  非常用取水設備の基本設計方針 

熱の逃がし場として，設計基準事故に対処するため

に必要となる残留熱除去系，非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の冷却用の

海水を，取水路，取水ピット及び海水ポンプ室から構

成される取水構造物により，確保できる設計とする。

また，基準津波による引き波時の取水ピット水位の低

下に対して，残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディー

ゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機用海水ポンプの取水可能水位を保持する

ため，取水口前面に貯留堰を設置し，ポンプの継続運

転が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑤工事の計

画では，「放水路ゲー

ト 1,2,3」があり，個

数 3 と整合している。
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貯留堰ﾇ(3)(ⅱ)-⑥（「非常用取水設備」と兼用） 

個   数   1 

構内排水路逆流防止設備 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑦個 数 9 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(5) 貯留堰（非常用取水設備と兼用）

種 類 鋼管矢板式堰 

材 料 炭素鋼 

個   数   1 

＜中略＞ 

10.6.1.1.3 主要設備 

(3) 構内排水路逆流防止設備

津波が構内排水路から津波防護対象設備（津波防護施

設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を

除く。）の設置された敷地に流入することを防止し，津

波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監

視設備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失しない

設計とするため，構内排水路逆流防止設備を設置する。

構内排水路逆流防止設備の設計においては，十分な支持

性能を有する構造物に設置するとともに，基準地震動Ｓ

Ｓによる地震力に対して津波防護機能が十分に保持でき

る設計とする。 

＜中略＞ 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(4) 構内排水路逆流防止設備

種 類 逆流防止設備（フラップゲート） 

材 料 ステンレス鋼 

個   数   9 

＜中略＞ 

【非常用取水設備】（要目表） 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3  津波防護対策 

1.3.1  設計基準対象施設 

(1) 敷地への浸水防止（外郭防護 1）

b. 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止

敷地への津波流入については，取水路，放水路，Ｓ

Ａ用海水ピット及び緊急用海水系の取水経路，構内排

水路並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部からの流入の

可能性がある。 

特定した流入経路から津波が流入する可能性につい

て検討を行い，高潮ハザードの再現期間100年に対する

期待値を踏まえた裕度と比較して，十分に余裕のある

設計とする。特定した流入経路から，津波が流入する

ことを防止するため，津波防護施設として放水路に放

水路ゲート，構内排水路に構内排水路逆流防止設備を

設置する。 

＜中略＞ 

【浸水防護施設】（要目表） 

「貯留堰」は設置変更

許可申請書（本文）に

おけるﾇ(3)(ⅱ)-⑥を

工事の計画の「その他

発電用原子炉の附属施

設」のうち「非常用取

水設備」に整理してお

り，整合している。 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑦工事の計

画では，構内排水路逆

流防止設備

1,2,3,4,5,6,7,8,9 が

あり，個数 9と整合し

ている。 
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10.6.1.1.3 主要設備 

(5) 取水路点検用開口部浸水防止蓋

津波が取水路点検用開口部から津波防護対象設備（津

波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取

水設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防

止し，津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，

津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失

しない設計とするため，取水路点検用開口部浸水防止蓋

を設置する。取水路点検用開口部浸水防止蓋の設計にお

いては，基準地震動ＳＳによる地震力に対して浸水防止

機能が十分に保持できるように設計する。また，浸水時

の波圧等に対する耐性を評価し，入力津波に対する浸水

防止機能が十分に保持できる設計とする。 

＜中略＞ 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3  津波防護対策 

1.3.1  設計基準対象施設 

(1) 敷地への浸水防止（外郭防護 1）

b. 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止

敷地への津波流入については，取水路，放水路，Ｓ

Ａ用海水ピット及び緊急用海水系の取水経路，構内排

水路並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部からの流入の

可能性がある。 

特定した流入経路から津波が流入する可能性につい

て検討を行い，高潮ハザードの再現期間100年に対する

期待値を踏まえた裕度と比較して，十分に余裕のある

設計とする。特定した流入経路から，津波が流入する

ことを防止するため， 

＜中略＞ 

また，浸水防止設備として，取水路に取水路点検用

開口部浸水防止蓋，海水ポンプ室に海水ポンプグラン

ドドレン排出口逆止弁，循環水ポンプ室に取水ピット

空気抜き配管逆止弁，放水路に放水路ゲート点検用開

口部浸水防止蓋，ＳＡ用海水ピットにＳＡ用海水ピッ

ト開口部浸水防止蓋並びに緊急用海水ポンプピットに

緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋，緊

急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び緊急

用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁を設置する。



 
 
  

 

 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
1
 R
0 

ﾇ-52 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 
 

取水路点検用開口部浸水防止蓋  

ﾇ(3)(ⅱ)-⑧個   数   10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(6) 取水路点検用開口部浸水防止蓋 

種   類   浸水防止蓋 

材   料   ステンレス鋼 

個   数   10 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.1.1.3 主要設備 

(6) 海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

津波が海水ポンプグランドドレン排出口から海水ポ

ンプ室に流入することを防止し，津波防護対象設備（津

波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取

水設備を除く。）が機能喪失しない設計とするため，海

水ポンプグランドドレン排出口逆止弁を設置する。海水

ポンプグランドドレン排出口逆止弁の設計においては，

基準地震動ＳＳによる地震力に対して浸水防止機能が十

分に保持できるように設計する。また，浸水時の波圧等

に対する耐性を評価し，入力津波に対する浸水防止機能

が十分に保持できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3  津波防護対策 

1.3.1  設計基準対象施設 

(1)  敷地への浸水防止（外郭防護 1） 

b. 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

敷地への津波流入については，取水路，放水路，Ｓ

Ａ用海水ピット及び緊急用海水系の取水経路，構内排

水路並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部からの流入の

可能性がある。 

特定した流入経路から津波が流入する可能性につい

て検討を行い，高潮ハザードの再現期間100年に対する

期待値を踏まえた裕度と比較して，十分に余裕のある

設計とする。特定した流入経路から，津波が流入する

ことを防止するため， 

＜中略＞ 

また，浸水防止設備として，取水路に取水路点検用

開口部浸水防止蓋，海水ポンプ室に海水ポンプグラン

ドドレン排出口逆止弁，循環水ポンプ室に取水ピット

空気抜き配管逆止弁，放水路に放水路ゲート点検用開

口部浸水防止蓋，ＳＡ用海水ピットにＳＡ用海水ピッ

ト開口部浸水防止蓋並びに緊急用海水ポンプピットに

 

 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑧工事の計

画では，取水路点検用

開口部浸水防止蓋

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

があり，個数 10 と整合

している。 
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海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

 ﾇ(3)(ⅱ)-⑨個   数   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(7) 海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

種   類   逆流防止設備（逆止弁） 

材   料   ステンレス鋼 

個   数   2 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.1.1.3 主要設備 

(7) 取水ピット空気抜き配管逆止弁 

津波が取水ピット空気抜き配管から循環水ポンプ室

に流入することを防止することにより，隣接する海水ポ

ンプ室に浸水することを防止し，津波防護対象設備（津

波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取

水設備を除く。）が機能喪失しない設計とするため，取

水ピット空気抜き配管逆止弁を設置する。取水ピット空

気抜き配管逆止弁の設計においては，基準地震動ＳＳに

よる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できる

ように設計する。また，浸水時の波圧等に対する耐性を

評価し，入力津波に対する浸水防止機能が十分に保持で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋，緊

急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び緊急

用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁を設置する。 

 

【浸水防護施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3  津波防護対策 

1.3.1  設計基準対象施設 

(1)  敷地への浸水防止（外郭防護 1） 

b. 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

敷地への津波流入については，取水路，放水路，Ｓ

Ａ用海水ピット及び緊急用海水系の取水経路，構内排

水路並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部からの流入の

可能性がある。 

特定した流入経路から津波が流入する可能性につい

て検討を行い，高潮ハザードの再現期間100年に対する

期待値を踏まえた裕度と比較して，十分に余裕のある

設計とする。特定した流入経路から，津波が流入する

ことを防止するため， 

＜中略＞ 

また，浸水防止設備として，取水路に取水路点検用

開口部浸水防止蓋，海水ポンプ室に海水ポンプグラン

ドドレン排出口逆止弁，循環水ポンプ室に取水ピット

空気抜き配管逆止弁，放水路に放水路ゲート点検用開

口部浸水防止蓋，ＳＡ用海水ピットにＳＡ用海水ピッ

ト開口部浸水防止蓋並びに緊急用海水ポンプピットに

緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋，緊

急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び緊急

用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑨工事の計

画では，海水ポンプグ

ランドドレン排出口逆

止弁 1,2 があり，個数

2 と整合している。 
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取水ピット空気抜き配管逆止弁 

 ﾇ(3)(ⅱ)-⑩個   数   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(8) 取水ピット空気抜き配管逆止弁 

種   類   逆流防止設備（逆止弁） 

材   料   ステンレス鋼 

個   数   3 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.1.1.3 主要設備 

(8) 放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 

津波が放水路ゲート点検用開口部から津波防護対象

設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び

非常用取水設備を除く。）の設置された敷地に流入する

ことを防止し，津波防護対象設備（津波防護施設，浸水

防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）

が機能喪失しない設計とするため，放水路ゲート点検用

開口部浸水防止蓋を設置する。放水路ゲート点検用開口

部浸水防止蓋の設計においては，基準地震動ＳＳによる

地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう

に設計する。また，浸水時の波圧等に対する耐性を評価

し，入力津波に対する浸水防止機能が十分に保持できる

設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3  津波防護対策 

1.3.1  設計基準対象施設 

(1)  敷地への浸水防止（外郭防護 1） 

b. 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

敷地への津波流入については，取水路，放水路，Ｓ

Ａ用海水ピット及び緊急用海水系の取水経路，構内排

水路並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部からの流入の

可能性がある。 

特定した流入経路から津波が流入する可能性につい

て検討を行い，高潮ハザードの再現期間100年に対する

期待値を踏まえた裕度と比較して，十分に余裕のある

設計とする。特定した流入経路から，津波が流入する

ことを防止するため， 

＜中略＞ 

また，浸水防止設備として，取水路に取水路点検用

開口部浸水防止蓋，海水ポンプ室に海水ポンプグラン

ドドレン排出口逆止弁，循環水ポンプ室に取水ピット

空気抜き配管逆止弁，放水路に放水路ゲート点検用開

口部浸水防止蓋，ＳＡ用海水ピットにＳＡ用海水ピッ

ト開口部浸水防止蓋並びに緊急用海水ポンプピットに

緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋，緊

急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び緊急

用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑩工事の計

画では，取水ピット空

気抜き配管逆止弁

1,2,3 があり，個数 3

と整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
1
 R
0 

ﾇ-55 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 
 

放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 

 ﾇ(3)(ⅱ)-⑪個   数   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(9) 放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 

種   類   浸水防止蓋 

材   料   炭素鋼 

個   数   3 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.1.1.3 主要設備 

(9) ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋 

津波がＳＡ用海水ピット開口部から津波防護対象設

備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非

常用取水設備を除く。）の設置された敷地に流入するこ

とを防止し，津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防

止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）が

機能喪失しない設計とするため，ＳＡ用海水ピット開口

部浸水防止蓋を設置する。ＳＡ用海水ピット開口部浸水

防止蓋の設計においては，基準地震動ＳＳによる地震力

に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計

する。また，浸水時の波圧等に対する耐性を評価し，入

力津波に対する浸水防止機能が十分に保持できる設計

とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3  津波防護対策 

1.3.1  設計基準対象施設 

(1)  敷地への浸水防止（外郭防護 1） 

b. 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

敷地への津波流入については，取水路，放水路，Ｓ

Ａ用海水ピット及び緊急用海水系の取水経路，構内排

水路並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部からの流入の

可能性がある。 

特定した流入経路から津波が流入する可能性につい

て検討を行い，高潮ハザードの再現期間100年に対する

期待値を踏まえた裕度と比較して，十分に余裕のある

設計とする。特定した流入経路から，津波が流入する

ことを防止するため， 

＜中略＞ 

また，浸水防止設備として，取水路に取水路点検用

開口部浸水防止蓋，海水ポンプ室に海水ポンプグラン

ドドレン排出口逆止弁，循環水ポンプ室に取水ピット

空気抜き配管逆止弁，放水路に放水路ゲート点検用開

口部浸水防止蓋，ＳＡ用海水ピットにＳＡ用海水ピッ

ト開口部浸水防止蓋並びに緊急用海水ポンプピットに

緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋，緊

急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び緊急

用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑪工事の計

画では，放水路ゲート

点検用開口部浸水防止

蓋 1,2,3 があり，個数

3 と整合している。 
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ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋 

 ﾇ(3)(ⅱ)-⑫個   数   6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(10) ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋 

種   類   浸水防止蓋 

材   料   炭素鋼 

個   数   6 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.1.1.3 主要設備 

(10) 緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋 

 津波が緊急用海水ポンプピット点検用開口部から緊急

用海水ポンプ室に流入することを防止することにより，津

波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視

設備及び非常用取水設備を除く。）の設置された敷地に流

入することを防止し，津波防護対象設備（津波防護施設，

浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）

が機能喪失しない設計とするため，緊急用海水ポンプピッ

ト点検用開口部浸水防止蓋を設置する。緊急用海水ポンプ

ピット点検用開口部浸水防止蓋の設計においては，基準地

震動ＳＳによる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持

できるように設計する。また，浸水時の波圧等に対する耐

性を評価し，入力津波に対する浸水防止機能が十分に保持

できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3  津波防護対策 

1.3.1  設計基準対象施設 

(1)  敷地への浸水防止（外郭防護 1） 

b. 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

敷地への津波流入については，取水路，放水路，Ｓ

Ａ用海水ピット及び緊急用海水系の取水経路，構内排

水路並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部からの流入の

可能性がある。 

特定した流入経路から津波が流入する可能性につい

て検討を行い，高潮ハザードの再現期間100年に対する

期待値を踏まえた裕度と比較して，十分に余裕のある

設計とする。特定した流入経路から，津波が流入する

ことを防止するため， 

＜中略＞ 

また，浸水防止設備として，取水路に取水路点検用

開口部浸水防止蓋，海水ポンプ室に海水ポンプグラン

ドドレン排出口逆止弁，循環水ポンプ室に取水ピット

空気抜き配管逆止弁，放水路に放水路ゲート点検用開

口部浸水防止蓋，ＳＡ用海水ピットにＳＡ用海水ピッ

ト開口部浸水防止蓋並びに緊急用海水ポンプピットに

緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋，緊

急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び緊急

用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑫工事の計

画では，ＳＡ用海水ピ

ット開口部浸水防止蓋

1,2,3,4,5,6 があり，

個数 6と整合してい

る。 
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緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋 

 ﾇ(3)(ⅱ)-⑬個   数   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(11) 緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋 

種   類   浸水防止蓋 

材   料   ステンレス鋼 

個   数   1 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.1.1.3 主要設備 

(11) 緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

津波が緊急用海水ポンプグランドドレン排出口から

緊急用海水ポンプ室に流入することを防止することに

より，津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，

津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）の設置され

た敷地に流入することを防止し，津波防護対象設備（津

波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取

水設備を除く。）が機能喪失しない設計とするため，緊

急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁を設置す

る。緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の設

計においては，基準地震動ＳＳによる地震力に対して浸

水防止機能が十分に保持できるように設計する。また，

浸水時の波圧等に対する耐性を評価し，入力津波に対す

る浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3  津波防護対策 

1.3.1  設計基準対象施設 

(1)  敷地への浸水防止（外郭防護 1） 

b. 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

敷地への津波流入については，取水路，放水路，Ｓ

Ａ用海水ピット及び緊急用海水系の取水経路，構内排

水路並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部からの流入の

可能性がある。 

特定した流入経路から津波が流入する可能性につい

て検討を行い，高潮ハザードの再現期間100年に対する

期待値を踏まえた裕度と比較して，十分に余裕のある

設計とする。特定した流入経路から，津波が流入する

ことを防止するため， 

＜中略＞ 

また，浸水防止設備として，取水路に取水路点検用

開口部浸水防止蓋，海水ポンプ室に海水ポンプグラン

ドドレン排出口逆止弁，循環水ポンプ室に取水ピット

空気抜き配管逆止弁，放水路に放水路ゲート点検用開

口部浸水防止蓋，ＳＡ用海水ピットにＳＡ用海水ピッ

ト開口部浸水防止蓋並びに緊急用海水ポンプピットに

緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋，緊

急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び緊急

用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ﾇ(3)(ⅱ)-⑬緊急用

海水ポンプピット点検

用開口部浸水防止蓋の

個数については，添付

図面「その他の発電用

原子炉の附属施設 浸

水防護施設 外郭浸水

防護設備に係る機器の

配置を明示した図面（1

／2）」（第 9-4-1-1-1 

図）に示す。 
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緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

 ﾇ(3)(ⅱ)-⑭個   数   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(12) 緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

種   類   逆流防止設備（逆止弁） 

材   料   ステンレス鋼 

個   数   １ 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.1.1.3 主要設備 

(12) 緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁 

津波が緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口から緊急

用海水ポンプ室に流入することを防止することにより，

津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波

監視設備及び非常用取水設備を除く。）の設置された敷

地に流入することを防止し，津波防護対象設備（津波防

護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設

備を除く。）が機能喪失しない設計とするため，緊急用

海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁を設置する。緊急用

海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の設計においては，

基準地震動ＳＳによる地震力に対して浸水防止機能が十

分に保持できるように設計する。また，浸水時の波圧等

に対する耐性を評価し，入力津波に対する浸水防止機能

が十分に保持できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3  津波防護対策 

1.3.1  設計基準対象施設 

(1)  敷地への浸水防止（外郭防護 1） 

b. 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

敷地への津波流入については，取水路，放水路，ＳＡ

用海水ピット及び緊急用海水系の取水経路，構内排水路

並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部からの流入の可能性

がある。 

特定した流入経路から津波が流入する可能性について

検討を行い，高潮ハザードの再現期間100年に対する期待

値を踏まえた裕度と比較して，十分に余裕のある設計と

する。特定した流入経路から，津波が流入することを防

止するため， 

＜中略＞ 

また，浸水防止設備として，取水路に取水路点検用開口

部浸水防止蓋，海水ポンプ室に海水ポンプグランドドレ

ン排出口逆止弁，循環水ポンプ室に取水ピット空気抜き

配管逆止弁，放水路に放水路ゲート点検用開口部浸水防

止蓋，ＳＡ用海水ピットにＳＡ用海水ピット開口部浸水

防止蓋並びに緊急用海水ポンプピットに緊急用海水ポン

プピット点検用開口部浸水防止蓋，緊急用海水ポンプグ

ランドドレン排出口逆止弁及び緊急用海水ポンプ室床ド

レン排出口逆止弁を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑭緊急用海

水ポンプグランドドレ

ン排出口逆止弁の個数

については，添付図面

「その他の発電用原子

炉の附属施設 浸水防

護施設 外郭浸水防護

設備に係る機器の配置

を明示した図面（1／

2）」（第 9-4-1-1-1 

図）に示す。 
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緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑮個 数 1 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(13) 緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁

種 類 逆流防止設備（逆止弁） 

材 料 ステンレス鋼 

個   数   1 

＜中略＞ 

10.6.1.2 重大事故等対処施設 

10.6.1.2.3 主要設備 

(1) 緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋

緊急用海水ポンプ点検用開口部から浸水防護重点化範

囲への溢水及び津波の流入を防止し，津波防護対象設備

（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用

取水設備を除く。）が機能喪失しない設計とするため，緊

急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋を設置する。緊急

用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋の設計においては，

基準地震動ＳＳによる地震力に対して浸水防止機能が十分

に保持できるように設計する。また，溢水による静水圧と

して作用する荷重及び余震荷重を考慮した場合において，

浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。 

【浸水防護施設】（要目表） 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3  津波防護対策 

1.3.2  重大事故等対処施設 

(3) 津波による溢水の重大事故等に対処するために必要

な機能への影響防止（内郭防護）

b. 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量につい

ては，以下のとおり地震による溢水の影響も含めて確

認を行い，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のあ

る経路，浸水口等を特定し，浸水対策を実施する。 

浸水防護重点化範囲のうち，原子炉建屋，海水ポン

プ室，非常用海水系配管及び軽油貯蔵タンク（地下

式）については，「1.3.1 設計基準対象施設」を適用

する。 

また，浸水重点化範囲のうち，緊急時対策所建屋，

可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側），可搬型

重大事故等対処設備置場（南側），格納容器圧力逃が

し装置格納槽，常設低圧代替注水系格納槽，緊急用海

水ポンプピット，西側淡水貯水設備，常設代替高圧電

源装置置場及び常設代替高圧電源装置用カルバートに

ついては，以下に示す。 

屋外の非常用海水系配管（戻り管）の破損箇所から

津波の流入を防止するため，格納容器圧力逃がし装置

格納槽に格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハ

ッチの設置，常設低圧代替注水系格納槽に常設低圧代

替注水系格納槽点検用水密ハッチ及び常設低圧代替注

水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチの設置，緊急用

海水ポンプピットに緊急用海水ポンプ点検用開口部浸

水防止蓋及び緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防

止蓋の設置，常設代替高圧電源装置用カルバートに常

設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉

の設置を実施する。 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑮緊急用海

水ポンプ室床ドレン排

出口逆止弁の個数につ

いては，添付図面「そ

の他の発電用原子炉の

附属施設 浸水防護施

設 外郭浸水防護設備

に係る機器の配置を明

示した図面（1／2）」

（第 9-4-1-1-1 図）に

示す。 
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑯個 数 2 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(15) 緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋

種 類 浸水防止蓋 

材 料 ステンレス鋼 

個   数   2 

＜中略＞ 

10.6.1.2.3 主要設備 

(2) 緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋

緊急用海水ポンプ室人員用開口部から浸水防護重点

化範囲への溢水及び津波の流入を防止し，津波防護対象

設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び

非常用取水設備を除く。）が機能喪失しない設計とする

ため，緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋を設

置する。緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋の

設計においては，基準地震動ＳＳによる地震力に対して

浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。ま

【浸水防護施設】（要目表） 

【浸水防護施設】（要目表） 

2  内郭浸水防護設備に係る次の事項 

(1) 防水区画構造物の名称，種類，主要寸法，材料及び

取付箇所

以下の設備は，外郭浸水防護設備であり，内郭浸水防

護設備として本工事計画で兼用とする。 

＜中略＞ 

緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋 

＜中略＞ 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3  津波防護対策 

1.3.2  重大事故等対処施設 

(3) 津波による溢水の重大事故等に対処するために必要

な機能への影響防止（内郭防護）

b. 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量につい

ては，以下のとおり地震による溢水の影響も含めて確

認を行い，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のあ

る経路，浸水口等を特定し，浸水対策を実施する。 

浸水防護重点化範囲のうち，原子炉建屋，海水ポン

プ室，非常用海水系配管及び軽油貯蔵タンク（地下

式）については，「1.3.1 設計基準対象施設」を適用

する。 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑯緊急用海

水ポンプ点検用開口部

浸水防止蓋の個数につ

いては，添付図面「そ

の他の発電用原子炉の

附属施設 浸水防護施

設 外郭浸水防護設備

に係る機器の配置を明

示した図面（1／2）」

（第 9-4-1-1-1 図）に

示す。 
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑰個 数 1 

た，溢水による静水圧として作用する荷重及び余震荷重

を考慮した場合において，浸水防止機能が十分に保持で

きる設計とする。 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(16) 緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋

種 類 逆流防止蓋 

材 料 ステンレス鋼 

個   数   1 

＜中略＞ 

また，浸水重点化範囲のうち，緊急時対策所建屋，

可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側），可搬型

重大事故等対処設備置場（南側），格納容器圧力逃が

し装置格納槽，常設低圧代替注水系格納槽，緊急用海

水ポンプピット，西側淡水貯水設備，常設代替高圧電

源装置置場及び常設代替高圧電源装置用カルバートに

ついては，以下に示す。 

屋外の非常用海水系配管（戻り管）の破損箇所から

津波の流入を防止するため，格納容器圧力逃がし装置

格納槽に格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハ

ッチの設置，常設低圧代替注水系格納槽に常設低圧代

替注水系格納槽点検用水密ハッチ及び常設低圧代替注

水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチの設置，緊急用

海水ポンプピットに緊急用海水ポンプ点検用開口部浸

水防止蓋及び緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防

止蓋の設置，常設代替高圧電源装置用カルバートに常

設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉

の設置を実施する。 

【浸水防護施設】（要目表） 

【浸水防護施設】（要目表） 

2  内郭浸水防護設備に係る次の事項 

(1) 防水区画構造物の名称，種類，主要寸法，材料及び

取付箇所

以下の設備は，外郭浸水防護設備であり，内郭浸水防

護設備として本工事計画で兼用とする。 

＜中略＞ 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑰緊急用海

水ポンプ室人員用開口

部浸水防止蓋の個数に

ついては，添付図面

「その他の発電用原子

炉の附属施設 浸水防

護施設 外郭浸水防護

設備に係る機器の配置

を明示した図面（1／

2）」（第 9-4-1-1-1

図）に示す。



 
 
  

 

 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
1
 R
0 

ﾇ-62 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.1.2.3 主要設備 

(3) 格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ 

緊急用海水ポンプ点検用開口部から浸水防護重点化

範囲への溢水及び津波の流入を防止し，津波防護対象設

備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非

常用取水設備を除く。）が機能喪失しない設計とするた

め，緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋を設置す

る。緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋の設計に

おいては，基準地震動ＳＳによる地震力に対して浸水防

止機能が十分に保持できるように設計する。また，溢水

による静水圧として作用する荷重及び余震荷重を考慮

した場合において，浸水防止機能が十分に保持できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋 

＜中略＞ 

 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3  津波防護対策 

1.3.2  重大事故等対処施設 

(3)  津波による溢水の重大事故等に対処するために必要

な機能への影響防止（内郭防護） 

b. 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量につい

ては，以下のとおり地震による溢水の影響も含めて確

認を行い，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のあ

る経路，浸水口等を特定し，浸水対策を実施する。 

浸水防護重点化範囲のうち，原子炉建屋，海水ポン

プ室，非常用海水系配管及び軽油貯蔵タンク（地下

式）については，「1.3.1 設計基準対象施設」を適用

する。 

また，浸水重点化範囲のうち，緊急時対策所建屋，

可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側），可搬型

重大事故等対処設備置場（南側），格納容器圧力逃が

し装置格納槽，常設低圧代替注水系格納槽，緊急用海

水ポンプピット，西側淡水貯水設備，常設代替高圧電

源装置置場及び常設代替高圧電源装置用カルバートに

ついては，以下に示す。 

屋外の非常用海水系配管（戻り管）の破損箇所から

津波の流入を防止するため，格納容器圧力逃がし装置

格納槽に格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハ

ッチの設置，常設低圧代替注水系格納槽に常設低圧代

替注水系格納槽点検用水密ハッチ及び常設低圧代替注

水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチの設置，緊急用

海水ポンプピットに緊急用海水ポンプ点検用開口部浸

水防止蓋及び緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防

止蓋の設置，常設代替高圧電源装置用カルバートに常

設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉

の設置を実施する。 
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑱個 数 2 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(17) 格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ

種 類 水密ハッチ 

材 料 ステンレス鋼 

個   数   2 

＜中略＞ 

【浸水防護施設】（要目表） 

【浸水防護施設】（要目表） 

2  内郭浸水防護設備に係る次の事項 

(1) 防水区画構造物の名称，種類，主要寸法，材料及び

取付箇所

以下の設備は，外郭浸水防護設備であり，内郭浸水防

護設備として本工事計画で兼用とする。 

＜中略＞ 

格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチＡ 

格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチＢ 

＜中略＞ 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑱工事の計

画では，格納容器圧力

逃がし装置格納槽点検

用水密ハッチＡ,Ｂがあ

り，個数 2と整合して

いる。 
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.1.2.3 主要設備 

(4) 常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ 

  常設低圧代替注水系格納槽点検用開口部から浸水防

護重点化範囲への溢水及び津波の流入を防止し，津波防

護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設

備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失しない設計

とするため，常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッ

チを設置する。常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハ

ッチの設計においては，基準地震動ＳＳによる地震力に

対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計す

る。また，溢水による静水圧として作用する荷重及び余

震荷重を考慮した場合において，浸水防止機能が十分に

保持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3  津波防護対策 

1.3.2  重大事故等対処施設 

(3)  津波による溢水の重大事故等に対処するために必要

な機能への影響防止（内郭防護） 

b. 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量につい

ては，以下のとおり地震による溢水の影響も含めて確

認を行い，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のあ

る経路，浸水口等を特定し，浸水対策を実施する。 

浸水防護重点化範囲のうち，原子炉建屋，海水ポン

プ室，非常用海水系配管及び軽油貯蔵タンク（地下

式）については，「1.3.1 設計基準対象施設」を適用

する。 

また，浸水重点化範囲のうち，緊急時対策所建屋，

可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側），可搬型

重大事故等対処設備置場（南側），格納容器圧力逃が

し装置格納槽，常設低圧代替注水系格納槽，緊急用海

水ポンプピット，西側淡水貯水設備，常設代替高圧電

源装置置場及び常設代替高圧電源装置用カルバートに

ついては，以下に示す。 

屋外の非常用海水系配管（戻り管）の破損箇所から

津波の流入を防止するため，格納容器圧力逃がし装置

格納槽に格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハ

ッチの設置，常設低圧代替注水系格納槽に常設低圧代

替注水系格納槽点検用水密ハッチ及び常設低圧代替注

水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチの設置，緊急用

海水ポンプピットに緊急用海水ポンプ点検用開口部浸

水防止蓋及び緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防

止蓋の設置，常設代替高圧電源装置用カルバートに常

設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉

の設置を実施する。 
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑲個 数 1 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(18) 常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ

種 類 水密ハッチ 

材 料 ステンレス鋼 

個   数   1 

＜中略＞ 

10.6.1.2.3 主要設備 

(5) 常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッ

チ

常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用開口部か

ら浸水防護重点化範囲への溢水及び津波の流入を防止

し，津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，

津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失

しない設計とするため，常設低圧代替注水系格納槽可搬

型ポンプ用水密ハッチを設置する。常設低圧代替注水系

格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチの設計においては，基

準地震動ＳＳによる地震力に対して浸水防止機能が十分

に保持できるように設計する。また，溢水による静水圧

として作用する荷重及び余震荷重を考慮した場合にお

いて，浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。 

【浸水防護施設】（要目表） 

【浸水防護施設】（要目表） 

2  内郭浸水防護設備に係る次の事項 

(1) 防水区画構造物の名称，種類，主要寸法，材料及び

取付箇所

以下の設備は，外郭浸水防護設備であり，内郭浸水防

護設備として本工事計画で兼用とする。 

＜中略＞ 

常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ 

＜中略＞ 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3  津波防護対策 

1.3.2  重大事故等対処施設 

(3) 津波による溢水の重大事故等に対処するために必要

な機能への影響防止（内郭防護）

b. 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量につい

ては，以下のとおり地震による溢水の影響も含めて確

認を行い，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のあ

る経路，浸水口等を特定し，浸水対策を実施する。 

浸水防護重点化範囲のうち，原子炉建屋，海水ポン

プ室，非常用海水系配管及び軽油貯蔵タンク（地下

式）については，「1.3.1 設計基準対象施設」を適用

する。 

また，浸水重点化範囲のうち，緊急時対策所建屋，

可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側），可搬型

重大事故等対処設備置場（南側），格納容器圧力逃が

し装置格納槽，常設低圧代替注水系格納槽，緊急用海

水ポンプピット，西側淡水貯水設備，常設代替高圧電

ﾇ(3)(ⅱ)-⑲常設低圧

代替注水系格納槽点検

用水密ハッチの個数に

ついては，添付図面

「その他の発電用原子

炉の附属施設 浸水防

護施設 外郭浸水防護

設備に係る機器の配置

を明示した図面（1／

2）」（第 9-4-1-1-1

図）に示す。
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常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑳個 数 2 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(19) 常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハ

ッチ 

種 類 水密ハッチ 

材 料 ステンレス鋼 

個   数   2 

＜中略＞ 

源装置置場及び常設代替高圧電源装置用カルバートに

ついては，以下に示す。 

屋外の非常用海水系配管（戻り管）の破損箇所から

津波の流入を防止するため，格納容器圧力逃がし装置

格納槽に格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハ

ッチの設置，常設低圧代替注水系格納槽に常設低圧代

替注水系格納槽点検用水密ハッチ及び常設低圧代替注

水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチの設置，緊急用

海水ポンプピットに緊急用海水ポンプ点検用開口部浸

水防止蓋及び緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防

止蓋の設置，常設代替高圧電源装置用カルバートに常

設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉

の設置を実施する。 

【浸水防護施設】（要目表） 

【浸水防護施設】（要目表） 

2  内郭浸水防護設備に係る次の事項 

(1) 防水区画構造物の名称，種類，主要寸法，材料及び

取付箇所

以下の設備は，外郭浸水防護設備であり，内郭浸水防

護設備として本工事計画で兼用とする。 

＜中略＞ 

常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ

Ａ，Ｂ 

＜中略＞ 

ﾇ(3)(ⅱ)-⑳工事の計

画では，常設低圧代替

注水系格納槽可搬型ポ

ンプ用水密ハッチＡ，

Ｂがあり，個数 2 と整

合している。
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10.6.1.2.3 主要設備 

防潮堤及び防潮扉，放水路ゲート，構内排水路逆流防

止設備，貯留堰，取水路点検用開口部浸水防止蓋，海水

ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋，海水ポンプグラン

ドドレン排出口逆止弁，取水ピット空気抜き配管逆止

弁，放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋，ＳＡ用海水

ピット開口部浸水防止蓋，緊急用海水ポンプピット点検

用開口部浸水防止蓋，緊急用海水ポンプグランドドレン

排出口逆止弁，緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止

弁，軽油貯蔵タンク点検用開口部浸水防止蓋，海水ポン

プ室貫通部止水処置，防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水

処置並びに原子炉建屋境界貫通部止水処置については，

「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。 

＜中略＞ 

 

 

10.6.1.2.3 主要設備 

(7) 常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水

密扉 

常設代替高圧電源装置用カルバートの原子炉建屋側

の出入口から浸水防護重点化範囲への溢水及び津波の

流入を防止し，津波防護対象設備（津波防護施設，浸水

防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）

が機能喪失しない設計とするため，常設代替高圧電源装

置用カルバート原子炉建屋側水密扉を設置する。常設代

替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉の設

計においては，基準地震動ＳＳによる地震力に対して浸

水防止機能が十分に保持できるように設計する。また，

溢水による静水圧として作用する荷重及び余震荷重を

考慮した場合において，浸水防止機能が十分に保持でき

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3  津波防護対策 

1.3.2  重大事故等対処施設 

(3)  津波による溢水の重大事故等に対処するために必要

な機能への影響防止（内郭防護） 

b. 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量につい

ては，以下のとおり地震による溢水の影響も含めて確

認を行い，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のあ

る経路，浸水口等を特定し，浸水対策を実施する。 

浸水防護重点化範囲のうち，原子炉建屋，海水ポン

プ室，非常用海水系配管及び軽油貯蔵タンク（地下

式）については，「1.3.1 設計基準対象施設」を適用

する。 

また，浸水重点化範囲のうち，緊急時対策所建屋，

可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側），可搬型

重大事故等対処設備置場（南側），格納容器圧力逃が

し装置格納槽，常設低圧代替注水系格納槽，緊急用海

水ポンプピット，西側淡水貯水設備，常設代替高圧電

源装置置場及び常設代替高圧電源装置用カルバートに

ついては，以下に示す。 

屋外の非常用海水系配管（戻り管）の破損箇所から

津波の流入を防止するため，格納容器圧力逃がし装置

格納槽に格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハ

ッチの設置，常設低圧代替注水系格納槽に常設低圧代

替注水系格納槽点検用水密ハッチ及び常設低圧代替注

水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチの設置，緊急用

海水ポンプピットに緊急用海水ポンプ点検用開口部浸

水防止蓋及び緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防

止蓋の設置，常設代替高圧電源装置用カルバートに常
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常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密

扉 

 ﾇ(3)(ⅱ)- 個   数   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(22) 常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側

水密扉 

種   類   水密扉 

材   料   炭素鋼 

個   数   1 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉

の設置を実施する。 

 

  

【浸水防護施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（要目表） 

2  内郭浸水防護設備に係る次の事項 

(1)  防水区画構造物の名称，種類，主要寸法，材料及び

取付箇所 

以下の設備は，外郭浸水防護設備であり，内郭浸水防

護設備として本工事計画で兼用とする。 

＜中略＞ 

常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅱ)- 常設代替

高圧電源装置用カルバ

ート原子炉建屋側水密

扉の個数については，

添付図面「その他の発

電用原子炉の附属施設 

浸水防護施設 外郭浸

水防護設備に係る機器

の配置を明示した図面

（1／2）」（第 9-4-1-

1-1 図）に示す。 
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ﾇ(3)(ⅱ)- 原子炉建屋水密扉 

ﾇ(3)(ⅱ)- 個   数  6 

【浸水防護施設】（要目表） 

工 事 の 計 画 の ﾇ

(3)(ⅱ)- は，設置変

更許可申請書(本文)のﾇ

(3)(ⅱ)- を具体的に

記載しており整合して

いる。

ﾇ(3)(ⅱ)- 原子炉建

屋水密扉の個数につい

ては，添付図面「その

他の発電用原子炉の附

属施設 浸水防護施設 

外郭浸水防護設備に係

る機器の配置を明示し

た図面（2／2）」（第 

9-4-1-1-2 図）に示

す。

ﾇ(3)(ⅱ)-

ﾇ(3)(ⅱ)-
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ﾇ(3)(ⅱ)-

ﾇ(3)(ⅱ)-
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10.6.1.1.3 主要設備 

(13) 海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋 

  海水ポンプ室ケーブル点検口から浸水防護重点化範

囲への溢水の流入を防止し，津波防護対象設備（津波防

護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設

備を除く。）が機能喪失しない設計とするため，海水ポ

ンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋を設置する。海水ポン

プ室ケーブル点検口浸水防止蓋の設計においては，基準

地震動ＳＳによる地震力に対して浸水防止機能が十分に

保持できるように設計する。また，溢水による静水圧と

して作用する荷重及び余震荷重を考慮した場合におい

て，浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（要目表） 

2  内郭浸水防護設備に係る次の事項 

(1)  防水区画構造物の名称，種類，主要寸法，材料及び

取付箇所 

以下の設備は，外郭浸水防護設備であり，内郭浸水防

護設備として本工事計画で兼用とする。 

ﾇ(3)(ⅱ)- 原子炉建屋原子炉棟水密扉 

ﾇ(3)(ⅱ)- 原子炉建屋付属棟東側水密扉 

ﾇ(3)(ⅱ)- 原子炉建屋付属棟西側水密扉 

ﾇ(3)(ⅱ)- 原子炉建屋付属棟南側水密扉 

ﾇ(3)(ⅱ)- 原子炉建屋付属棟北側水密扉1 

ﾇ(3)(ⅱ)- 原子炉建屋付属棟北側水密扉 2 

＜中略＞ 

 

 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3 津波防護対策 

1.3.1 設計基準対象施設 

(2) 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護2） 

b. 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量につい

ては，以下のとおり地震による溢水の影響も含めて確

認を行い，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のあ

る経路，浸水口を特定し，浸水対策を実施する。具体

的には，タービン建屋から浸水防護重点化範囲（原子

炉建屋）への地震による循環水系配管の損傷箇所から

の津波の流入等を防止するため，タービン建屋と隣接

する原子炉建屋の地下階の貫通部に対して止水処置を

実施する。屋外の循環水系配管の損傷箇所から海水ポ

ンプ室への津波の流入を防止するため，海水ポンプ室

貫通部止水処置を実施する。また，屋外の非常用海水

系配管（戻り管）の破損箇所から津波の流入を防止す

るため，貫通部止水処置に加えて，海水ポンプ室ケー

ブル点検口浸水防止蓋の設置を実施する。 
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海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋（「津波に対す

る防護設備」及び「内部溢水に対する防護設備」と兼用）

 ﾇ(3)(ⅱ)- 個   数   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海水ポンプ室貫通部止水処置（「津波に対する防護設備」

及び「内部溢水に対する防護設備」と兼用） 

個   数   一式 

 

 

 

 

 

 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(14) 海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋 

種   類   浸水防止蓋 

材   料   ステンレス鋼 

個   数   3 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.1.1.3 主要設備 

(14) 海水ポンプ室貫通部止水処置 

地震による循環水ポンプ室内の循環水系配管の損傷

に伴う溢水が浸水防護重点化範囲である海水ポンプ室

に流入することを防止し，津波防護対象設備（津波防護

施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備

を除く。）が機能喪失しない設計とするため，海水ポン

プ室貫通部止水処置を実施する。海水ポンプ室貫通部止

水処置の設計においては，基準地震動ＳＳによる地震力

に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計

する。また，溢水による静水圧として作用する荷重及び

余震荷重を考慮した場合において，浸水防止機能が十分

に保持できる設計とする。 

 

 

 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(23) 海水ポンプ室貫通部止水処置 

種   類   貫通部止水 

材   料   シール材 

個   数   一式 

＜中略＞ 

 

 

【浸水防護施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3 津波防護対策 

1.3.1 設計基準対象施設 

(2) 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護2） 

b. 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量につい

ては，以下のとおり地震による溢水の影響も含めて確

認を行い，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のあ

る経路，浸水口を特定し，浸水対策を実施する。具体

的には，タービン建屋から浸水防護重点化範囲（原子

炉建屋）への地震による循環水系配管の損傷箇所から

の津波の流入等を防止するため，タービン建屋と隣接

する原子炉建屋の地下階の貫通部に対して止水処置を

実施する。屋外の循環水系配管の損傷箇所から海水ポ

ンプ室への津波の流入を防止するため，海水ポンプ室

貫通部止水処置を実施する。また，屋外の非常用海水

系配管（戻り管）の破損箇所から津波の流入を防止す

るため，貫通部止水処置に加えて，海水ポンプ室ケー

ブル点検口浸水防止蓋の設置を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅱ)- 工事の計

画では，海水ポンプ室

ケーブル点検口浸水防

止蓋1,2,3があり，個数

3と整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画にて海水ポ

ンプ室貫通部止水処置

を実施することとして

おり，設置変更許可申

請書（本文）の海水ポ

ンプ室貫通部止水処置

一式と整合している。
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防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置 

（防潮堤又は防潮扉の地下部の貫通部の止水処置を示

す。） 

個   数   一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅱ)- 原子炉建屋境界貫通部止水処置（「津波に対

する防護設備」及び「内部溢水に対する防護設備」と兼

用） 

個   数   一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.1.1.3 主要設備 

(15) 防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置 

  津波が防潮堤及び防潮扉下部貫通部から津波防護対

象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及

び非常用取水設備を除く。）の設置された敷地に流入す

ることを防止し，津波防護対象設備（津波防護施設，浸

水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）

が機能喪失しない設計とするため，防潮堤及び防潮扉下

部貫通部に止水処置を実施する。防潮堤及び防潮扉下部

貫通部止水処置の設計においては，基準地震動ＳＳによ

る地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるよ

うに設計する。また，浸水時の波圧等に対する耐性を評

価し，入力津波に対する浸水防止機能が十分に保持でき

る設計とする。 

 

 

 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(24) 防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置 

種   類   貫通部止水 

材   料   シール材 

個   数   一式 

＜中略＞ 

 

 

 

10.6.1.1.3 主要設備 

(16) 原子炉建屋境界貫通部止水処置 

タービン建屋及び非常用海水系配管カルバートと隣

接する原子炉建屋地下階の貫通部から浸水防護重点化

範囲への溢水及び津波の流入を防止し，津波防護対象設

備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非

常用取水設備を除く。）が機能喪失しない設計とするた

め，原子炉建屋境界貫通部止水処置を実施する。原子炉

建屋境界貫通部止水処置の設計においては，基準地震動

ＳＳによる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持で

きるように設計する。また，溢水による静水圧として作

用する荷重及び余震荷重を考慮した場合において，浸水

防止機能が十分に保持できる設計とする。 

 

第 10.6-1 表 浸水防護設備主要機器仕様 

＜中略＞ 

(25) 原子炉建屋境界貫通部止水処置 

種   類   貫通部止水 

材   料   シール材 

個   数   一式 

  

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3 津波防護対策 

1.3.1 設計基準対象施設 

(1)  敷地への浸水防止（外郭防護 1） 

b. 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

敷地への津波流入については，取水路，放水路，Ｓ

Ａ用海水ピット及び緊急用海水系の取水経路，構内排

水路並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部からの流入の

可能性がある。 

特定した流入経路から津波が流入する可能性につい

て検討を行い，高潮ハザードの再現期間100年に対する

期待値を踏まえた裕度と比較して，十分に余裕のある

設計とする。特定した流入経路から，津波が流入する

ことを防止するため，津波防護施設として放水路に放

水路ゲート，構内排水路に構内排水路逆流防止設備を

設置する。また，浸水防止設備として，取水路に取水

路点検用開口部浸水防止蓋，海水ポンプ室に海水ポン

プグランドドレン排出口逆止弁，循環水ポンプ室に取

水ピット空気抜き配管逆止弁，放水路に放水路ゲート

点検用開口部浸水防止蓋，ＳＡ用海水ピットにＳＡ用

海水ピット開口部浸水防止蓋並びに緊急用海水ポンプ

ピットに緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防

止蓋，緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁

及び緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁を設置

する。また，防潮堤及び防潮扉下部貫通部に対して止

水処置を実施する。 

 

 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

1.3 津波防護対策 

1.3.1 設計基準対象施設 

(3)  津波による溢水の重要な安全機能への影響防止（内

郭防護） 

b. 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量につい

ては，以下のとおり地震による溢水の影響も含めて確

認を行い，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のあ

る経路，浸水口を特定し，浸水対策を実施する。具体

的には，タービン建屋から浸水防護重点化範囲（原子

炉建屋）への地震による循環水系配管の損傷箇所から

の津波の流入等を防止するため，タービン建屋と隣接

するﾇ(3)(ⅱ)- 原子炉建屋の地下階の貫通部に対して

止水処置を実施する。屋外の循環水系配管の損傷箇所

から海水ポンプ室への津波の流入を防止するため，海

水ポンプ室貫通部止水処置を実施する。また，屋外の

非常用海水系配管（戻り管）の破損箇所から津波の流

入を防止するため，貫通部止水処置に加えて，海水ポ

 

工事の計画にて防潮堤

及び防潮扉下部貫通部

止水処置を実施するこ

ととしており，設置変

更許可申請書（本文）

の防潮堤及び防潮扉下

部貫通部止水処置一式

と整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 事 の 計 画 の ﾇ

(3)(ⅱ)- は，設置変

更許可申請書(本文)のﾇ

(3)(ⅱ)- を具体的に

記載しており整合して

いる。 
 

工事の計画にて原子炉

建屋の地下階の貫通部

水処置を実施すること

としており，設置変更

許可申請書（本文）の

原子炉建屋境界貫通部

止水処置水処置一式と

整合している。 
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ｂ．内部溢水に対する防護設備 

安全施設は，発電用原子炉施設内における溢水が発生

した場合においても，安全機能を損なわない設計とす

る。そのために，発電用原子炉施設内にﾇ(3)(ⅱ)- 設

置された機器及び配管の破損（地震起因を含む。），消火

系統等の作動又は使用済燃料プール等のスロッシング

による溢水が発生した場合においても，発電用原子炉施

設内における壁，扉，堰等により，溢水防護対象設備が

安全機能を損なわない設計とする。また，使用済燃料プ

ールの冷却機能及び使用済燃料プールへの給水機能を

維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅱ)- 原子炉建屋水密扉 

種   類   片開扉 

材   料   炭素鋼 

ﾇ(3)(ⅱ)- 個   数   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

 

10.6.2 内部溢水に対する防護設備 

10.6.2.1 概要 

原子炉施設内における溢水が発生した場合において

も，施設内に設ける壁，扉，堰等の浸水防護設備により，

溢水防護対象設備が，その安全機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

ンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋の設置を実施する。 

 

【浸水防護施設】（基本設計方針） 

2. 発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止 

2.1 溢水防護等の基本方針 

安全施設は，発電用原子炉施設内における溢水が発

生した場合においても，安全機能を損なわない設計と

する。 

そのために，発電用原子炉施設内にﾇ(3)(ⅱ)- おけ

る溢水が発生した場合においても，発電用原子炉を高

温停止でき，引き続き低温停止，及び放射性物質の閉

じ込め機能を維持できる設計とする。また，停止状態

にある場合は，引き続きその状態を維持できる設計と

する。さらに使用済燃料プールにおいては，使用済燃

料プールの冷却機能及び使用済燃料プールへの給水機

能を維持できる設計とする。 

 

2.5 溢水防護区画を内包する建屋外からの流入防止に関

する溢水評価及び防護設計方針 

溢水防護区画を内包するエリア外及び建屋外で発生

を想定する溢水が，溢水防護区画に流入するおそれが

ある場合には，壁，扉，堰等により溢水防護区画を内

包するエリア内及び建屋内への流入を防止する設計と

し，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計と

する。 

また，地下水に対しては，地震時の排水ポンプの停

止により建屋周囲の水位が周辺の地下水位まで上昇す

ることを想定し，建屋外周部における壁，扉，堰等に

より溢水防護区画を内包する建屋内への流入を防止す

る設計とし，溢水防護対象設備が安全機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ

(3)(ⅱ)- は，設置変

更許可申請書(本文)のﾇ

(3)(ⅱ)- を具体的に

記載しており整合して

いる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ

(3)(ⅱ)- は，設置変

更許可申請書(本文)のﾇ

(3)(ⅱ)- を具体的に

記載しており整合して

いる。 
 

 

ﾇ(3)(ⅱ)-  

工事の計画では，原子

炉建屋残留熱除去系 A

系ポンプ室水密扉，原

子炉建屋原子炉隔離時

冷却系室北側水密扉，

原子炉建屋原子炉隔離

時冷却系室南側水密

扉，原子炉建屋高圧炉

心スプレイ系ポンプ室

水密扉があり，設置変

更許可申請書(本文)の
個数 4と整合してい

る。 
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【浸水防護施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅱ)-  

ﾇ(3)(ⅱ)-  
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ﾇ(3)(ⅱ)-  
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(ⅲ) 所内ボイラ 

 

 

所内ボイラは，発電所の運転に必要な量，圧力の蒸気

を供給できる系統構成とし，蒸気は蒸気だめより蒸気母

管を経て，      蒸気を使用する各機器に供給で

きる設計とする。 

所内ボイラの損傷時においても，発電用原子炉施設の

安全性に影響を与えない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 所内ボイラ 

 

10.4.2 設計方針 

(1) 原子炉の運転に必要な量，圧力の蒸気を供給できる

系統構成とする。 

(2) 蒸気は，所内ボイラの蒸気溜から蒸気母管を経て，

蒸気を使用する各機器に供給できるようにする。 

(3) 蒸気使用機器で使用される蒸気のうち回収できるも

のは，所内ボイラの給水タンクに集め，ボイラ用水とし

て再使用できるようにする。 

(4) 所内ボイラは，長期連続運転及び負荷運転に耐えら

れるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 補助ボイラー 

1.1 補助ボイラーの機能 

設計基準対処施設に施設する所内ボイラは，設計基準

事故に至るまでの間に想定される使用条件として， 

液体廃棄物処理系，屋外タンクの保温及び各種

建屋の暖房用並びに主蒸気が使用できない場合のター

ビンのグランド蒸気に必要な蒸気を供給する能力があ

る所内ボイラを設置する。所内ボイラは，発電用原子炉

施設の安全性を損なわない設計とする。 

 
 
工事計画の 
  は，設置変更許可申

請書(本文)の 
  に関して，詳細に記

載しており，整合してい

る。 
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(ⅳ) 補機駆動用燃料設備 

 

 

重大事故等に対処するために使用する可搬型又は常

設設備の動作に必要な駆動燃料を貯蔵及び補給する燃

料設備として軽油貯蔵タンク，常設代替高圧電源装置燃

料移送ポンプ，可搬型設備用軽油タンク及びタンクロー

リを設ける。軽油貯蔵タンク，常設代替高圧電源装置燃

料移送ポンプ，可搬型設備用軽油タンク及びタンクロー

リは，「ヌ(2)(ⅳ)代替電源設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7 補機駆動用燃料設備（非常用電源設備及びボイラに

係るものを除く。） 

10.7.1 概要 

重大事故等に対処するために使用する可搬型又は常

設設備の動作に必要な駆動燃料を貯蔵及び補給する燃

料設備として軽油貯蔵タンク，常設代替高圧電源装置燃

料移送ポンプ，可搬型設備用軽油タンク及びタンクロー

リを設ける。 

軽油貯蔵タンク，常設代替高圧電源装置燃料移送ポン

プ，可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリについて

は，「10.2 代替電源設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置許可申請書（本

文）「ヌ(2)(ⅳ)代替電

源設備」に示す。 
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(ⅴ) 非常用取水設備 

ﾇ(3)(ⅴ)-①設計基準事故に対処するために必要とな

る残留熱除去系，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機の冷却用の海水を確保す

るために，取水路，取水ピット及び海水ポンプ室から構

成される取水構造物を設置する。 

また，基準津波による引き波時の取水ピット水位の低

下に対して，残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディーゼ

ル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機用海水ポンプの取水可能水位を保持するた

め，取水口前面に貯留堰を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅴ)-②非常用取水設備の取水構造物及び貯留堰

は，設計基準事故対処設備の一部を流路として使用する

ことから，流路に係る機能について重大事故等対処設備

としての設計を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅴ)-③重大事故等に対処するために必要となる

可搬型代替注水大型ポンプ及び可搬型代替注水中型ポ

ンプの取水箇所としてＳＡ用海水ピットを設置し，ＳＡ

用海水ピットに海水を導水するため，ＳＡ用海水ピット

取水塔及び海水引込み管を設置する。また，重大事故等

 

 

 

10.8.1.2 設計方針 

設計基準事故時に必要な非常用海水ポンプに使用す

る海水を取水し，非常用海水ポンプへ導水するための流

路を構築するために，取水構造物を設置することで，冷

却に必要な海水を確保できる設計とする。 

また，基準津波に対して，非常用海水ポンプが引き波

時においても機能保持できるよう，貯留堰を設置するこ

とで，残留熱除去系，非常用ディーゼル発電機及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機の冷却に必要な海水

が確保できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

10.8.2 重大事故等時 

10.8.2.1 概要 

非常用取水設備の取水構造物及び貯留堰は，設計基準

事故対処設備の一部を流路として使用することから，流

路に係る機能について重大事故等対処設備としての設

計を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8.2 重大事故等時 

10.8.2.1 概要 

＜中略＞ 

重大事故等に対処するために必要となる可搬型代替

注水大型ポンプ及び可搬型代替注水中型ポンプの取水

箇所としてＳＡ用海水ピットを設置し，ＳＡ用海水ピッ

トに海水を導水するため，ＳＡ用海水ピット取水塔及び

海水引込み管を設置する。また,重大事故等に対処する

 

【非常用取水設備】（基本設計方針） 

第 2 章 個別項目 

1. 非常用取水設備の基本設計方針 

熱の逃がし場として，ﾇ(3)(ⅴ)-①設計基準事故に対処

するために必要となる残留熱除去系，非常用ディーゼル発

電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の冷却用

の海水を，取水路，取水ピット及び海水ポンプ室から構成

される取水構造物により，確保できる設計とする。 

また，基準津波による引き波時の取水ピット水位の低下

に対して，残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディーゼル発

電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機用海水ポンプの取水可能水位を保持するため，取水口

前面に貯留堰を設置し，ポンプの継続運転が可能な設計と

する。 

 

 

 

【非常用取水設備】（基本設計方針） 

第 2 章 個別項目 

1. 非常用取水設備の基本設計方針 

熱の逃がし場として，ﾇ(3)(ⅴ)-②設計基準事故に対処

するために必要となる残留熱除去系，非常用ディーゼル発

電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の冷却用

の海水を，取水路，取水ピット及び海水ポンプ室から構成

される取水構造物により，確保できる設計とする。また，

基準津波による引き波時の取水ピット水位の低下に対し

て，残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディーゼル発電機用

海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用

海水ポンプの取水可能水位を保持するため，取水口前面に

貯留堰を設置し，ポンプの継続運転が可能な設計とする。 

ﾇ(3)(ⅴ)-②貯留堰，取水路及び取水ピットを重大事故

等対処設備として使用し，必要な海水を確保できる設計と

する。 

 

 

【原子炉格納施設】（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 格納容器安全設備 

3.2.11 水源 

(2) 代替水源供給設備 

＜中略＞ 

重大事故等により，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格

納容器下部への注水及び格納容器圧力逃がし装置のフィ

ルタ装置用スクラビング水の補給手段の水源となる代替

淡水貯槽の枯渇が想定される場合のﾇ(3)(ⅴ)-③重大事故

等対処設備（可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注

 

 

 

 

工事の計画のﾇ

(3)(ⅴ)-①は，設置

変更許可申請書（本

文）のﾇ(3)(ⅴ)-①と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ

(3)(ⅴ)-②は，設置

変更許可申請書（本

文）のﾇ(3)(ⅴ)-②を

具体的に記載しており

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ

(3)(ⅴ)-③は，設置

変更許可申請書（本

文）のﾇ(3)(ⅴ)-③と
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に対処するために必要となる残留熱除去系及び代替燃

料プール冷却系の冷却用の海水を確保するために緊急

用海水取水管及び緊急用海水ポンプピット（ＳＡ用海水

ピット取水塔，海水引込み管及びＳＡ用海水ピットを流

路の一部として使用する。）を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅴ)-④取水構造物，ＳＡ用海水ピット取水塔，

海水引込み管，ＳＡ用海水ピット，緊急用海水取水管及

び緊急用海水ポンプピットは容量に制限がなく必要な

取水容量を十分に有している。 

 
 

 

 

ために必要となる残留熱除去系及び代替燃料プール冷

却系の冷却用の海水を確保するために緊急用海水取水

管及び緊急用海水ポンプピット（ＳＡ用海水ピット取水

塔，海水引込み管及びＳＡ用海水ピットを流路の一部と

して使用する。）を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8.2.2 設計方針 

10.8.2.2.1 悪影響防止 

＜中略＞ 

取水構造物は，通常時の系統構成を変えることなく重大事

故等対処設備として使用することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 ＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管及びＳＡ用海水

ピット並びに緊急用海水引込み管及び緊急用海水ポンプ

ピットは，可搬型代替注水大型ポンプ，可搬型代替注水中

型ポンプ及び緊急用海水ポンプを運転した場合に必要と

なる流量を確保できる流路とすることから，お互いに悪影

水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給（淡水／海水））

として可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポ

ンプ，可搬型設備用軽油タンク，タンクローリ及び代替淡

水源である西側淡水貯水設備又は淡水タンクを使用する。

また，海水を代替淡水貯槽へ補給する場合は，ＳＡ用海水

ピット取水塔，海水引込み管及びＳＡ用海水ピットを使用

する。 

西側淡水貯水設備，淡水タンク又はＳＡ用海水ピットを

水源とする可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注

水大型ポンプは，ホースを介して代替淡水貯槽へ淡水又は

海水の補給が可能な設計とする。 

 

【原子炉冷却系統施設】（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

7. 原子炉補機冷却設備 

7.2 緊急用海水系 

(2) 多様性，位置的分散 

＜中略＞ 

ﾇ(3)(ⅴ)-③海を水源とした緊急用海水ポンプは，非常

用取水設備であるＳＡ用海水ピット，海水引込み管，ＳＡ

用海水ピット取水塔，緊急用海水取水管及び緊急用海水ポ

ンプピットを通じて取水した海水をポンプ出口に設置さ

れる緊急用海水ストレーナにより異物を除去し，冷却水と

して残留熱除去系熱交換器及び代替燃料プール冷却系熱

交換器に供給可能な設計とする。 

 

【非常用取水設備】（基本設計方針） 

第 2 章 個別項目 

1. 非常用取水設備の基本設計方針 

＜中略＞ 

ﾇ(3)(ⅴ)-③ＳＡ用海水ピット，海水引込み管，ＳＡ用

海水ピット取水塔，緊急用海水取水管及び緊急用海水ポン

プピットを重大事故等対処設備として使用し，必要な海水

を確保できる設計とする。 

 

 

【非常用取水設備】（基本設計方針） 

第 2 章 個別項目 

1. 非常用取水設備の基本設計方針 

＜中略＞ 

ﾇ(3)(ⅴ)-④貯留堰，取水路及び取水ピットを重大事故

等対処設備として使用し，必要な海水を確保できる設計と

する。 

ﾇ(3)(ⅴ)-④ＳＡ用海水ピット，海水引込み管，ＳＡ用

海水ピット取水塔，緊急用海水取水管及び緊急用海水ポン

プピットを重大事故等対処設備として使用し，必要な海水

を確保できる設計とする。 

 

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ

(3)(ⅴ)-④は，設置

変更許可申請書（本

文）のﾇ(3)(ⅴ)-④と

同義であり整合してい

る。 
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ﾇ(3)(ⅴ)-⑤また，貯留堰は，基準津波による水位低

下に対して，残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディーゼ

ル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機用海水ポンプの取水性を保持できる容量を

十分に有している。 

取水構造物 

個   数   1 

ＳＡ用海水ピット取水塔 

個   数   1 

響を及ぼさない設計とする。 

10.8.1 通常運転時等 

10.8.1.2 設計方針 

＜中略＞ 

また，基準津波に対して，非常用海水ポンプが引き波時に

おいても機能保持できるよう，貯留堰を設置することで，

残留熱除去系，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機の冷却に必要な海水が確保でき

る設計とする。

第 10.8-1 表 非常用取水設備主要機器仕様 

(1) 取水構造物

種 類 鉄筋コンクリート函渠 

材 料 鉄筋コンクリート 

個   数   1 

(3) ＳＡ用海水ピット取水塔

種   類 鉄筋コンクリート取水塔（取水管

付） 

材 料 鉄筋コンクリート，炭素鋼 

個   数   1 

【非常用取水設備】（基本設計方針） 

第 2 章 個別項目 

1. 非常用取水設備の基本設計方針

＜中略＞ 

熱の逃がし場として，設計基準事故に対処するために必

要となる残留熱除去系，非常用ディーゼル発電機及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機の冷却用の海水を，取水

路，取水ピット及び海水ポンプ室から構成される取水構造

物により，確保できる設計とする。ﾇ(3)(ⅴ)-⑤また，基

準津波による引き波時の取水ピット水位の低下に対して，

残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディーゼル発電機用海水

ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水

ポンプの取水可能水位を保持するため，取水口前面に貯留

堰を設置し，ポンプの継続運転が可能な設計とする。 

【その他発電用原子炉の付属施設】（要目表） 

【その他発電用原子炉の付属施設】（要目表） 

工事の計画のﾇ

(3)(ⅴ)-⑤は，設置

変更許可申請書（本

文）のﾇ(3)(ⅴ)-⑤と

同義であり整合してい

る。 
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海水引込み管 

個   数   1 

ＳＡ用海水ピット 

個   数   1 

(4) 海水引込み管

種 類 鋼製取水管 

材 料 炭素鋼 

個   数   1 

(5) ＳＡ用海水ピット

種 類 鉄筋コンクリート取水槽 

材 料 鉄筋コンクリート 

個   数   1 

【その他発電用原子炉の付属施設】（要目表） 

【その他発電用原子炉の付属施設】（要目表） 
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緊急用海水取水管 

個   数   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急用海水ポンプピット 

個   数   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 緊急用海水取水管 

種   類   鉄管路 

材   料   炭素鋼 

個   数   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 緊急用海水ポンプピット 

種   類   鉄筋コンクリートピット 

材   料   鉄筋コンクリート 

個   数   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他発電用原子炉の付属施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他発電用原子炉の付属施設】（要目表） 
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貯留堰（「浸水防護設備」と兼用） 

個   数   1 

ﾇ(3)(ⅴ)-⑥取水構造物及び貯留堰は，設計基準事故

時及び重大事故等時ともに使用する。また，ＳＡ用海水

ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット，緊急

用海水取水管，緊急用海水ポンプピットは，重大事故等

時に使用する。 

(2) 貯留堰（浸水防護設備と兼用）

種 類 鋼管矢板式堰 

材 料 炭素鋼 

容   量   約 2,370m３ 

個   数   1 

10.8.1 通常運転時等 

10.8.1.2 設計方針 

設計基準事故時に必要な非常用海水ポンプに使用する

海水を取水し，非常用海水ポンプへ導水するための流路を

構築するために，取水構造物を設置することで，冷却に必

要な海水を確保できる設計とする。 

 また，基準津波に対して，非常用海水ポンプが引き波時

においても機能保持できるよう，貯留堰を設置すること

で，残留熱除去系，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機の冷却に必要な海水が確保

できる設計とする。

10.8.2 重大事故等時 

10.8.2.1 概要 

非常用取水設備の取水構造物及び貯留堰は，設計基準

事故対処設備の一部を流路として使用することから，流

路に係る機能について重大事故等対処設備としての設

計を行う。 

＜中略＞ 

重大事故等に対処するために必要となる可搬型代替

注水大型ポンプ及び可搬型代替注水中型ポンプの取水

箇所としてＳＡ用海水ピットを設置し，ＳＡ用海水ピッ

トに海水を導水するため，ＳＡ用海水ピット取水塔及び

海水引込み管を設置する。また,重大事故等に対処する

ために必要となる残留熱除去系及び代替燃料プール冷

却系の冷却用の海水を確保するために緊急用海水取水

管及び緊急用海水ポンプピット（ＳＡ用海水ピット取水

塔，海水引込み管及びＳＡ用海水ピットを流路の一部と

して使用する。）を設置する。

【その他発電用原子炉の付属施設】（要目表） 

【非常用取水設備】（基本設計方針） 

第 2 章 個別項目 

1. 非常用取水設備の基本設計方針

熱の逃がし場として，ﾇ(3)(ⅴ)-⑥設計基準事故に対処

するために必要となる残留熱除去系，非常用ディーゼル発

電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の冷却用

の海水を，取水路，取水ピット及び海水ポンプ室から構成

される取水構造物により，確保できる設計とする。また，

ﾇ(3)(ⅴ)-⑥基準津波による引き波時の取水ピット水位の

低下に対して，残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディーゼ

ル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機用海水ポンプの取水可能水位を保持するため，取

水口前面に貯留堰を設置し，ポンプの継続運転が可能な設

計とする。

ﾇ(3)(ⅴ)-⑥貯留堰，取水路及び取水ピットを重大事故

等対処設備として使用し，必要な海水を確保できる設計と

する。 

ＳＡ用海水ピット，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット取

水塔，緊急用海水取水管及び緊急用海水ポンプピットを重

大事故等対処設備として使用し，必要な海水を確保できる

設計とする。 

工事の計画のﾇ

(3)(ⅴ)-⑥は，設置

変更許可申請書（本

文）のﾇ(3)(ⅴ)-⑥を

具体的に記載しており

整合している。 
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(ⅵ) 緊急時対策所 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その

他の異常が発生した場合に適切な措置をとるため，緊急

時対策所を中央制御室以外の場所に設置する。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も当該事故等に対処するために必要な指示を行う要員

がとどまることができるよう，適切なﾇ(3)(ⅵ)-①措置

を講じた設計とするとともに， 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために必要な情報をﾇ(3)(ⅵ)-

②把握できる設備及び 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信

連絡を行うために必要な設備を設置又は保管する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9 緊急時対策所 

10.9.1 通常運転時等 

10.9.1.1 概 要 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その

他の異常が発生した場合に適切な措置をとるため，緊急

時対策所を中央制御室以外の場所に設置する。 

＜中略＞ 

 

 

10.9.2 重大事故等時 

10.9.2.1 概 要 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も当該事故等に対処するために必要な指示を行う要員

がとどまることができるよう，適切な措置を講じた設計

とするとともに， 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために必要な情報を把握でき

る設備及び 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信

連絡を行うために必要な設備を設置又は保管する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【緊急時対策所】（基本設計方針） 

第 2 章 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(1) 緊急時対策所の設置 

発電用原子炉施設には，原子炉冷却系統に係る発電用

原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切

な措置をとるため，緊急時対策所を中央制御室以外の場

所に設置する。 

 

(3) 緊急時対策所の機能 

a. 居住性の確保 

＜中略＞ 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員

に加え，原子炉格納容器の破損等による発電所外への放

射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するため

に必要な数の要員を含め，重大事故等に対処するために

必要な数の要員を収容することができるとともに，重大

事故等に対処するために必要な要員がとどまることが

できるよう，適切なﾇ(3)(ⅵ)-①遮蔽設計及び換気設計

を行い緊急時対策所の居住性を確保する。 

＜中略＞ 

 

b. 情報の把握 

緊急時対策所には，原子炉冷却系統に係る発電用原子

炉施設の損壊その他の異常に対処するために必要な情

報及び重大事故等が発生した場合においても当該事故

等に対処するために必要な指示ができるよう，重大事故

等に対処するために必要な情報を，ﾇ(3)(ⅵ)-②中央制

御室内の運転員を介さずに正確かつ速やかに把握でき

る情報収集設備を使用する。 

＜中略＞ 

 

c. 通信連絡 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その

他の異常が発生した場合において，当該事故等に対処す

るため，発電所内の関係要員に指示を行うために必要な

通信連絡設備及び発電所外関係箇所と専用であって多

様性を備えた通信回線にて通信連絡できる設計とする。 

緊急時対策所には，重大事故等時においても発電所の

内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行

うための設備として重大事故等対処設備（通信連絡）を

設ける。 

＜中略＞ 

 

【緊急時対策所】（基本設計方針） 

第 2 章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅵ)-

①は，設置変更許可申

請書（本文）のﾇ(3)(ⅵ

)-①を詳細設計した結

果であり，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅵ)-

②は，設置変更許可申

請書（本文）のﾇ(3)(ⅵ

)-②を詳細設計した結

果であり，整合してい

る。 
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また，重大事故等に対処するために必要な数の要員を

収容できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員等を収容できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，ﾇ(3)(ⅵ)-③異常等に対処するために必要な情

報を中央制御室内の運転員を介さずに正確かつ速やか

に把握できる設備として，データ伝送装置，緊急時対策

支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装置で

構成する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）を設

置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，重大事故等に対処するために必要な数の要員を

収容できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9.2 重大事故等時 

10.9.2.2 設計方針 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員に加え，原子炉格納容器の破損等による発電

所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処

するために必要な数の要員を含め，重大事故等に対処する

ために必要な数の要員を収容することができる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

10.9.1 通常運転時等 

10.9.1.1 概 要 

また，異常等に対処するために必要な情報を中央制御

室内の運転員を介さずに正確かつ速やかに把握できる

設備として，データ伝送装置，緊急時対策支援システム

伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装置で構成する安全

パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（以下「安全パラメ

ータ表示システム（ＳＰＤＳ）」という。）を設置する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a. 居住性の確保 

＜中略＞ 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員

に加え，原子炉格納容器の破損等による発電所外への放

射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するため

に必要な数の要員を含め，重大事故等に対処するために

必要な数の要員を収容することができるとともに，重大

事故等に対処するために必要な要員がとどまることが

できるよう，適切な遮蔽設計及び換気設計を行い緊急時

対策所の居住性を確保する。 

 

【緊急時対策所】（基本設計方針） 

第 2 章 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a. 居住性の確保 

＜中略＞ 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員

に加え，原子炉格納容器の破損等による発電所外への放

射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するため

に必要な数の要員を含め，重大事故等に対処するために

必要な数の要員を収容することができるとともに，重大

事故等に対処するために必要な要員がとどまることが

できるよう，適切な遮蔽設計及び換気設計を行い緊急時

対策所の居住性を確保する。 

 

 

 

b. 情報の把握 

緊急時対策所には，ﾇ(3)(ⅵ)-③原子炉冷却系統に係

る発電用原子炉施設の損壊その他の異常に対処するた

めに必要な情報及び重大事故等が発生した場合におい

ても当該事故等に対処するために必要な指示ができる

よう，重大事故等に対処するために必要な情報を，中央

制御室内の運転員を介さずに正確かつ速やかに把握で

きる情報収集設備を使用する。 

緊急時対策所の情報収集設備として，事故状態等の必

要な情報を把握するために必要なパラメータ等を収集

し，緊急時対策所内で表示できるよう，データ伝送装置，

緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ

表示装置で構成する安全パラメータ表示システム（ＳＰ

ＤＳ）を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅵ)-

③は，設置変更許可申

請書（本文）のﾇ(3)(ⅵ

)-③を含んでおり，整

合している。 
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発電所内の関係要員への指示及び発電所外関係箇所

との通信連絡を行うために必要な設備として，衛星電話

設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備

（携帯型），携行型有線通話装置及び統合原子力防災ネ

ットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システ

ム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）を設置又は保管する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所建屋は，重大事故等が発生した場合にお

いても当該事故等に対処するための適切な措置が講じ

られるよう，その機能に係る設備を含め，基準地震動に

よる地震力に対し，耐震構造として機能を喪失しないよ

 

 

 

発電所内の関係要員への指示及び発電所外関係個所

との通信連絡を行うために必要な設備として，送受話器

（ページング），電力保安通信用電話設備（固定電話機，

ＰＨＳ端末及びＦＡＸ），衛星電話設備（固定型），衛星

電話設備（携帯型），無線連絡設備（固定型），無線連絡

設備（携帯型），携行型有線通話装置，テレビ会議システ

ム（社内），加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ），

専用電話（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））

及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡

設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）

を設置又は保管する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9.2 重大事故等時 

10.9.2.2 設計方針 

緊急時対策所建屋は，重大事故等が発生した場合にお

いても当該事故等に対処するための適切な措置が講じ

られるよう，その機能に係る設備を含め，基準地震動に

よる地震力に対し，耐震構造として機能を喪失しないよ

 

 

c. 通信連絡 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その

他の異常が発生した場合において，当該事故等に対処す

るため，発電所内の関係要員に指示を行うために必要な

通信連絡設備及び発電所外関係箇所と専用であって多

様性を備えた通信回線にて通信連絡できる設計とする。 

緊急時対策所には，重大事故等時においても発電所の

内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行

うための設備として重大事故等対処設備（通信連絡）を

設ける。 

＜中略＞ 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信

連絡をする必要のある場所との通信連絡を行うために

必要な通信設備（発電所内）及び計測等を行った特に重

要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する通

信設備（発電所内）として，必要な数量の衛星電話設備

（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊

急時対策所内に設置又は保管し，衛星電話設備（携帯型）

及び無線連絡設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管

する設計とする。 

＜中略＞ 

 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合に発電所外（社内外）の通

信連絡をする必要のある場所との通信連絡をために必

要な通信設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要

なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有

する通信設備（発電所外）として，必要な数量の衛星電

話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設

置し，衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネッ

トワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システ

ム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，緊急時対策所内に

設置又は保管する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

(2) 必要な条件 

a. 耐震性及び対津波性 

緊急時対策所建屋は，重大事故等が発生した場合にお

いても当該事故等に対処するための適切な措置が講じ

られるよう，その機能に係る設備を含め，基準地震動に

よる地震力に対し，耐震構造として機能を喪失しないよ
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うにするとともに，基準津波の影響を受けない位置に設

置する設計とする。ﾇ(3)(ⅵ)-④地震及び津波に対して

は，「ロ．（１）(ⅱ) 重大事故等対処施設の耐震設計」

及び「ロ．（２）(ⅱ) 重大事故等対処施設に対する耐津

波設計」に基づく設計とする。また，緊急時対策所の機

能に係る設備は，中央制御室との共通要因により同時に

機能喪失しないよう，中央制御室に対して独立性を有す

る設計とするとともに，中央制御室とは離れた位置に設

置又は保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員に加え，原子炉格納容器の破損等による

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策

に対処するために必要な数の要員を含め，重大事故等に

対処するために必要な数の要員を収容することができ

る設計とする。 

 

 

 

 

重大事故等が発生し，緊急時対策所建屋の外側が放射

性物質により汚染したような状況下において，対策要員

が緊急時対策所建屋の外側から緊急時対策所内に放射

性物質による汚染を持ち込むことを防止するため，身体

の汚染検査及び作業服の着替え等を行うための区画を

設置する設計とする。身体の汚染検査の結果，対策要員

の汚染が確認された場合は，対策要員の除染を行うこと

ができる区画を，身体の汚染検査を行う区画に隣接して

設置する設計とする。 

 

 

 

 

うにするとともに，基準津波の影響を受けない位置に設

置する設計とする。地震及び津波に対しては，「1.3.2

重大事故等対処施設の耐震設計」及び「1.4.2 重大事故

等対処施設の耐津波設計」に基づく設計とする。 

緊急時対策所の機能に係る設備は，中央制御室との共

通要因により同時に機能喪失しないよう，中央制御室に

対して独立性を有する設計とするとともに，中央制御室

とは離れた位置に設置又は保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員に加え，原子炉格納容器の破損等による

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策

に対処するために必要な数の要員を含め，重大事故等に

対処するために必要な数の要員を収容することができ

る設計とする。 

 

 

 

 

重大事故等が発生し，緊急時対策所建屋の外側が放射

性物質により汚染したような状況下において，対策要員

が緊急時対策所建屋の外側から緊急時対策所内に放射

性物質による汚染を持ち込むことを防止するため，身体

の汚染検査及び作業服の着替え等を行うための区画を

設置する設計とする。身体の汚染検査の結果，対策要員

の汚染が確認された場合は，対策要員の除染を行うこと

ができる区画を，身体の汚染検査を行う区画に隣接して

設置する設計とする。 

 

 

 

 

うにするとともに，基準津波の影響を受けない位置に設

置する設計とする。 

b. 中央制御室に対する独立性 

緊急時対策所の機能に係る設備は，中央制御室との共

通要因により同時に機能喪失しないよう，中央制御室に

対して独立性を有する設計とするとともに，中央制御室

とは離れた位置に設置又は保管する設計とする。 

 

【緊急時対策所】（基本設計方針） 

第 1 章 共通項目 

ﾇ(3)(ⅵ)-④緊急時対策所の共通項目のうち「1. 地

盤等，2. 自然現象，3. 火災，5. 設備に対する要求

（5.2 材料及び構造等，5.3 使用中の亀裂等による破

壊の防止，5.4 耐圧試験等，5.5 安全弁等，5.6 逆止

め弁，5.7 内燃機関の設計条件，5.8 電気設備の設計

条件を除く），6. その他（6.4 放射性物質による汚染

の防止を除く）」の基本設計方針については，原子炉冷却

系統施設の基本設計方針「第 1章 共通項目」に基づく

設計とする。 

 

【緊急時対策所】（基本設計方針） 

第 2 章 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a. 居住性の確保 

＜中略＞ 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員

に加え，原子炉格納容器の破損等による発電所外への放

射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するため

に必要な数の要員を含め，重大事故等に対処するために

必要な数の要員を収容することができるとともに，重大

事故等に対処するために必要な要員がとどまることが

できるよう，適切な遮蔽設計及び換気設計を行い緊急時

対策所の居住性を確保する。 

＜中略＞ 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し，緊急時対策所

建屋の外側が放射性物質により汚染したような状況下

において，対策要員が緊急時対策所建屋の外側から緊急

時対策所内に放射性物質による汚染を持ち込むことを

防止するため，身体の汚染検査及び作業服の着替え等を

行うための区画を設置する設計とする。身体の汚染検査

の結果，対策要員の汚染が確認された場合は，対策要員

の除染を行うことができる区画を，身体の汚染検査を行

う区画に隣接して設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（

本文）のﾇ(3)(ⅵ)-④は

，工事の計画の「原子

炉冷却系統施設 第 1

章 共通項目」に示し

ているため，整合して

いる。 
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重大事故等時においても，当該事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員ﾇ(3)(ⅵ)-⑤等がとどまること

ができるよう，ﾇ(3)(ⅵ)-⑥緊急時対策所の居住性の確

保として重大事故等対処設備（緊急時対策所非常用換気

設備及び緊急時対策所加圧設備による放射線防護，緊急

時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定並び

に放射線量の測定）を設ける。 

 

ﾇ(3)(ⅵ)-⑥重大事故等対処設備（緊急時対策所非常

用換気設備及び緊急時対策所加圧設備による放射線防

護，緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測

定並びに放射線量の測定）として，緊急時対策所遮蔽，

緊急時対策所非常用換気設備，緊急時対策所加圧設備，

緊急時対策所用差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，

緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型モニタリング・ポ

ストを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 居住性の確保 

重大事故等時においても，当該事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員ﾇ(3)(ⅵ)-⑥がとどまることが

できるよう，緊急時対策所の居住性の確保として重大事

故等対処設備（緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時

対策所加圧設備による放射線防護，緊急時対策所内の酸

素濃度及び二酸化炭素濃度の測定並びに放射線量の測

定）を設ける。 

 

ﾇ(3)(ⅵ)-⑥重大事故等対処設備（緊急時対策所非常

用換気設備及び緊急時対策所加圧設備による放射線防

護，緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測

定並びに放射線量の測定）として緊急時対策所遮蔽，緊

急時対策所の緊急時対策所非常用換気設備，緊急時対策

所加圧設備，緊急時対策所用差圧計，酸素濃度計，二酸

化炭素濃度計，緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型モ

ニタリング・ポストを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【緊急時対策所】（基本設計方針） 

第 2 章 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a. 居住性の確保 

＜中略＞ 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員

ﾇ(3)(ⅵ)-⑤に加え，原子炉格納容器の破損等による発

電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に

対処するために必要な数の要員を含め，重大事故等に対

処するために必要な数の要員を収容することができる

とともに，重大事故等に対処するために必要な要員がと

どまることができるよう，ﾇ(3)(ⅵ)-⑥適切な遮蔽設計

及び換気設計を行い緊急時対策所の居住性を確保する。 

 

【緊急時対策所】（基本設計方針） 

第 2 章 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a. 居住性の確保 

＜中略＞ 

緊急時対策所建屋には，緊急時対策所内への希ガス等

の放射性物質の侵入を低減又は防止するための確実な

判断ができるよう，放射線量を監視，測定するﾇ(3)(ⅵ)-

⑥緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型モニタリング・

ポストを保管する設計とする。 

緊急時対策所には，緊急時対策所内の酸素濃度及び二

酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把

握できるよう，ﾇ(3)(ⅵ)-⑥酸素濃度計及び二酸化炭素

濃度計を保管する設計とする。 

 

【放射線管理施設】（基本設計方針） 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

1.1.2 エリアモニタリング設備 

＜中略＞ 

緊急時対策所には，災害対策本部内への希ガス等の放

射性物質の侵入を低減するための判断と加圧のための

判断が確実おこなえるよう，緊急時対策所内外の放射線

量を監視，測定するためのﾇ(3)(ⅵ)-⑥可搬型モニタリ

ング・ポスト及び緊急時対策所エリアモニタを保管する

設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅵ)-

⑤は設置変更許可申請

書（本文）のﾇ(3)(ⅵ)-

⑤「等」を具体的に記

載しており，整合して

いる。 

 

 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅵ)-

⑥は，「1. 放射線管理

施設」のうち「1.1 放

射線管理用計測装置

1.1.2 エリアモニタリ

ング設備」，「2. 換気

設備，生体遮蔽装置」

のうち「2.1 中央制御

室及び緊急時対策所の

居住性を確保するため

の防護措置」及び「2.2

換気設備 2.2.2 緊急

時対策所換気系」に具

体的な設計内容を記載

していることから，設

置変更許可申請書（本

文）ﾇ(3)(ⅵ)-⑥と整合

している。 
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緊急時対策所の居住性については，想定する放射性物

質の放出量等を東京電力株式会社福島第一原子力発電

所事故と同等とし，かつ緊急時対策所内でのマスクの着

用，交代要員体制，安定よう素剤の服用及び仮設設備を

考慮しない条件においても，緊急時対策所にとどまる要

員の実効線量が事故後 7 日間で 100mSv を超えないこと

を判断基準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所の緊急時対策所遮蔽は，ﾇ(3)(ⅵ)-⑦重

大事故等時において，緊急時対策所の気密性，緊急時対

策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備の性能

とあいまって，居住性に係る判断基準である緊急時対策

所にとどまる要員の実効線量が事故後 7 日間で 100mSv

を超えない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所の居住性については，想定する放射性物

質の放出量等を東京電力株式会社福島第一原子力発電

所事故と同等とし，かつ緊急時対策所内でのマスクの着

用，交代要員体制，安定よう素剤の服用及び仮設設備を

考慮しない条件においても，緊急時対策所にとどまる要

員の実効線量が事故後 7 日間で 100mSv を超えないこと

を判断基準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設

備による放射線防護 

緊急時対策所遮蔽は，重大事故等時において，緊急時

対策所の気密性及び緊急時対策所非常用換気設備及び

緊急時対策所加圧設備の性能とあいまって，居住性に係

る判断基準である緊急時対策所にとどまる要員の実効

線量が事故後 7日間で 100mSv を超えない設計とする。

 

 

 

 

2. 換気設備，生体遮蔽装置 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するた

めの防護措置 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合においても，緊急時対策所

の居住性を確保するための設備として，ﾇ(3)(ⅵ)-⑥緊

急時対策所遮蔽，緊急時対策所非常用換気設備を設置す

る。 

 

2. 換気設備，生体遮蔽装置 

2.2 換気設備 

2.2.2 緊急時対策所換気系 

ﾇ(3)(ⅵ)-⑥緊急時対策所非常用換気設備として，緊

急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ

装置，ﾇ(3)(ⅵ)-⑥緊急時対策所加圧設備及び緊急時対

策所用差圧計を設置又は保管する設計とする。 

＜中略＞ 

 

【緊急時対策所】（基本設計方針） 

第 2 章 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a. 居住性の確保 

＜中略＞ 

ﾇ(3)(ⅵ)-⑦重大事故等が発生した場合における緊急

時対策所の居住性については，想定する放射性物質の放

出量等を東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故

と同等とし，かつ緊急時対策所内でのマスクの着用，交

代要員体制，安定よう素剤の服用及び仮設設備を考慮し

ない条件においても，「原子力発電所中央制御室の居住

性に係る被ばく評価手法について（内規）」の手法を参考

とした被ばく評価において，緊急時対策所にとどまる要

員の実効線量が事故後 7 日間で 100mSv を超えないこと

を判断基準とする。 

 

【放射線管理施設】（基本設計方針） 

2. 換気設備，生体遮蔽装置 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するた

めの防護措置 

＜中略＞ 

緊急時対策所遮蔽は，緊急時対策所の気密性及び緊急

時対策所非常用換気設備及び緊急対策所加圧設備の性

能とあいまって，居住性に係る判断基準を満足する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅵ)-

⑦は文章構成の違いに

よるものであるため，

設置変更許可申請書（

本文）のﾇ(3)(ⅵ)-⑦と

整合している。 
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緊急時対策所の緊急時対策所非常用換気設備及び緊

急時対策所加圧設備は，ﾇ(3)(ⅵ)-⑦重大事故等時にお

いて，緊急時対策所建屋内への希ガス等の放射性物質の

浸入を低減又は防止するためﾇ(3)(ⅵ)-⑧適切な換気設

計を行い，緊急時対策所の気密性及び緊急時対策所遮蔽

の性能とあいまって，居住性に係る判断基準ﾇ(3)(ⅵ)-

⑨である緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事

故後 7 日間で 100mSv を超えない設計とする。なお，緊

急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備

の設計に当たっては，緊急時対策所の建物の気密性に対

して十分な余裕を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

また，緊急時対策所建屋外の火災により発生する燃焼

ガス又は有毒ガスに対する換気設備の隔離及びその他

の適切に防護するための設備を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所の緊急時対策所非常用換気設備として

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィル

タ装置及び緊急時対策所用差圧計を設置するとともに，

緊急時対策所加圧設備を保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所の緊急時対策所非常用換気設備及び緊

急時対策所加圧設備は，重大事故等時において，緊急時

対策所建屋内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減

又は防止するため適切な換気設計を行い，緊急時対策所

の気密性及び緊急時対策所遮蔽の性能とあいまって,居

住性に係る判断基準である緊急時対策所にとどまる要

員の実効線量が事故後 7 日間で 100mSv を超えない設計

とする。なお，緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時

対策所加圧設備の設計に当たっては，緊急時対策所の建

物の気密性に対して十分な余裕を考慮した設計とする。

 

 

 

 

 

また，緊急時対策所建屋外の火災により発生する燃焼

ガス又は有毒ガスに対する換気設備の隔離及びその他

の適切に防護するための設備を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所の緊急時対策所非常用換気設備として

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィル

タ装置及び緊急時対策所用差圧計を設置するとともに，

緊急時対策所加圧設備を保管する設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急時対策所遮蔽 

・緊急時対策所非常用送風機 

・緊急時対策所非常用フィルタ装置 

・緊急時対策所用差圧計 

・緊急時対策所加圧設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】（基本設計方針） 

2. 換気設備，生体遮蔽装置 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するた

めの防護措置 

＜中略＞ 

緊急時対策所非常用換気設備は，緊急時対策所内への

希ガス等の放射性物質の浸入を低減又は防止するためﾇ

(3)(ⅵ)-⑧緊急時対策所の気密性に対して十分な余裕

を考慮した換気設計を行い，緊急時対策所の気密性及び

緊急時対策所遮蔽の性能とあいまって，居住性に係る判

断基準を満足する設計とする。 

 

2.2 換気設備 

2.2.2 緊急時対策所換気系 

緊急時対策所非常用換気設備として，緊急時対策所非

常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置，緊急時

対策所加圧設備及び緊急時対策所用差圧計を設置又は

保管する設計とする。 

＜中略＞ 

 

緊急時対策所非常用換気設備は，緊急時対策所外の火

災により発生する燃焼ガス又は有毒ガスに対する換気

設備の隔離，その他に燃焼ガス又は有毒ガスから，緊急

時対策所にとどまる要員を適切に防護できる設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

【放射線管理施設】（基本設計方針） 

2. 換気設備，生体遮蔽装置 

2.2 換気設備 

2.2.2 緊急時対策所換気系 

緊急時対策所非常用換気設備として，緊急時対策所非

常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置，緊急時

対策所加圧設備及び緊急時対策所用差圧計を設置又は

保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅵ)-

⑧は，設置変更許可申

請書（本文）のﾇ(3)(ⅵ

)-⑧の設計内容を具体

的に記載しており，整

合している。 

 

設置変更許可申請書（

本文）のﾇ(3)(ⅵ)-⑨は

，工事の計画の「1. 

緊急時対策所 1.1(3)a.

居住性の確保」に記載

しており，整合してい

る。 
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緊急時対策所には，緊急時対策所内の酸素濃度及び二

酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把

握できるよう，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管

する設計とする。また，緊急時対策所建屋には，緊急時

対策所内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は

防止するための確実な判断ができるよう，放射線量を監

視，測定する緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型モニ

タリング・ポストを保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所には，重大事故等時においても当該事故

等に対処するために必要な指示ができるよう，重大事故

等に対処するために必要な情報を把握できる設備とし

て重大事故等対処設備（必要な情報の把握）を設ける。

重大事故等対処設備（必要な情報の把握）として重大

事故等に対処するために必要な情報を中央制御室内の

運転員を介さずに緊急時対策所において把握できる情

報収集設備を使用する。 

緊急時対策所の情報収集設備として事故状態等の必

要な情報を把握するために必要なパラメータ等を収集

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定

緊急時対策所には，緊急時対策所内の酸素濃度及び二

酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把

握できるよう，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管

する設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・酸素濃度計 

・二酸化炭素濃度計 

 

 

ｃ．放射線量の測定 

緊急時対策所建屋には，緊急時対策所内への希ガス等

の放射性物質の侵入を低減又は防止するための確実な

判断ができるよう，放射線量を監視，測定する緊急時対

策所エリアモニタ及び可搬型モニタリング・ポストを保

管する設計とする。 

緊急時対策所エリアモニタの指示値は，緊急時対策所

内にて容易，かつ確実に把握できる設計とする。また，

可搬型モニタリング・ポストの指示値は，衛星系回線に

より伝送し，緊急時対策所内で監視できる設計とする。

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急時対策所エリアモニタ 

・可搬型モニタリング・ポスト（8.1 放射線管理設

備） 

 

 

 

 

 

 

(2) 必要な情報の把握及び通信連絡 

ａ．必要な情報の把握 

緊急時対策所には，重大事故等時においても当該事故

等に対処するために必要な指示ができるよう，重大事故

等に対処するために必要な情報を把握できる設備とし

て重大事故等対処設備（必要な情報の把握）を設ける。

重大事故等対処設備（必要な情報の把握）として重大

事故等に対処するために必要な情報を中央制御室内の

運転員を介さずに緊急時対策所において把握できる情

報収集設備を使用する。 

緊急時対策所の情報収集設備として事故状態等の必

要な情報を把握するために必要なパラメータ等を収集

 

 

 

【緊急時対策所】（基本設計方針） 

第 2 章 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a. 居住性の確保 

＜中略＞ 

緊急時対策所建屋には，緊急時対策所内への希ガス等

の放射性物質の侵入を低減又は防止するための確実な

判断ができるよう，放射線量を監視，測定する緊急時対

策所エリアモニタ及び可搬型モニタリング・ポストを保

管する設計とする。 

緊急時対策所には，緊急時対策所内の酸素濃度及び二

酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把

握できるよう，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管

する設計とする。 

 

【放射線管理施設】（基本設計方針） 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

1.1.2 エリアモニタリング設備 

＜中略＞ 

緊急時対策所には，災害対策本部内への希ガス等の放

射性物質の侵入を低減するための判断と加圧のための

判断が確実おこなえるよう，緊急時対策所内外の放射線

量を監視，測定するための可搬型モニタリング・ポスト

及び緊急時対策所エリアモニタを保管する設計とする。 

緊急時対策所エリアモニタの指示値は，災害対策本部

内にて容易かつ確実に把握できる設計とし，可搬型モニ

タリング・ポストの指示値は，無線により伝送すること

により災害対策本部内で監視できる設計とする。 

 

【緊急時対策所】（基本設計方針） 

第 2 章 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

b. 情報の把握 

緊急時対策所には，原子炉冷却系統に係る発電用原子

炉施設の損壊その他の異常に対処するために必要な情

報及び重大事故等が発生した場合においても当該事故

等に対処するために必要な指示ができるよう，重大事故

等に対処するために必要な情報を，中央制御室内の運転

員を介さずに正確かつ速やかに把握できる情報収集設

備を使用する。 

緊急時対策所の情報収集設備として，事故状態等の必

要な情報を把握するために必要なパラメータ等を収集
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し，緊急時対策所内で表示できるよう，データ伝送装置，

緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ

表示装置で構成する安全パラメータ表示システム（ＳＰ

ＤＳ）を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうち，デ

ータ伝送装置の電源は，非常用交流電源設備である非常

用ディーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失し

た場合においても，常設代替交流電源設備である常設代

替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可

搬型代替低圧電源車から給電できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所には，重大事故等時においても発電所の

内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行

うための設備として重大事故等対処設備（通信連絡）を

設ける。 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅵ)-⑩ ﾇ(3)(ⅵ)-⑪重大事故等対処設備（通信

連絡）として，緊急時対策所から中央制御室，屋内外の

作業場所，本店（東京），国，地方公共団体，その他関係

機関等の発電所の内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡を行うため，通信設備を使用する。 

緊急時対策所の通信設備として衛星電話設備（固定

型），衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型），

携行型有線通話装置及び統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電

話及びＩＰ－ＦＡＸ）を設置又は保管する設計とする。

 

 

 

し，緊急時対策所内で表示できるよう，データ伝送装置，

緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ

表示装置で構成する安全パラメータ表示システム（ＳＰ

ＤＳ）（以下「安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）」

という。）を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうち，デ

ータ伝送装置の電源は，非常用交流電源設備である非常

用ディーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失し

た場合においても，常設代替交流電源設備である常設代

替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可

搬型代替低圧電源車から給電できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（10.12

通信連絡設備） 

・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備） 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源

設備の非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備

として使用する。 

 

 

ｂ．通信連絡 

緊急時対策所には，重大事故等時においても発電所の

内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行

うための設備として重大事故等対処設備（通信連絡）を

設ける。 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備(通信連絡)として緊急時対策所

から中央制御室，屋内外の作業場所，本店（東京），国，

地方公共団体，その他関係機関等の発電所の内外の通信

連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため，通信

連絡設備を使用する。 

緊急時対策所の通信連絡設備として衛星電話設備（固

定型），衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型），

携行型有線通話装置及び統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電

話及びＩＰ－ＦＡＸ）を設置又は保管する設計とする。

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・衛星電話設備（固定型）（10.12 通信連絡設備） 

・衛星電話設備（携帯型）（10.12 通信連絡設備） 

し，緊急時対策所内で表示できるよう，データ伝送装置，

緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ

表示装置で構成する安全パラメータ表示システム（ＳＰ

ＤＳ）を設置する設計とする。 

 

 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちデー

タ伝送装置は，非常用交流電源設備である非常用ディー

ゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合に

おいても，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電

源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替

低圧電源車から給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 通信連絡 

＜中略＞ 

緊急時対策所には，重大事故等時においても発電所の

内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行

うための設備として重大事故等対処設備（通信連絡）を

設ける。 

＜中略＞ 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

ﾇ(3)(ⅵ)-⑩重大事故等が発生した場合において，発

電所内の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡

を行うために必要な通信設備（発電所内）及び計測等を

行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所

で共有する通信設備（発電所内）として，必要な数量の

衛星電話設備（固定型）及び携行型有線通話装置を中央

制御室及び緊急時対策所内に設置又は保管し，衛星電話

設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）は，緊急時

対策所内に保管する設計とする。 

＜中略＞ 

 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅵ)-

⑩の「発電所内の通信

連絡をする必要のある

場所」は，設置変更許

可申請書（本文）のﾇ

(3)(ⅵ)-⑩のうち，「緊

急時対策所から中央制

御室，屋内外の作業場

所」を含んでおり，整

合している。 
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緊急時対策所建屋には，代替電源設備からの給電を可

能とするように重大事故等対処設備（緊急時対策所用代

替電源設備による給電）を設ける。 

常用電源設備からの受電が喪失した場合の重大事故

等対処設備（緊急時対策所用代替電源設備による給電）

として緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用発電機燃

料油貯蔵タンク及び緊急時対策所用発電機給油ポンプ

を使用する。 

緊急時対策所用発電機は，1 個で緊急時対策所に給電

するために必要な発電機容量を有するものを，2 個設置

することで，多重性を有する設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所用発電機燃料

油貯蔵タンクより緊急時対策所用発電機給油ポンプを

用いて，燃料を補給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・無線連絡設備（携帯型）（10.12 通信連絡設備） 

・携行型有線通話装置（10.12 通信連絡設備） 

・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設

備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡ

Ｘ）（10.12 通信連絡設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 代替電源設備からの給電 

ａ．緊急時対策所用代替電源設備による給電 

緊急時対策所建屋には，代替電源設備からの給電を可

能とするように重大事故等対処設備（緊急時対策所用代

替電源設備による給電）を設ける。 

常用電源設備からの受電が喪失した場合の重大事故

等対処設備（緊急時対策所用代替電源設備による給電）

として緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用発電機燃

料油貯蔵タンク及び緊急時対策所用発電機給油ポンプ

を使用する。 

緊急時対策所用発電機は，1 個で緊急時対策所に給電

するために必要な発電機容量を有するものを，2 個設置

することで，多重性を有する設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所用発電機燃料

油貯蔵タンクより緊急時対策所用発電機給油ポンプを

用いて，燃料を補給できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急時対策所用発電機 

・緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク 

・緊急時対策所用発電機給油ポンプ 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

ﾇ(3)(ⅵ)-⑪重大事故等が発生した場合に発電所外

（社内外）の通信連絡をする必要のある場所との通信連

絡をために必要な通信設備（発電所外）及び計測等を行

った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要

な場所で共有する通信設備（発電所外）として，必要な

数量の衛星電話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時

対策所内に設置し，衛星電話設備（携帯型）及び統合原

子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ

会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，緊急時

対策所内に設置又は保管する設計とする。 

＜中略＞ 

 

【緊急時対策所】（基本設計方針） 

第 2 章 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(2) 必要な条件 

c. 代替交流電源の確保 

緊急時対策所建屋には，代替電源設備からの給電を可

能とするように重大事故等対処設備（緊急時対策所用代

替電源設備による給電）を設ける。 

緊急時対策所用発電機は，1 個で緊急時対策所に給電

するために必要な発電機容量を有するものを，2 個設置

することで，多重性を有する設計とする。 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

4. 燃料設備 

4.3 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクから緊急時

対策所用発電機への給油 

緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所用発電機燃料

油貯蔵タンクより緊急時対策所用発電機給油ポンプを

用いて，燃料を補給できる設計とする。 

 

【非常用電源設備】（基本設計方針） 

2. 交流電源設備 

2.3 緊急時対策所用発電機 

常用電源設備からの受電が喪失した場合の重大事故

等対処設備（緊急時対策所用代替電源設備による給電）

として，緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所用メタ

ルクラッド開閉装置，緊急時対策所用動力変圧器，緊急

時対策所用パワーセンタ，緊急時対策所用 480V コント

ロールセンタ，緊急時対策所用 210V コントロールセン

タ，緊急時対策所用 100V 分電盤，緊急時対策所用直流

125V 主母線盤，緊急時対策所用直流 125V 分電盤を経由

して緊急時対策所災害対策本部操作盤，緊急時対策所用

非常用換気空調設備操作盤，緊急対策所非常用送風機及

び安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）へ給電でき

る設計とする。 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅵ)-

⑪の「発電所外の通信

連絡をする必要のある

場所」は，設置変更許

可申請書（本文）のﾇ

(3)(ⅵ)-⑪のうち，「本

店（東京），国，地方公

共団体，その他関係機

関等」を含んでおり，

整合している。 
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緊急時対策所遮蔽については，「チ．（1）（ⅲ）遮蔽設

備」にて記載する。 

 

緊急時対策所の緊急時対策所非常用換気設備及び緊

急時対策所加圧設備については，「チ．（1）（ⅳ）換気設

備」にて記載する。 

 

緊急時対策所エリアモニタは，「チ．（1）（i） 放射線

監視設備」にて記載する。 

 

可搬型モニタリング・ポストは，「チ.（２） 屋外管

理用の主要な設備の種類」にて記載する。 

 

緊急時対策所の必要な情報の把握及び通信連絡設備

は，「ヌ．（３）（ⅶ） 通信連絡設備」にて記載する。 

 

常設代替高圧電源装置及び可搬型代替低圧電源車は，

「ヌ．（２）（ⅳ） 代替電源設備」にて記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（

本文）「チ．（1）（ⅲ） 

遮蔽設備」に整合性を

示す。 

 

設置変更許可申請書（

本文）「チ．（1）（ⅳ） 

換気設備」に整合性を

示す。 

 

設置変更許可申請書（

本文）「チ．（1）（i） 

放射線監視設備」に整

合性を示す。 

 

設置変更許可申請書（

本文）「チ.（２） 屋

外管理用の主要な設備

の種類」に整合性を示

す。 

 

設置変更許可申請書（

本文）「ヌ．（３）（ⅶ）

通信連絡設備」に整合

性を示す。 

 

設置変更許可申請書（

本文）「ヌ．（２）（ⅳ）

代替電源設備」に整合

性を示す。 
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［常設重大事故等対処設備］ 

緊急時対策所用発電機 

個   数   2 

容   量   約 1,725 kVA／個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.9－2 表 緊急時対策所（重大事故等時）（常設）設

備仕様 

 

＜中略＞ 

(3) 緊急時対策所用発電機 

エンジン 

個  数   2 

使用燃料   軽油 

発電機 

型  式   防滴保護，空気冷却自己自由通風型

個  数   2 

容  量   約 1,725 kVA／個 

力  率   0.8 

電  圧   6,600 V 

周 波 数   50 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【非常用電源設備】（要目表） 
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緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク 

個   数   2 

容   量   約 75 kL／個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク 

型  式   横置円筒型地下タンク 

個  数   2 

容  量   約 75 kL／個  

使用燃料   軽油 
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緊急時対策所用発電機給油ポンプ 

個   数   2 

容   量   約 1.3 m3／h／個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

酸素濃度計 

ﾇ(3)(ⅵ)-⑫個   数   1（予備 1） 

 

 

 

 

 

二酸化炭素濃度計 

ﾇ(3)(ⅵ)-⑫個   数   1（予備 1） 

ﾇ(3)(ⅵ)-⑫酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，設

計基準事故時及び重大事故等時ともに使用する。 

 

 

 

 

 

 

(5) 緊急時対策所用発電機給油ポンプ 

型  式   歯車式 

個  数   2 

容  量   約 1.3 m3／h／個 

吐出圧力   約 0.3 MPa［gage］ 

最高使用圧力 0.5 MPa［gage］ 

最高使用温度 45 ℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.9－3 表 緊急時対策所（重大事故等時）（可搬型）

設備仕様 

＜中略＞ 

(2) 酸素濃度計 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時） 

・緊急時対策所（重大事故等） 

個  数   1（予備 1） 

測定範囲   0.0 vol％～40.0 vol％ 

 

(3) 二酸化炭素濃度計 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時） 

・緊急時対策所（重大事故等） 

個  数   1（予備 1） 

測定範囲   0.0 vol％～5.0 vol％ 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【緊急時対策所】（基本設計方針） 

第 2 章 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a. 居住性の確保 

＜中略＞ 

緊急時対策所には，緊急時対策所内の酸素濃度及び二

酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把

握できるよう，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（

本文）のﾇ(3)(ⅵ)-⑫に

ついては，資料Ⅴ-1-9-

3-1「緊急時対策所の機

能に関する説明書」に

おいて具体的に示して

おり，整合している。 
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(ⅶ) 通信連絡設備 

通信連絡設備は，警報装置，通信設備（発電所内），デ

ータ伝送設備（発電所内），通信設備（発電所外）及びデ

ータ伝送設備（発電所外）から構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅶ)-①発電用原子炉施設には，ﾇ(3)(ⅶ)-②設

計基準事故が発生した場合において，中央制御室等から

人が立ち入る可能性のある原子炉建屋，タービン建屋等

の建屋内外各所の者への操作，作業又は退避の指示等の

連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び

音声等により行うことができる設備として，警報装置の

機能を有する送受話器（ページング）及び送受話器（ペ

ージング），電力保安通信用電話設備（固定電話機，Ｐ

ＨＳ端末及びＦＡＸ）ﾇ(3)(ⅶ)-③等の多様性を確保し

た通信設備（発電所内）を設置又は保管する設計とする。

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータ

を伝送できるデータ伝送設備（発電所内）として，安全

パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）を設置する設計と

する。 

 

 

 

 

警報装置，通信設備（発電所内）及びデータ伝送設備

（発電所内）については，非常用所内電源又は無停電電

源（蓄電池を含む。）に接続し，外部電源が期待できな

い場合でも動作可能な設計とする。 

 

 

ﾇ(3)(ⅶ)-④発電用原子炉施設には，設計基準事故が

発生した場合において，発電所外の本店（東京），国，地

方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生

等に係る連絡を音声等により行うことができる設備と

して，加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ），衛星

電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型）ﾇ(3)(ⅶ)-

⑤等の通信設備（発電所外）を設置又は保管する設計と

する。また，発電所内から発電所外の緊急時対策支援シ

ステム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できるデータ

伝送設備（発電所外）として，データ伝送設備を設置す

 

10.12 通信連絡設備 

10.12.1 通常運転時等 

10.12.1.1 概要 

設計基準事故が発生した場合において，発電所内の人

に対し必要な指示ができるよう，警報装置及び多様性を

確保した通信連絡設備を設置又は保管する。 

 

また，発電所外の通信連絡をする必要がある場所と通

信連絡ができるよう，多様性を確保した専用通信回線に

接続する。 

 

 

 

10.12.1.2 設計方針 

(1) 設計基準事故が発生した場合において，中央制御室

等から人が立ち入る可能性のある原子炉建屋，タービン

建屋等の建屋内外各所の者への必要な操作，作業又は退

避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことがで

きる装置及び音声等により行うことができる設備とし

て，警報装置及び多様性を確保した通信設備（発電所内）

を設置又は保管する設計とする。また，緊急時対策所へ

事故状態等の把握に必要なデータを伝送できる設備と

して，データ伝送設備（発電所内）を設置する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，警報装置，通信設備（発電所内）及びデータ伝

送設備（発電所内）は，非常用所内電源又は無停電電源

（蓄電池を含む。）に接続し，外部電源が期待できない

場合でも動作可能な設計とする。 

 

 

(2) 設計基準事故が発生した場合において，発電所外の

本店（東京），国，地方公共団体，その他関係機関等の必

要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行う

ことができる設備として，通信設備（発電所外）を設置

又は保管する設計とする。 

また，発電所内から発電所外の緊急時対策支援システ

ム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できる設備として，

データ伝送設備（発電所外）を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

ﾇ(3)(ⅶ)-②原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施

設の損壊又は故障その他の異常の際に，中央制御室等か

ら人が立ち入る可能性のある原子炉建屋，タービン建屋

等の建屋内外各所の者への操作，作業又は退避の指示等

の連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及

び音声等により行うことができる設備として，十分な数

量の警報装置の機能を有する送受話器（ページング）及

び送受話器（ページング），電力保安通信用電話設備（固

定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）ﾇ(3)(ⅶ)-③，携帯

型有線通話設備，無線連絡設備（固定型），無線連絡設

備（携帯型），衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設

備（携帯型）の多様性を確保した通信設備（発電所内）

を設置又は保管する設計とする。 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデー

タを伝送できるデータ伝送設備（発電所内）として，安

全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）を設置する設計

とする。 

 

警報装置，通信設備（発電所内）及びデータ伝送設備

（発電所内）については，非常用所内電源又は無停電電

源（蓄電池を含む。）に接続し，外部電源が期待できない

場合でも動作可能な設計とする。 

 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

設計基準事故が発生した場合において，発電所外の本

店（東京），国，地方公共団体，その他関係機関等の必要

箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行うこ

とができる設備として，ﾇ(3)(ⅶ)-⑤十分な数量の電力

保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡ

Ｘ），テレビ会議システム（社内），加入電話設備（加入

電話及び加入ＦＡＸ），ﾇ(3)(ⅶ)-⑤専用電話設備（専用

電話（ホットライン）（自治体向）），衛星電話設備（固定

型），衛星電話設備（携帯型）ﾇ(3)(ⅶ)-⑤及び統合原子

力防災ネットワークに接続している通信連絡設備（テレ

 

 

 

 

設置変更許可申請書

（本文）は概要の書き

出しであり，詳細は後

段に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅶ)-①通信連絡

設備は，発電用原子炉

施設内に設置している

ことから，整合してい

る。 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅶ

)-②は，設置変更許可

申請書（本文）のﾇ

(3)(ⅶ)-②を含んでお

り，整合している。 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅶ

)-③は，設置変更許可

申請書（本文）のﾇ

(3)(ⅶ)-③を具体的に

記載しており整合して

いる。 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅶ)-④通信連絡

設備は，発電用原子炉

施設内に設置している

ことから，整合してい

る。 

 

工事の計画のﾇ(3)(ⅶ

)-⑤は，設置変更許可

申請書（本文）のﾇ

(3)(ⅶ)-⑤を具体的に

記載しており整合して

いる。 
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る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）

については，有線系，無線系又は衛星系回線による通信

方式の多様性を確保した専用通信回線に接続し，輻輳等

による制限を受けることなく常時使用できる設計とす

る。 

 

通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）

については，非常用所内電源又は無停電電源（蓄電池を

含む。）に接続し，外部電源が期待できない場合でも動

作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信

連絡をする必要のある場所と通信連絡をするための通

信設備（発電所内），ﾇ(3)(ⅶ)-⑥緊急時対策所へ重大事

故等に対処するために必要なデータの伝送をするため

のデータ伝送設備（発電所内）及び計測等を行った特に

重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する

ための通信設備（発電所内）として，ﾇ(3)(ⅶ)-⑦以下

の通信連絡設備（発電所内の通信連絡をする必要のある

場所との通信連絡及び計測等を行った特に重要なパラ

メータを発電所内の必要な場所での共有）を設ける。 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信

連絡をする必要のある場所との通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電

所内）として，衛星電話設備（固定型）及び携行型有線

通話装置を中央制御室及び緊急時対策所内に設置又は

保管し，衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携

帯型）は，緊急時対策所内に保管する設計とする。 

 

重大事故等に対処するために必要なデータを伝送す

るためのデータ伝送設備（発電所内）として，安全パラ

メータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちデータ伝送装置

を中央制御室内に設置し，緊急時対策支援システム伝送

装置及びＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所建屋

内に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）

については，有線系，無線系又は衛星系回線による通信

方式の多様性を備えた構成の専用通信回線に接続し，輻

輳等による制限を受けることなく常時使用できる設計

とする。 

 

なお，通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発

電所外）は，非常用所内電源又は無停電電源（蓄電池を

含む。）に接続し，外部電源が期待できない場合でも動

作可能な設計とする。 

 

 

10.12.2 重大事故等時  

10.12.2.2 設計方針 

(1) 発電所内の通信連絡を行うための設備 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信

連絡をする必要のある場所との通信連絡をするための

通信設備（発電所内），緊急時対策所へ重大事故等に対

処するために必要なデータの伝送をするためのデータ

伝送設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要なパ

ラメータを発電所内の必要な場所で共有するための通

信設備（発電所内）として，通信連絡設備（発電所内の

通信連絡をする必要のある場所との通信連絡及び計測

等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な

場所での共有）を設ける。 

 

ａ．発電所内の通信連絡をする必要のある場所との通信連

絡 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合に発電所内の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通

信設備（発電所内）として，衛星電話設備（固定型）及

び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊急時対策所

内に設置又は保管し，衛星電話設備（携帯型）及び無線

連絡設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管する設計

とする。 

 

重大事故等に対処するために必要なデータを伝送す

るためのデータ伝送設備（発電所内）として，ＳＰＤＳ

のうちデータ伝送装置を中央制御室内に設置し，緊急時

対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装

置は，緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。 

 

ビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）の通信設

備（発電所外）を設置又は保管する設計とする。 

また，発電所内から発電所外の緊急時対策支援システ

ム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できるデータ伝送

設備（発電所外）として，データ伝送設備を設置する設

計とする。 

 

通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）

については，有線系，無線系又は衛星系回線による通信

方式の多様性を確保した専用通信回線に接続し，輻輳等

による制限を受けることなく常時使用できる設計とす

る。 

 

通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）

については，非常用所内電源又は無停電電源（蓄電池を

含む。）に接続し，外部電源が期待できない場合でも動

作可能な設計とする。 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信

連絡をする必要のある場所との通信連絡を行うために

必要な通信設備（発電所内）及び計測等を行った特に重

要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する通

信設備（発電所内）として，必要な数量の衛星電話設備

（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊

急時対策所内に設置又は保管し，衛星電話設備（携帯型）

及び無線連絡設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管

する設計とする。 

重大事故等に対処するために必要なデータを伝送す

るためのデータ伝送設備（発電所内）として，安全パラ

メータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちデータ伝送装置

を中央制御室内に設置し，緊急時対策支援システム伝送

装置及びＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所建屋

内に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑥データ伝

送設備（発電所内）に

よる緊急時対策所への

データ伝送については

，設置変更許可申請書

（本文）の「 .(3)(ⅵ

) 緊急時対策所」に示

す。 

 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑦工事の計

画では，前段文章に設

計内容を統合したこと

により，ﾇ(3)(ⅶ)-⑦

を省略している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
1
 R
0 

ﾇ-102 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 
 

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナ

と接続することにより，屋内で使用できる設計とする。

 

 

 

 

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，

非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に

加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，常

設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は

可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車

から給電が可能な設計とする。 

 

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）は，

非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に

加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，緊

急時対策所用代替電源設備である緊急時対策所用発電

機から給電が可能な設計とする。 

 

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）

の電源は，充電池を使用しており，別の端末又は予備の

充電池と交換することにより 7 日間以上継続して通話

ができ，使用後の充電池は，代替電源設備からの給電が

可能な中央制御室又は緊急時対策所の電源から充電す

ることができる設計とする。 

 

携行型有線通話装置の電源は，乾電池を使用してお

り，予備の乾電池と交換することにより 7日間以上継続

して通話ができる設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちデー

タ伝送装置は，非常用交流電源設備である非常用ディー

ゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合に

おいても，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電

源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替

低圧電源車から給電が可能な設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうち緊急

時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示

装置は，非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発

電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合において

も，緊急時対策所用代替電源設備である緊急時対策所用

発電機から給電が可能な設計とする。 

 

重大事故等に対処するためのデータ伝送の機能に係

る設備及び緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備と

しての，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯

型），無線連絡設備（携帯型），携行型有線通話装置及び

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）については，

 

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナ

と接続することにより，屋内で使用できる設計とする。

 

 

 

 

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，

非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に

加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，常

設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は

可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車

から給電が可能な設計とする。 

 

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）は，

非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に

加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，緊

急時対策所用代替電源設備である緊急時対策所用発電

機から給電が可能な設計とする。 

 

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）

の電源は，充電池を使用しており，別の端末又は予備の

充電池と交換することにより 7 日間以上継続して通話

ができ，使用後の充電池は，代替電源設備からの給電が

可能な中央制御室又は緊急時対策所の電源から充電す

ることができる設計とする。 

 

携行型有線通話装置の電源は，乾電池を使用してお

り，予備の乾電池と交換することにより 7 日間以上継続

して通話ができる設計とする。 

 

ＳＰＤＳのうちデータ伝送装置は，非常用交流電源設

備である非常用ディーゼル発電機に加えて，全交流動力

電源が喪失した場合においても，常設代替交流電源設備

である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源

設備である可搬型代替低圧電源車から給電が可能な設

計とする。 

 

ＳＰＤＳのうち緊急時対策支援システム伝送装置及

びＳＰＤＳデータ表示装置は，非常用交流電源設備であ

る非常用ディーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が

喪失した場合においても，緊急時対策所用代替電源設備

である緊急時対策所用発電機から給電が可能な設計と

する。 

 

重大事故等に対処するためのデータ伝送の機能に係

る設備及び緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備と

しての，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯

型），無線連絡設備（携帯型），携行型有線通話装置及び

ＳＰＤＳについては，固縛又は転倒防止措置を講じる

 

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナ

と接続することにより，屋内で使用できる設計とする。 

 

衛星電話（固定型）は，衛星アンテナと固定型端末装

置で構成する設計とする。 

 

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，

非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に

加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，常

設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は

可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車

から給電が可能な設計とする。 

 

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）は，

非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に

加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，緊

急時対策所用代替電源設備である緊急時対策所用発電

機から給電が可能な設計とする。 

 

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）

の電源は，充電池を使用しており，別の端末又は予備の

充電池と交換することにより 7 日間以上継続して通話

ができ，使用後の充電池は，代替電源設備からの給電が

可能な中央制御室又は緊急時対策所の電源から充電す

ることができる設計とする。 

 

携行型有線通話装置の電源は，乾電池を使用してお

り，予備の乾電池と交換することにより 7 日間以上継続

して通話ができる設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちデー

タ伝送装置は，非常用交流電源設備である非常用ディー

ゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合に

おいても，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電

源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替

低圧電源車から給電が可能な設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうち緊急

時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示

装置は，非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発

電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場合において

も，緊急時対策所用代替電源設備である緊急時対策所用

発電機から給電が可能な設計とする。 

 

重大事故等に対処するためのデータ伝送の機能に係

る設備及び緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備と

しての，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯

型），無線連絡設備（携帯型），携行型有線通話装置及び

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）については，
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固縛又は転倒防止措置を講じる等，基準地震動による地

震力に対し，機能喪失しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重

要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有するた

めに必要な通信設備（発電所内）として，衛星電話設備

（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊

急時対策所内に設置又は保管し，衛星電話設備（携帯型）

及び無線連絡設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管

する設計とする。 

 

 

 

 

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナ

と接続することにより，屋内で使用できる設計とする。

 

 

 

 

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，

非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に

加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，常

設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は

可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車

から給電が可能な設計とする。 

 

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）は，

非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に

加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，緊

急時対策所用代替電源設備である緊急時対策所用発電

等，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，機能喪失しな

い設計とする。 

 

 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・衛星電話設備（固定型） 

・衛星電話設備（携帯型） 

・無線連絡設備（携帯型） 

・携行型有線通話装置 

・ＳＰＤＳ 

・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備） 

・緊急時対策所用発電機（10.9 緊急時対策所 

10.9.2 重大事故等時） 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源

設備の非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備

として使用する。 

 

 

ｂ．計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必

要な場所での共有 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重

要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有するた

めに必要な通信設備（発電所内）として，衛星電話設備

（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊

急時対策所内に設置又は保管し，衛星電話設備（携帯型）

及び無線連絡設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管

する設計とする。 

 

 

 

 

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナ

と接続することにより，屋内で使用できる設計とする。

 

 

 

 

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，

非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に

加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，常

設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は

可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車

から給電が可能な設計とする。 

 

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）は，

非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に

加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，緊

急時対策所用代替電源設備である緊急時対策所用発電

固縛又は転倒防止措置を講じる等，基準地震動による地

震力に対し，機能喪失しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信

連絡をする必要のある場所との通信連絡を行うために

必要な通信設備（発電所内）及び計測等を行った特に重

要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する通

信設備（発電所内）として，必要な数量の衛星電話設備

（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊

急時対策所内に設置又は保管し，衛星電話設備（携帯型）

及び無線連絡設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管

する設計とする。 

＜中略＞ 

 

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナ

と接続することにより，屋内で使用できる設計とする。 

 

衛星電話（固定型）は，衛星アンテナと固定型端末装

置で構成する設計とする。 

 

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，

非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に

加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，常

設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は

可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車

から給電が可能な設計とする。 

 

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）は，

非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に

加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，緊

急時対策所用代替電源設備である緊急時対策所用発電
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機から給電が可能な設計とする。 

 

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）

の電源は，充電池を使用しており，別の端末又は予備の

充電池と交換することにより 7 日間以上継続して通話

ができ，使用後の充電池は，代替電源設備からの給電が

可能な中央制御室又は緊急時対策所の電源から充電す

ることができる設計とする。 

 

携行型有線通話装置の電源は，乾電池を使用してお

り，予備の乾電池と交換することにより 7日間以上継続

して通話ができる設計とする。 

 

 

緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備としての，衛

星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），無線連

絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置については，

固縛又は転倒防止措置を講じる等，基準地震動による地

震力に対し，機能喪失しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内

外）の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡をす

るための通信設備（発電所外），発電所内から発電所外

の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ重大事故等に

対処するために必要なデータの伝送をするためのデー

タ伝送設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要な

パラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有す

るための通信設備（発電所外）として，ﾇ(3)(ⅶ)-⑧以

下の通信連絡設備（発電所外（社内外）の通信連絡をす

る必要のある場所との通信連絡及び計測等を行った特

に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所

での共有）を設ける。 

 

機から給電が可能な設計とする。 

 

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）

の電源は，充電池を使用しており，別の端末又は予備の

充電池と交換することにより 7 日間以上継続して通話

ができ，使用後の充電池は，代替電源設備からの給電が

可能な中央制御室又は緊急時対策所の電源から充電す

ることができる設計とする。 

 

携行型有線通話装置の電源は，乾電池を使用してお

り，予備の乾電池と交換することにより 7 日間以上継続

して通話ができる設計とする。 

 

 

緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備としての，衛

星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），無線連

絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置については，

固縛又は転倒防止措置を講じる等，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対し，機能喪失しない設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・衛星電話設備（固定型） 

・衛星電話設備（携帯型） 

・無線連絡設備（携帯型） 

・携行型有線通話装置 

・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備） 

・緊急時対策所用発電機（10.9 緊急時対策所 

10.9.2 重大事故等時） 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源

設備の非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備

として使用する。 

 

 

 

 

 

(2) 発電所外（社内外）の通信連絡を行うための設備 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内

外）の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡をす

るための通信設備（発電所外），発電所内から発電所外

の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ重大事故等に

対処するために必要なデータの伝送をするためのデー

タ伝送設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要な

パラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有す

るための通信設備（発電所外）として，通信連絡設備（発

電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所との

通信連絡及び計測等を行った特に重要なパラメータを

発電所外（社内外）の必要な場所での共有）を設ける。

 

ａ．発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所

機から給電が可能な設計とする。 

 

衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）

の電源は，充電池を使用しており，別の端末又は予備の

充電池と交換することにより 7 日間以上継続して通話

ができ，使用後の充電池は，代替電源設備からの給電が

可能な中央制御室又は緊急時対策所の電源から充電す

ることができる設計とする。 

 

携行型有線通話装置の電源は，乾電池を使用してお

り，予備の乾電池と交換することにより 7 日間以上継続

して通話ができる設計とする。 

＜中略＞ 

 

重大事故等に対処するためのデータ伝送の機能に係

る設備及び緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備と

しての，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯

型），無線連絡設備（携帯型），携行型有線通話装置及び

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）については，

固縛又は転倒防止措置を講じる等，基準地震動による地

震力に対し，機能喪失しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

4. 通信連絡設備 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

＜中略＞ 

 

重大事故等が発生した場合に発電所外（社内外）の通

信連絡をする必要のある場所との通信連絡を行うため

に必要な通信設備（発電所外）及び計測等を行った特に

重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で

共有する通信設備（発電所外）として，必要な数量の衛

星電話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時対策所内

に設置し，衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災

ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議シス

テム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，緊急時対策所内

に設置又は保管する設計とする。 

重大事故等に対処するために必要なデータの伝送を

するためのデータ伝送設備（発電所外）として，発電所

内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑧工事の計

画では，前段文章に設

計内容を統合したこと

により，ﾇ(3)(ⅶ)-⑧

を省略している。 
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重大事故等が発生した場合に発電所外（社内外）の通

信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために

必要な通信設備（発電所外）として，衛星電話設備（固

定型）を中央制御室及び緊急時対対策所内に設置し，衛

星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電

話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，緊急時対策所内に設置又は保

管する設計とする。 

 

重大事故等に対処するために必要なデータの伝送を

するためのデータ伝送設備（発電所外）として，発電所

内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）

へ必要なデータを伝送するためのデータ伝送設備を，緊

急時対策所建屋内に設置する設計とする。 

 

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナ

と接続することにより，屋内で使用できる設計とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，

非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に

加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，常

設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は

可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車

から給電が可能な設計とする。 

 

緊急時対策所建屋内に設置する衛星電話設備（固定

型），データ伝送設備及び統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電

話，ＩＰ－ＦＡＸ）は，非常用交流電源設備である非常

用ディーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失し

た場合においても，緊急時対策所用代替電源設備である

緊急時対策所用発電機から給電が可能な設計とする。 

 

衛星電話設備（携帯型）の電源は，充電池を使用して

おり，別の端末又は予備の充電池と交換することにより

7 日間以上継続して通話ができ，使用後の充電池は，代

替電源設備からの給電が可能な中央制御室又は緊急時

対策所の電源から充電できる設計とする。 

 

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へのデータ伝送

との通信連絡 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合に発電所外（社内外）の通

信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために

必要な通信設備（発電所外）として，衛星電話設備（固

定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し，衛星

電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに

接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話

及びＩＰ－ＦＡＸ）は，緊急時対策所内に設置又は保管

する設計とする。 

 

重大事故等に対処するために必要なデータの伝送を

するためのデータ伝送設備（発電所外）として，発電所

内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）

へ必要なデータを伝送するためのデータ伝送設備を，緊

急時対策所建屋内に設置する設計とする。 

 

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナ

と接続することにより，屋内で使用できる設計とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，

非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に

加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，常

設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は

可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車

から給電が可能な設計とする。 

 

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型），

データ伝送設備及び統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話，

ＩＰ－ＦＡＸ）は，非常用交流電源設備である非常用デ

ィーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場

合においても，緊急時対策所用代替電源設備である緊急

時対策所用発電機から給電が可能な設計とする。 

 

衛星電話設備（携帯型）の電源は，充電池を使用して

おり，別の端末又は予備の充電池と交換することにより

7 日間以上継続して通話ができ，使用後の充電池は，代

替電源設備からの給電が可能な中央制御室又は緊急時

対策所の電源から充電できる設計とする。 

 

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へのデータ伝送

へ必要なデータを伝送するためのデータ伝送設備を，緊

急時対策所建屋内に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナ

と接続することにより，屋内で使用できる設計とする。 

 

衛星電話（固定型）は，衛星アンテナと固定型端末装

置で構成する設計とする。 

 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設

備は，テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ，

衛星アンテナと通信機器を収納するＬＡＮ収容架（Ｓ

Ａ）で構成する設計とする。 

 

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，

非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に

加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，常

設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は

可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車

から給電が可能な設計とする。 

 

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型），

データ伝送設備及び統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話，

ＩＰ－ＦＡＸ）は，非常用交流電源設備である非常用デ

ィーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場

合においても，緊急時対策所用代替電源設備である緊急

時対策所用発電機から給電が可能な設計とする。 

 

衛星電話設備（携帯型）の電源は，充電池を使用して

おり，別の端末又は予備の充電池と交換することにより

7 日間以上継続して通話ができ，使用後の充電池は，代

替電源設備からの給電が可能な中央制御室又は緊急時

対策所の電源から充電できる設計とする。 

 

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へのデータ伝送
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の機能に係る設備及び緊急時対策所の通信連絡機能に

係る設備としての，衛星電話設備（固定型），衛星電話

設備（携帯型），統合原子力防災ネットワークに接続す

る通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩ

Ｐ－ＦＡＸ）及びデータ伝送設備については，固縛又は

転倒防止措置を講じる等，基準地震動による地震力に対

し，機能喪失しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重

要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共

有するために必要な通信設備（発電所外）として，衛星

電話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に

設置し，衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネ

ットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システ

ム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，緊急時対策所内に

設置又は保管する設計とする。 

 

 

 

 

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナ

と接続することにより，屋内で使用できる設計とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，

の機能に係る設備及び緊急時対策所の通信連絡機能に

係る設備としての，衛星電話設備（固定型），衛星電話設

備（携帯型），統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ

－ＦＡＸ）及びデータ伝送設備については，固縛又は転

倒防止措置を講じる等，基準地震動Ｓｓによる地震力に

対し，機能喪失しない設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・衛星電話設備（固定型） 

・衛星電話設備（携帯型） 

・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡

設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－Ｆ

ＡＸ） 

・データ伝送設備 

・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備） 

・緊急時対策所用発電機（10.9 緊急時対策所 

10.9.2 重大事故等時） 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源

設備の非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備

として使用する。 

 

 

ｂ．計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社

内外）の必要な場所での共有 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重

要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共

有するために必要な通信設備（発電所外）として，衛星

電話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に

設置し，衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネ

ットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システ

ム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，緊急時対策所内に

設置又は保管する設計とする。 

 

 

 

 

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナ

と接続することにより，屋内で使用できる設計とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，

の機能に係る設備及び緊急時対策所の通信連絡機能に

係る設備としての，衛星電話設備（固定型），衛星電話設

備（携帯型），統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ

－ＦＡＸ）及びデータ伝送設備については，固縛又は転

倒防止措置を講じる等，基準地震動による地震力に対

し，機能喪失しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

4. 通信連絡設備 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合に発電所外（社内外）の通

信連絡をする必要のある場所との通信連絡をために必

要な通信設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要

なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有

する通信設備（発電所外）として，必要な数量の衛星電

話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設

置し，衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネッ

トワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システ

ム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，緊急時対策所内に

設置又は保管する設計とする。 

＜中略＞ 

 

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設置したアンテナ

と接続することにより，屋内で使用できる設計とする。 

 

衛星電話（固定型）は，衛星アンテナと固定型端末装

置で構成する設計とする。 

 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設

備は，テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ，

衛星アンテナと通信機器を収納するＬＡＮ収容架（Ｓ

Ａ）で構成する設計とする。 

 

中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は，
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非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に

加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，常

設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は

可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車

から給電が可能な設計とする。 

 

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）及

び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設

備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）

は，非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機

に加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，

緊急時対策所用代替電源設備である緊急時対策所用発

電機から給電が可能な設計とする。 

 

衛星電話設備（携帯型）は，充電池を使用しており，

別の端末又は予備の充電池と交換することにより 7 日

間以上継続して通話ができ，使用後の充電池は，代替電

源設備からの給電が可能な中央制御室又は緊急時対策

所の電源から充電することができる設計とする。 

 

緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備としての，衛

星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型）及び統合

原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレ

ビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）について

は，固縛又は転倒防止措置を講じる等，基準地震動によ

る地震力に対し，機能喪失しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑨常設代替高圧電源装置及び可搬型代替低

圧電源車については，「ヌ．(2)(ⅳ)代替電源設備」にて

非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に

加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，常

設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は

可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車

から給電が可能な設計とする。 

 

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）及

び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設

備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）

は，非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機

に加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，

緊急時対策所用代替電源設備である緊急時対策所用発

電機から給電が可能な設計とする。 

 

衛星電話設備（携帯型）は，充電池を使用しており，

別の端末又は予備の充電池と交換することにより 7 日

間以上継続して通話ができ，使用後の充電池は，代替電

源設備からの給電が可能な中央制御室又は緊急時対策

所の電源から充電することができる設計とする。 

 

緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備としての，衛

星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型）及び統合

原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレ

ビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）について

は，固縛又は転倒防止措置を講じる等，基準地震動によ

る地震力に対し，機能喪失しない設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・衛星電話設備（固定型） 

・衛星電話設備（携帯型） 

・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡

設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－Ｆ

ＡＸ） 

・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備） 

・緊急時対策所用発電機（10.9 緊急時対策所 

10.9.2 重大事故等時） 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源

設備の非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備

として使用する。 

非常用ディーゼル発電機は，設計基準事故対処設備で

あるとともに，重大事故等時においても使用するため，

「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」に示

す設計方針を適用する。ただし，多様性及び位置的分散

を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないこと

から，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」

のうち多様性及び位置的分散の設計方針は適用しない。

 

非常用ディーゼル発電機，常設代替高圧電源装置及び

可搬型代替低圧電源車については，「10.2 代替電源設

非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に

加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，常

設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は

可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車

から給電が可能な設計とする。 

 

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型），

データ伝送設備及び統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話，

ＩＰ－ＦＡＸ）は，非常用交流電源設備である非常用デ

ィーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失した場

合においても，緊急時対策所用代替電源設備である緊急

時対策所用発電機から給電が可能な設計とする。 

 

衛星電話設備（携帯型）の電源は，充電池を使用して

おり，別の端末又は予備の充電池と交換することにより

7 日間以上継続して通話ができ，使用後の充電池は，代

替電源設備からの給電が可能な中央制御室又は緊急時

対策所の電源から充電できる設計とする。 

 

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へのデータ伝送

の機能に係る設備及び緊急時対策所の通信連絡機能に

係る設備としての，衛星電話設備（固定型），衛星電話設

備（携帯型），統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ

－ＦＡＸ）及びデータ伝送設備については，固縛又は転

倒防止措置を講じる等，基準地震動による地震力に対

し，機能喪失しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑨常設代替

高圧電源装置，可搬型

代替低圧電源車及び緊

急時対策所用発電機に

ついては，設置変更許

可申請書（本文）の「

 .(2)(ⅳ) 代替電源

設備」及び「 .(3)(ⅵ

) 緊急時対策所」に示

す。 
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記載する。 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑨緊急時対策所用発電機については，「ヌ．

(3)(ⅵ)緊急時対策所」にて記載する。 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑩通信連絡設備の一覧を以下に示す。 

・送受話器（ページング）（警報装置を含む。） 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑫一式 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑪（「通信連絡設備」及び「緊急時対策所」

と兼用） 

・加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ） 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑫一式 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑪（「通信連絡設備」及び「緊急時対策所」

と兼用） 

・電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末

及びＦＡＸ） 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑫一式 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑪（「通信連絡設備」及び「緊急時対策所」

と兼用） 

・テレビ会議システム（社内） 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑫一式 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑪（「通信連絡設備」及び「緊急時対策所」

と兼用） 

・専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公

共団体向）） 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑫一式 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑪（「通信連絡設備」及び「緊急時対策所」

と兼用） 

・無線連絡設備（固定型） 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑫一式 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑪（「通信連絡設備」及び「緊急時対策所」

と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備」に示す。 

緊急時対策所用発電機については，「10.9 緊急時対

策所 10.9.2 重大事故等時」に示す。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は

故障その他の異常の際に，中央制御室等から人が立ち入

る可能性のある原子炉建屋，タービン建屋等の建屋内外

各所の者への操作，作業又は退避の指示等の連絡をブザ

ー鳴動等により行うことができる装置及び音声等によ

り行うことができる設備として，ﾇ(3)(ⅶ)-⑫十分な数

量の警報装置の機能を有する送受話器（ページング）及

び送受話器（ページング），電力保安通信用電話設備（固

定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ），携帯型有線通話設

備，無線連絡設備（固定型），無線連絡設備（携帯型），

衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携帯型）の

多様性を確保した通信設備（発電所内）を設置又は保管

する設計とする。 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデー

タを伝送できるデータ伝送設備（発電所内）として，安

全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）を設置する設計

とする。 

＜中略＞ 

 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

設計基準事故が発生した場合において，発電所外の本

店（東京），国，地方公共団体，その他関係機関等の必要

箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行うこ

とができる設備として，ﾇ(3)(ⅶ)-⑫十分な数量の電力

保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡ

Ｘ），テレビ会議システム（社内），加入電話設備（加入

電話及び加入ＦＡＸ），専用電話設備（専用電話（ホット

ライン）（自治体向）），衛星電話設備（固定型），衛星電

話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接

続している通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電

話及びＩＰ－ＦＡＸ）等の通信設備（発電所外）を設置

又は保管する設計とする。 

また，発電所内から発電所外の緊急時対策支援システ

ム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できるデータ伝送

設備（発電所外）として，データ伝送設備を設置する設

計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑩文章に設

計内容を統合したこと

により，ﾇ(3)(ⅶ)-⑩

を省略している。 

 

工事の計画の「送受話

器（ページング）（警報

装置を含む。）」，「加入

電話設備（加入電話及

び加入ＦＡＸ）」，「電力

保安通信用電話設備（

固定電話機，ＰＨＳ端

末及びＦＡＸ）」，「テレ

ビ会議システム（社内

）」，「専用電話設備（専

用電話（ホットライン

）（地方公共団体向））」

及び「無線連絡設備（

固定型）」は，設置変更

許可申請書（本文）に

おけるﾇ(3)(ⅶ)-⑪を

工事の計画における登

録として「計測制御系

統施設」のうち「通信

連絡設備」に整理して

いる。 

 

工事の計画の(3)(ⅶ)-

⑫「十分な数量」及び

「必要な数量」は設置

変更許可申請書（本

文）の(3)(ⅶ)-⑫「一

式」に含まれることか

ら，整合している。 
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［常設重大事故等対処設備］ 

・衛星電話設備（固定型） 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑫一式 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑬（「通信連絡設備」及び「緊急時対策所」

と兼用） 

 

 

 

 

 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑫一式 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑬（「通信連絡設備」，「計装制御系統施設」

及び「緊急時対策所」と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡

設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡ

Ｘ） 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑫一式 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑬（「通信連絡設備」及び「緊急時対策所」

と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・データ伝送設備 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑫一式 

 

 

第 10.12－2 表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）

の設備仕様 

(1) 衛星電話設備（固定型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

・通信連絡設備（重大事故等時） 

使用回線   衛星系回線 

個  数   一式 

 

(2) ＳＰＤＳ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

・通信連絡設備（重大事故等時） 

ａ．データ伝送装置 

使用回線   有線系回線及び無線系回線 

個  数   一式 

ｂ．緊急時対策支援システム伝送装置 

使用回線   有線系回線及び衛星系回線 

個  数   一式 

ｃ．ＳＰＤＳデータ表示装置 

個  数   一式 

 

 

(3) 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設

備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

・通信連絡設備（重大事故等時） 

ａ．テレビ会議システム 

使用回線   有線系回線及び衛星系回線 

個  数   一式 

ｂ．ＩＰ電話 

使用回線   有線系回線又は衛星系回線 

個  数   一式 

ｃ．ＩＰ－ＦＡＸ 

使用回線   有線系回線又は衛星系回線 

個  数   一式 

 

(4) データ伝送設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信

連絡をする必要のある場所との通信連絡を行うために

必要な通信設備（発電所内）及び計測等を行った特に重

要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する通

信設備（発電所内）として，ﾇ(3)(ⅶ)-⑫必要な数量の

衛星電話設備（固定型）及び携行型有線通話装置を中央

制御室及び緊急時対策所内に設置又は保管し，衛星電話

設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）は，緊急時

対策所内に保管する設計とする。 

重大事故等に対処するために必要なデータを伝送す

るためのデータ伝送設備（発電所内）として，安全パラ

メータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちデータ伝送装置

を中央制御室内に設置し，緊急時対策支援システム伝送

装置及びＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所建屋

内に設置する設計とする。 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

4. 通信連絡設備 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合に発電所外（社内外）の通

信連絡をする必要のある場所との通信連絡をために必

要な通信設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要

なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有

する通信設備（発電所外）として，ﾇ(3)(ⅶ)-⑫必要な

数量の衛星電話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時

対策所内に設置し，衛星電話設備（携帯型）及び統合原

子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ

会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，緊急時

対策所内に設置又は保管する設計とする。 

重大事故等に対処するために必要なデータの伝送を

するためのデータ伝送設備（発電所外）として，発電所

内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）

へ必要なデータを伝送するためのデータ伝送設備を，緊

急時対策所建屋内に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「衛星電話設備（固定

型）」，「安全パラメータ

表示システム（ＳＰＤ

Ｓ）」，「統合原子力防災

ネットワークに接続す

る通信連絡設備（テレ

ビ会議システム，ＩＰ

電話及びＩＰ－ＦＡ

Ｘ）」及び「データ伝送

設備」は，設置変更許

可申請書（本文）にお

けるﾇ(3)(ⅶ)-⑬を工

事の計画における登録

として「計測制御系統

施設」のうち「通信連

絡設備」に整理してい

る。 
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［可搬型重大事故等対処設備］ 

・携行型有線通話装置 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑫一式 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑭（「通信連絡設備」及び「緊急時対策所」

と兼用） 

 

 

 

 

 

・無線連絡設備（携帯型） 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑫一式 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑭（「通信連絡設備」及び「緊急時対策所」

と兼用） 

 

 

 

 

 

・衛星電話設備（携帯型） 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑫一式 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑭（「通信連絡設備」及び「緊急時対策所」

と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

携行型有線通話装置，衛星電話設備（固定型），衛星

電話設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型），統合原子

力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会

議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ），安全パラメ

ータ表示システム（ＳＰＤＳ）及びデータ伝送設備は，

ﾇ(3)(ⅶ)-⑮設計基準事故時及び重大事故等時ともに使

用する。 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

・通信連絡設備（重大事故等時） 

ａ．緊急時対策支援システム伝送装置 

使用回線   有線系回線，衛星系回線 

個  数   一式 

 

 

 

第 10.12－3 表 通信連絡を行うために必要な設備（可搬

型）の設備仕様 

(3) 携行型有線通話装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

・通信連絡設備（重大事故等時） 

使用回線   有線系回線 

個  数   一式 

 

(2) 無線連絡設備（携帯型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

・通信連絡設備（重大事故等時） 

使用回線   無線系回線 

個  数   一式 

 

(1) 衛星電話設備（携帯型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

・通信連絡設備（重大事故等時） 

使用回線   衛星系回線 

個  数   一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信

連絡をする必要のある場所との通信連絡を行うために

必要な通信設備（発電所内）及び計測等を行った特に重

要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する通

信設備（発電所内）として，必要な数量の衛星電話設備

（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊

急時対策所内に設置又は保管し，衛星電話設備（携帯型）

及び無線連絡設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管

する設計とする。 

＜中略＞ 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

4. 通信連絡設備 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

＜中略＞ 

重大事故等が発生した場合に発電所外（社内外）の通

信連絡をする必要のある場所との通信連絡をために必

要な通信設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要

なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有

する通信設備（発電所外）として，必要な数量の衛星電

話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設

置し，衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネッ

トワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システ

ム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，緊急時対策所内に

設置又は保管する設計とする。 

＜中略＞ 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は

故障その他の異常の際に，中央制御室等から人が立ち入

る可能性のある原子炉建屋，タービン建屋等の建屋内外

各所の者への操作，作業又は退避の指示等の連絡をブザ

ー鳴動等により行うことができる装置及び音声等によ

り行うことができる設備として，ﾇ(3)(ⅶ)-⑫十分な数

量の警報装置の機能を有する送受話器（ページング）及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「携行型有線通話装

置」，「無線連絡設備

（携帯型）」及び「衛星

電話設備（携帯型）」

は，設置変更許可申請

書（本文）におけるﾇ

(3)(ⅶ)-⑭を工事の計

画における登録として

「計測制御系統施設」

のうち「通信連絡設

備」に整理している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾇ(3)(ⅶ)-⑮設置変更

許可申請書（本文）で

「設計基準事故時及び

重大事故等時ともに使

用する。」としている通

信連絡設備について

は，工事の計画の「4.1

通信連絡設備（発電所

内）」及び「4.2 通信

連絡設備（発電所外）」

で設計基準事故時及び

重大事故等時ともに使

用することを記載して

おり，整合している。 



 

 

 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
1
 R
0 

ﾇ-111 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 
び送受話器（ページング），電力保安通信用電話設備（固

定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ），携帯型有線通話設

備，無線連絡設備（固定型），無線連絡設備（携帯型），

衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携帯型）の

多様性を確保した通信設備（発電所内）を設置又は保管

する設計とする。 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデー

タを伝送できるデータ伝送設備（発電所内）として，安

全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）を設置する設計

とする。 

＜中略＞ 

 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信

連絡をする必要のある場所との通信連絡を行うために

必要な通信設備（発電所内）及び計測等を行った特に重

要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する通

信設備（発電所内）として，衛星電話設備（固定型）及

び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊急時対策所

内に設置又は保管し，衛星電話設備（携帯型）及び無線

連絡設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管する設計

とする。 

重大事故等に対処するために必要なデータを伝送す

るためのデータ伝送設備（発電所内）として，安全パラ

メータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちデータ伝送装置

を中央制御室内に設置し，緊急時対策支援システム伝送

装置及びＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所建屋

内に設置する設計とする。 

 

【計測制御系統施設】（基本設計方針） 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

設計基準事故が発生した場合において，発電所外の本

店（東京），国，地方公共団体，その他関係機関等の必要

箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行うこ

とができる設備として，ﾇ(3)(ⅶ)-⑫十分な数量の電力

保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡ

Ｘ），テレビ会議システム（社内），加入電話設備（加入

電話及び加入ＦＡＸ），専用電話設備（専用電話（ホット

ライン）（自治体向）），衛星電話設備（固定型），衛星電

話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接

続している通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電

話及びＩＰ－ＦＡＸ）等の通信設備（発電所外）を設置

又は保管する設計とする。 

また，発電所内から発電所外の緊急時対策支援システ

ム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できるデータ伝送

設備（発電所外）として，データ伝送設備を設置する設

計とする。 

＜中略＞ 

 

重大事故等が発生した場合に発電所外（社内外）の通

信連絡をする必要のある場所との通信連絡をために必
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要な通信設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要

なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有

する通信設備（発電所外）として，衛星電話設備（固定

型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し，衛星電

話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及

びＩＰ－ＦＡＸ）は，緊急時対策所内に設置又は保管す

る設計とする。 

重大事故等に対処するために必要なデータの伝送を

するためのデータ伝送設備（発電所外）として，発電所

内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）

へ必要なデータを伝送するためのデータ伝送設備を，緊

急時対策所建屋内に設置する設計とする。 
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(ⅷ) 代替淡水貯槽 

ヌ(ⅷ)-①代替淡水貯槽には，低圧代替注水系

（常設）による原子炉への注入水，代替燃料プー

ル注水系（常設）による使用済燃料プールへの注

入水，並びに代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

及び格納容器下部注水系（常設）による原子炉格

納容器への注入水を貯留する。 
また，低圧代替注水系（可搬型）による原子炉

への注入水，代替燃料プール注水系（可搬型）に

よる使用済燃料プールへの注入水，並びに代替格

納容器スプレイ冷却系（可搬型）及び格納容器下

部注水系（可搬型）による原子炉格納容器への注

入水を貯留する。 
個   数      1 

容   量      約 5,000 m３ 

 
 
 
 
 
 
 
  （ⅸ） 西側淡水貯水設備 
      ヌ(ⅷ)-②西側淡水貯水設備には，低圧代替

注水系（可搬型）による原子炉への注入水，代

替燃料プール注水系（可搬型）による使用済燃

料プールへの注入水，並びに代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部注水系

（可搬型）による原子炉格納容器への注入水を

貯留する。 
      個   数      1 

      容   量      約 5,000 m３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 代替淡水貯槽 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための

設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するた

めの設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

個 数   1 

容 量   約 5,000m３ 

最高使用圧力    静水頭 

最高使用温度    66℃ 

種 類   鉄筋コンクリート貯槽 

 

 

 

 

 

(12) 西側淡水貯水設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための

設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するた

めの設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

個 数   1 

容 量   約 5,000m３ 

最高使用圧力    静水頭 

最高使用温度    66℃ 

種 類   鉄筋コンクリート貯槽 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のヌ(ⅷ)-

①は，設置変更許可申

請書（本文）のヌ(ⅷ)-

①と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のヌ(ⅷ)-

②は，設置変更許可申

請書（本文）のヌ(ⅷ)-

②と同義であり整合し

ている。 
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  （ⅹ） 代替淡水源 

ヌ(ⅷ)-③設計基準事故の収束に必要な水源

とは別に，重大事故等の収束に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保し，かつ，設計基

準事故対処設備及び重大事故等対処設備に重

大事故等の収束に必要となる十分な量の水を

供給するために必要な設備を設ける。 
また，代替淡水貯槽を水源として重大事故等

の対応を実施する際には，西側淡水貯水設備を

代替淡水源とし，西側淡水貯水設備を水源とし

て重大事故等の対応を実施する際には，代替淡

水貯槽を代替淡水源とする。 
ａ．多目的タンク 

個   数      1 

容   量      約 1,500 m３ 

距   離      約 120m（炉心の中

心からの水平距離）ヌ(ⅷ)-④ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12 給水処理系 

5.12.1.3 主要設備 

給水処理系は，原水タンク，前処理装置，ろ過水

貯蔵タンク，給水処理装置，純水貯蔵タンク等で構

成される。なお，給水処理系の合理的な運用を図る

ため，多目的タンクを設置する。 

 

 

 

第5.12－1図に給水処理系系統概要図を示す。 

 

5.12.1.4 主要仕様 

 

f．多目的タンク 

個 数  1 

容 量  約1,500m３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービン除く。）】 

（基本設計方針） 

5.8 水源 

5.8.2 代替水源供給設備 

＜中略＞ 

ヌ(ⅷ)-③重大事故等時の代替淡水源としては，西側淡

水貯水設備に対しては代替淡水貯槽及び淡水タンクを確

保し，代替淡水貯槽に対しては，西側淡水貯水設備及び淡

水タンクを確保する。また，海を水源として使用可能な設

計とする。 

 

 

西側淡水貯水設備及び淡水タンク（多目的タンク，原水

タンク，ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンク）は，ヌ

(ⅷ)-④炉心の中心から 100ｍ以上離れた場所に配置す

る。 

 

【火災防護設備】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

工事の計画のヌ(ⅷ)-

③は，設置変更許可申

請書（本文）のヌ(ⅷ)-

③と同義であり整合し

ている。 

 

 

工事の計画のヌ(ⅷ)-

④は，設置変更許可申

請書（本文）のヌ(ⅷ)-

④と同義であり整合し

ている。 
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ｂ．原水タンク 

個   数  1 

容 量 約 1,000 m３

距   離  約 165m（炉心の中

心からの水平距離）ヌ(ⅷ)-④

ｃ．ろ過水貯蔵タンク 

個   数  1 

容 量 約 1,500 m３

距   離  約 145m（炉心の中

心からの水平距離）ヌ(ⅷ)-④

a．原水タンク 

個 数  1

容 量 約1,000m３ 

c．ろ過水貯蔵タンク 

個 数  1

容 量 約1,500m３

【火災防護設備】（要目表） 
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ｄ．純水貯蔵タンク 

個   数      1 

容   量      約 500 m３ 

距   離      約 135m（炉心の中

心からの水平距離）ヌ(ⅷ)-④  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e．純水貯蔵タンク 

個 数  1 

容 量  約500m３ 

 

 

 

【給水処理設備】（要目表） 
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